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第第１１編編  総総説説  

 

本編においては，以下の資料について，それぞれ略称を用いることとする。 

 

 答申：「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善

及び必要な方策等について（答申）」 平成 28 年 12 月 21 日 中央教育審議会 

 報告：「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 平成 31 年１月 21 日 中央教

育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会 

 改善等通知：「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習

評価及び指導要録の改善等について（通知）」 平成 31 年３月 29 日 初等中等

教育局長通知 

 

 

第第１１章章  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを踏踏ままええたた学学習習評評価価のの改改善善  

１１  ははじじめめにに  

学習評価は，学校における教育活動に関し，生徒の学習状況を評価するものである。答

申にもあるとおり，生徒の学習状況を的確に捉え，教師が指導の改善を図るとともに，生

徒が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするためには，学習

評価の在り方が極めて重要である。 

各教科等の評価については，「観点別学習状況の評価」と「評定」が学習指導要領に定

める目標に準拠した評価として実施するものとされている1。観点別学習状況の評価とは，

学校における生徒の学習状況を，複数の観点から，それぞれの観点ごとに分析的に捉える

評価のことである。生徒が各教科等での学習において，どの観点で望ましい学習状況が認

められ，どの観点に課題が認められるかを明らかにすることにより，具体的な指導や学習

の改善に生かすことを可能とするものである。各学校において目標に準拠した観点別学

習状況の評価を行うに当たっては，観点ごとに評価規準を定める必要がある。評価規準と

は，観点別学習状況の評価を的確に行うため，学習指導要領に示す目標の実現の状況を判

断するよりどころを表現したものである。本参考資料は，観点別学習状況の評価を実施す

る際に必要となる評価規準等，学習評価を行うに当たって参考となる情報をまとめたも

のである。 

以下，文部省指導資料から，評価規準について解説した部分を参考として引用する。 

 

 
1 各教科の評価については，観点別学習状況の評価と，これらを総括的に捉える「評定」の
両⽅について実施するものとされており，観点別学習状況の評価や評定には⽰しきれない
⽣徒の⼀⼈⼀⼈のよい点や可能性，進歩の状況については，「個⼈内評価」として実施する
ものとされている（P.６〜11 に後述）。 
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（参考）評価規準の設定（抄） 

（⽂部省「⼩学校教育課程⼀般指導資料」（平成５年 9 ⽉）より） 
 

 新しい指導要録（平成３年改訂）では，観点別学習状況の評価が効果的に⾏われるよう
にするために，「各観点ごとに学年ごとの評価規準を設定するなどの⼯夫を⾏うこと」と
⽰されています。 
 これまでの指導要録においても，観点別学習状況の評価を適切に⾏うため，「観点の趣
旨を学年別に具体化することなどについて⼯夫を加えることが望ましいこと」とされて
おり，教育委員会や学校では⽬標の達成の度合いを判断するための基準や尺度などの設
定について研究が⾏われてきました。 
 しかし，それらは，ともすれば知識・理解の評価が中⼼になりがちであり，また「⽬標
を⼗分達成（＋）」，「⽬標をおおむね達成（空欄）」及び「達成が不⼗分（−）」ごとに詳
細にわたって設定され，結果としてそれを単に数量的に処理することに陥りがちであっ
たとの指摘がありました。 
 今回の改訂においては，学習指導要領が⽬指す学⼒観に⽴った教育の実践に役⽴つよ
うにすることを改訂⽅針の⼀つとして掲げ，各教科の⽬標に照らしてその実現の状況を
評価する観点別学習状況を各教科の学習の評価の基本に据えることとしました。したが
って，評価の観点についても，学習指導要領に⽰す⽬標との関連を密にして設けられてい
ます。 
 このように，学習指導要領が⽬指す学⼒観に⽴つ教育と指導要録における評価とは⼀
体のものであるとの考え⽅に⽴って，各教科の⽬標の実現の状況を「関⼼・意欲・態度」，
「思考・判断・表現」，「技能・表現（または技能）」及び「知識・理解」の観点ごとに適
切に評価するため，「評価規準を設定する」ことを明確に⽰しているものです。 
 「評価規準」という⽤語については，先に述べたように，新しい学⼒観に⽴って⼦供た
ちが⾃ら獲得し⾝に付けた資質や能⼒の質的な⾯，すなわち，学習指導要領の⽬標に基づ
く幅のある資質や能⼒の育成の実現状況の評価を⽬指すという意味から⽤いたもので
す。 

  

２２  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを踏踏ままええたた学学習習評評価価のの意意義義  

（（１１））学学習習評評価価のの充充実実  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領総則においては，学習評価の充実につ

いて新たに項目が置かれている。具体的には，学習評価の目的等について以下のように

示し，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，生徒の主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授業改善を行うと同時に，評価の場面や方法を工夫して，学習

の過程や成果を評価することを示し，授業の改善と評価の改善を両輪として行ってい

くことの必要性が明示されている。 

・生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，学習したことの意義や価値を実

感できるようにすること。また，各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を

把握する観点から，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場

面や方法を工夫して，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上を

図り，資質・能力の育成に生かすようにすること。 

・創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，組織的かつ計画的な

取組を推進するとともに，学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続

されるように工夫すること。 

 （高等学校学習指導要領 第１章 総則 第３款 教育課程の実施と学習評価 ２ 学習評価

の充実） 

報告では現状の学習評価の課題として，学校や教師の状況によっては，学期末や学年

末などの事後での評価に終始してしまうことが多く，評価の結果が生徒の具体的な学

習改善につながっていないなどの指摘があるとしている。このため，学習評価の充実に

当たっては，いわゆる評価のための評価に終わることのないよう指導と評価の一体化

を図り，学習の成果だけでなく，学習の過程を一層重視し，生徒が自分自身の目標や課

題をもって学習を進めていけるように評価を行うことが大切である。 

また，報告においては，教師によって学習評価の方針が異なり，生徒が学習改善につ

なげにくいといった現状の課題も指摘されている。平成 29 年度文部科学省委託調査「学

習指導と学習評価に対する意識調査」（以下「平成 29 年度文科省意識調査」）では，学

習評価への取組状況について，「Ａ：校内で評価方法や評価規準を共有したり，授業研

究を行ったりして，学習評価の改善に，学校全体で取り組んでいる」「Ｂ：評価規準の

改善，評価方法の研究などは，教員個人に任されている」の二つのうちどちらに近いか

尋ねたところ，高等学校では「Ｂ」又は「どちらかと言うとＢ」が約 55％を占めてい

る。このような現状を踏まえ，特に高等学校においては，学習評価の妥当性や信頼性を

高め，授業改善や組織運営の改善に向けた学校教育全体の取組に位置付ける観点から，

組織的かつ計画的に取り組むようにすることが必要である。 

 

（（２２））カカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントトのの一一環環ととししててのの指指導導とと評評価価  

各学校における教育活動の多くは，学習指導要領等に従い生徒や地域の実態を踏ま

えて編成された教育課程の下，指導計画に基づく授業（学習指導）として展開される。

各学校では，生徒の学習状況を評価し，その結果を生徒の学習や教師による指導の改善

や学校全体としての教育課程の改善等に生かし，学校全体として組織的かつ計画的に

教育活動の質の向上を図っていくことが必要である。このように，「学習指導」と「学

習評価」は学校の教育活動の根幹に当たり，教育課程に基づいて組織的かつ計画的に教

育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っている

のである。 
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２２  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを踏踏ままええたた学学習習評評価価のの意意義義  
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（（２２））カカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントトのの一一環環ととししててのの指指導導とと評評価価  
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のである。 
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（（３３））主主体体的的・・対対話話的的でで深深いい学学びびのの視視点点かかららのの授授業業改改善善とと評評価価  

指導と評価の一体化を図るためには，生徒一人一人の学習の成立を促すための評価

という視点を一層重視し，教師が自らの指導のねらいに応じて授業での生徒の学びを

振り返り，学習や指導の改善に生かしていくことが大切である。すなわち，平成 30 年

に改訂された高等学校学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学び」の視

点からの授業改善を通して各教科等における資質・能力を確実に育成する上で，学習評

価は重要な役割を担っている。 

 

（（４４））学学習習評評価価のの改改善善のの基基本本的的なな方方向向性性  

   （１）～（３）で述べたとおり，学習指導要領改訂の趣旨を実現するためには，学習

評価の在り方が極めて重要であり,すなわち，学習評価を真に意味のあるものとし，指

導と評価の一体化を実現することがますます求められている。 

このため，報告では，以下のように学習評価の改善の基本的な方向性が示された。 

① 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

② 教師の指導改善につながるものにしていくこと 

③ これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・妥当性が認められないものは

見直していくこと 

 

３３  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを受受けけたた評評価価のの観観点点のの整整理理  

平成 30 年改訂学習指導要領においては，知・徳・体にわたる「生きる力」を生徒に育

むために「何のために学ぶのか」という各教科等を学ぶ意義を共有しながら，授業の創意

工夫や教科書等の教材の改善を促すため，全ての教科・科目等の目標及び内容を「知識及

び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の育成を目指す資

質・能力の三つの柱で再整理した（図１参照）。知・徳・体のバランスのとれた「生きる

力」を育むことを目指すに当たっては，各教科・科目等の指導を通してどのような資質・

能力の育成を目指すのかを明確にしながら教育活動の充実を図ること，その際には，生徒

の発達の段階や特性を踏まえ，三つの柱に沿った資質・能力の育成がバランスよく実現で

きるよう留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図１１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点別学習状況の評価については，こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて，小・

中・高等学校の各教科を通じて，４観点から３観点に整理された（図２参照）。 

  図図２２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂ににおおけけるる各各教教科科・・科科目目のの学学習習評評価価  

各教科・科目の学習評価においては，平成 30 年改訂においても，学習状況を分析的に

捉える「観点別学習状況の評価」と，これらを総括的に捉える「評定」の両方について，

学習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施するものとされた。 

同時に，答申では「観点別学習状況の評価」について，高等学校では，知識量のみを問

うペーパーテストの結果や，特定の活動の結果などのみに偏重した評価が行われている

のではないかとの懸念も示されており，指導要録の様式の改善などを通じて評価の観点

を明確にし，観点別学習状況の評価を更に普及させていく必要があるとされた。報告では

この点について，以下のとおり示されている。 

［平成 21 年改訂］        ［平成 30 年改訂］ 
   

 
【参考】学校教育法第３０条第２項 

 

生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させる 

とともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力 

その他の能力をはぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用 

いなければならない。 

 

関関心心・・意意欲欲・・態態度度  

思思考考・・判判断断・・表表現現  

技技能能  

知知識識・・理理解解  

知知識識・・技技能能  

思思考考・・判判断断・・表表現現  

主主体体的的にに学学習習にに  

取取りり組組むむ態態度度  
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「平成 29 年度文科省意識調査」では，「観点別学習状況の評価は実践の蓄積があり，定

着してきている」に対する「そう思う」又は「まあそう思う」との回答の割合は，小学校・

中学校では 80％を超えるのに対し，高等学校では約 45％にとどまっている。このような

現状を踏まえ，今後高等学校においては，観点別学習状況の評価を更に充実し，その質を

高めることが求められている。 

また，観点別学習状況の評価や評定には示しきれない生徒一人一人のよい点や可能性，

進歩の状況については，「個人内評価」として実施するものとされている。改善等通知に

おいては，「観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについては，

児童生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう，日々の教育活動等の中で児童

生徒に伝えることが重要であること。特に『学びに向かう力，人間性等』のうち『感性や

思いやり』など児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価し児

童生徒に伝えることが重要であること。」と示されている。 

「３ 平成 30 年の高等学校学習指導要領改訂を受けた評価の観点の整理」も踏まえて

各教科における評価の基本構造を図示化すると，以下のようになる（図３参照）。 

図図３３  

上記の，「各教科における評価の基本構造」を踏まえた３観点の評価それぞれについて

の考え方は，以下の（１）～（３）のとおりとなる。なお，この考え方は，総合的な探究

の時間，特別活動においても同様に考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

【高等学校における観点別学習状況の評価の扱いについて】 

○ 高等学校においては，従前より観点別学習状況の評価が行われてきたところである

が，地域や学校によっては，その取組に差があり，形骸化している場合があるとの指摘

もある。「平成 29 年度文科省意識調査」では，高等学校が指導要録に観点別学習状況の

評価を記録している割合は，13.3％にとどまる。そのため，高等学校における観点別学

習状況の評価を更に充実し，その質を高める観点から，今後国が発出する学習評価及び

指導要録の改善等に係る通知の「高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載

する事項等」において，観点別学習状況の評価に係る説明を充実するとともに，指導要

録の参考様式に記載欄を設けることとする。 

これを踏まえ，改善等通知においては，高等学校生徒指導要録に新たに観点別学習状況

の評価の記載欄を設けることとした上で，以下のように示されている。 

【高等学校生徒指導要録】（学習指導要領に示す各教科・科目の取扱いは次のとおり） 

［各教科・科目の学習の記録］ 

Ⅰ 観点別学習状況 

「十分満足できる」状況と判断されるもの：Ａ 

「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：Ｂ 

「努力を要する」状況と判断されるもの：Ｃ 

 のように区別して評価を記入する。 

Ⅱ 評定 

 各教科・科目の評定は，学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づき，学校が

生徒や地域の実態に即して定めた当該教科・科目の目標や内容に照らし，その実現状

況を総括的に評価して， 

「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるもの：５ 

「十分満足できる」状況と判断されるもの：４ 

「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：３ 

「努力を要する」状況と判断されるもの：２ 

「努力を要すると判断されるもののうち，特に程度が低い」状況と判断されるも

の：１ 

のように区別して評価を記入する。 

評定は各教科・科目の学習の状況を総括的に評価するものであり，「観点別学習状

況」において掲げられた観点は，分析的な評価を行うものとして，各教科・科目の評

定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際，

評定の適切な決定方法等については，各学校において定める。 
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　学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づき，学校が生徒や地域の実態に即し

て定めた当該教科・科目の目標や内容に照らして，その実現状況を観点ごとに評価し

記入する。その際， 
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（（１１））「「知知識識・・技技能能」」のの評評価価ににつついいてて  

「知識・技能」の評価は，各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得

状況について評価を行うとともに，それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用

したりする中で，他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり，技

能を習得したりしているかについても評価するものである。 

  「知識・技能」におけるこのような考え方は，従前の「知識・理解」（各教科等にお

いて習得すべき知識や重要な概念等を理解しているかを評価），「技能」（各教科等にお

いて習得すべき技能を身に付けているかを評価）においても重視してきたものである。 

  具体的な評価の方法としては，ペーパーテストにおいて，事実的な知識の習得を問う

問題と，知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮するなどの工夫改善を図

るとともに，例えば，生徒が文章による説明をしたり，各教科等の内容の特質に応じて，

観察・実験したり，式やグラフで表現したりするなど，実際に知識や技能を用いる場面

を設けるなど，多様な方法を適切に取り入れていくことが考えられる。 

 

（（２２））「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」のの評評価価ににつついいてて  

   「思考・判断・表現」の評価は，各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する

等のために必要な思考力，判断力，表現力等を身に付けているかを評価するものである。 

   「思考・判断・表現」におけるこのような考え方は，従前の「思考・判断・表現」の

観点においても重視してきたものである。「思考・判断・表現」を評価するためには，

教師は「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善をする中で，生徒が思考・

判断・表現する場面を効果的に設計するなどした上で，指導・評価することが求められ

る。 

   具体的な評価の方法としては，ペーパーテストのみならず，論述やレポートの作成，

発表，グループでの話合い，作品の制作や表現等の多様な活動を取り入れたり，それら

を集めたポートフォリオを活用したりするなど評価方法を工夫することが考えられる。 

 

（（３３））「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」のの評評価価ににつついいてて  

   答申において「学びに向かう力，人間性等」には，①「主体的に学習に取り組む態度」

として観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分と，②観点別学習状況

の評価や評定にはなじまず，こうした評価では示しきれないことから個人内評価を通

じて見取る部分があることに留意する必要があるとされている。すなわち，②について

は観点別学習状況の評価の対象外とする必要がある。 

   「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては，単に継続的な行動や積極的な発

言を行うなど，性格や行動面の傾向を評価するということではなく，各教科等の「主体

的に学習に取り組む態度」に係る観点の趣旨に照らして，知識及び技能を習得したり，

思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，自らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているか

どうかという意思的な側面を評価することが重要である。 

   従前の「関心・意欲・態度」の観点も，各教科等の学習内容に関心をもつことのみな

らず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価するという考え

方に基づいたものであり，この点を「主体的に学習に取り組む態度」として改めて強調

するものである。 

   本観点に基づく評価は，「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観

点の趣旨に照らして， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすることに

向けた粘り強い取組を行おうとしている側面 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面 

という二つの側面を評価することが求められる2（図４参照）。 

 ここでの評価は，生徒の学習の調整が「適切に行われているか」を必ずしも判断する

ものではなく，学習の調整が知識及び技能の習得などに結び付いていない場合には，教

師が学習の進め方を適切に指導することが求められる。 

   具体的な評価の方法としては，ノートやレポート等における記述，授業中の発言，教

師による行動観察や生徒による自己評価や相互評価等の状況を，教師が評価を行う際

に考慮する材料の一つとして用いることなどが考えられる。 

図図４４  

 

  

 
2 これら①②の姿は実際の教科等の学びの中では別々ではなく相互に関わり合いながら⽴
ち現れるものと考えられることから，実際の評価の場⾯においては，双⽅の側⾯を⼀体的に
⾒取ることも想定される。例えば，⾃らの学習を全く調整しようとせず粘り強く取り組み続
ける姿や，粘り強さが全くない中で⾃らの学習を調整する姿は⼀般的ではない。 
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   なお，学習指導要領の「２ 内容」に記載のない「主体的に学習に取り組む態度」

の評価については，後述する第２章１（２）を参照のこと3。  

  

  

５５  改改善善等等通通知知ににおおけけるる総総合合的的なな探探究究のの時時間間，，特特別別活活動動のの指指導導要要録録のの記記録録 

  改善等通知においては，各教科の学習の記録とともに，以下の（１），（２）の各教科等

の指導要録における学習の記録について以下のように示されている。 

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににつついいてて  

   改善等通知別紙３には，「総合的な探究の時間の記録については，この時間に行った

学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それらの観点のうち，生

徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等，生徒にどのよう

な力が身に付いたかを文章で端的に記述する」とされている。また，「評価の観点につ

いては，高等学校学習指導要領等に示す総合的な探究の時間の目標を踏まえ，各学校に

おいて具体的に定めた目標，内容に基づいて別紙５を参考に定める」とされている。 

 

（（２２））特特別別活活動動ににつついいてて  

改善等通知別紙３には，「特別活動の記録については，各学校が自ら定めた特別活動

全体に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に照らし

て十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入する」とされてい

る。また，「評価の観点については，高等学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を

踏まえ，各学校において別紙５を参考に定める。その際，特別活動の特質や学校として

重点化した内容を踏まえ，例えば『主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態

度』などのように,より具体的に定めることも考えられる。記入に当たっては，特別活

動の学習が学校やホームルームにおける集団活動や生活を対象に行われるという特質

に留意する」とされている。 

なお，特別活動は学級担任以外の教師が指導する活動もあることから，評価体制を確

立し，共通理解を図って，生徒のよさや可能性を多面的・総合的に評価するとともに，

確実に資質・能力が育成されるよう指導の改善に生かすことが求められる。 

 

 

 

 

 
3 各教科等によって，評価の対象に特性があることに留意する必要がある。例えば，保健体
育科の体育に関する科⽬においては，公正や協⼒などを，育成する「態度」として学習指導
要領に位置付けており，各教科等の⽬標や内容に対応した学習評価が⾏われることとされ
ている。 

６６  障障害害ののああるる生生徒徒のの学学習習評評価価ににつついいてて  

  学習評価に関する基本的な考え方は，障害のある生徒の学習評価についても同様であ

る。 

  障害のある生徒については，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，個々の生徒

の障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた指導内容や指導方法の工夫を行い，

その評価を適切に行うことが必要である。また，指導内容や指導方法の工夫については，

学習指導要領の各教科・科目の「指導計画の作成と内容の取扱い」の「指導計画作成上の

配慮事項」の「障害のある生徒への配慮についての事項」についての学習指導要領解説も

参考となる。 

 

７７  評評価価のの方方針針等等のの生生徒徒やや保保護護者者へへのの共共有有ににつついいてて    

  学習評価の妥当性や信頼性を高めるとともに，生徒自身に学習の見通しをもたせるた

めに，学習評価の方針を事前に生徒と共有する場面を必要に応じて設けることが求めら

れており，生徒に評価の結果をフィードバックする際にも，どのような方針によって評価

したのかを改めて生徒に共有することも重要である。 

  また，学習指導要領下での学習評価の在り方や基本方針等について，様々な機会を捉え

て保護者と共通理解を図ることが非常に重要である。 
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第第２２章章  学学習習評評価価のの基基本本的的なな流流れれ  

１１  各各学学科科にに共共通通すするる各各教教科科ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて 

（（１１））目目標標とと「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」ととのの対対応応関関係係ににつついいてて  

   評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨4」が各教科の目標を踏まえて作成されていることを確

認することが必要である5。また，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係

性を踏まえ，科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科・科目の目標の（3）に対応す

るものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容

として整理し，示していることを確認することが必要である（図５，６参照）。 

  

図図５５  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」等等  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）6  

 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技能の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

  

 
4 各教科等の学習指導要領の⽬標の規定を踏まえ，観点別学習状況の評価の対象とするもの
について整理したものが教科等の観点の趣旨である。 
5 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，それぞれ科⽬の⽬標を踏まえて「評価の観点及びその趣旨」が作成さ
れている。 
6 学びに向かう⼒，⼈間性等に関する⽬標には，個⼈内評価として実施するものも含まれて
いる。 

図図６６  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）7  

 

 

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技能の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

  

  

（（２２））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」ににつついいてて 

本参考資料では，評価規準の作成等について示す。具体的には，第２編において学習

指導要領の規定から「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の手順を示してい

る。ここでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２款 各科

目」における各科目の「１ 目標」及び「２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分

化したり整理したりしたものである8。平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領に

おいては資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行われたところであり，各学科に共通

する各教科においては，学習指導要領に示す各教科の「第２款 各科目」の「２ 内容」

 
7 脚注６を参照 
8 各教科等の学習指導要領の「第３款 各科⽬にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」１
(1)に「単元（題材）などの内容や時間のまとまり」という記載があるが，この「内容や時
間のまとまり」と，本参考資料における「内容のまとまり」は同義ではないことに注意が必
要である。前者は，主体的・対話的で深い学びを実現するため，主体的に学習に取り組める
よう学習の⾒通しを⽴てたり学習したことを振り返ったりして⾃⾝の学びや変容を⾃覚で
きる場⾯をどこに設定するか，対話によって⾃分の考えなどを広げたり深めたりする場⾯
をどこに設定するか，学びの深まりをつくりだすために，⽣徒が考える場⾯と教師が教える
場⾯をどのように組み⽴てるか，といった視点による授業改善は，１単位時間の授業ごとに
考えるのではなく，単元や題材などの⼀定程度のまとまりごとに検討されるべきであるこ
とが⽰されたものである。後者（本参考資料における「内容のまとまり」）については，本
⽂に述べるとおりである。 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 
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【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  
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【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技能の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

  

 
4 各教科等の学習指導要領の⽬標の規定を踏まえ，観点別学習状況の評価の対象とするもの
について整理したものが教科等の観点の趣旨である。 
5 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，それぞれ科⽬の⽬標を踏まえて「評価の観点及びその趣旨」が作成さ
れている。 
6 学びに向かう⼒，⼈間性等に関する⽬標には，個⼈内評価として実施するものも含まれて
いる。 

図図６６  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）7  

 

 

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技能の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

  

  

（（２２））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」ににつついいてて 

本参考資料では，評価規準の作成等について示す。具体的には，第２編において学習

指導要領の規定から「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の手順を示してい

る。ここでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２款 各科

目」における各科目の「１ 目標」及び「２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分

化したり整理したりしたものである8。平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領に

おいては資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行われたところであり，各学科に共通

する各教科においては，学習指導要領に示す各教科の「第２款 各科目」の「２ 内容」

 
7 脚注６を参照 
8 各教科等の学習指導要領の「第３款 各科⽬にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」１
(1)に「単元（題材）などの内容や時間のまとまり」という記載があるが，この「内容や時
間のまとまり」と，本参考資料における「内容のまとまり」は同義ではないことに注意が必
要である。前者は，主体的・対話的で深い学びを実現するため，主体的に学習に取り組める
よう学習の⾒通しを⽴てたり学習したことを振り返ったりして⾃⾝の学びや変容を⾃覚で
きる場⾯をどこに設定するか，対話によって⾃分の考えなどを広げたり深めたりする場⾯
をどこに設定するか，学びの深まりをつくりだすために，⽣徒が考える場⾯と教師が教える
場⾯をどのように組み⽴てるか，といった視点による授業改善は，１単位時間の授業ごとに
考えるのではなく，単元や題材などの⼀定程度のまとまりごとに検討されるべきであるこ
とが⽰されたものである。後者（本参考資料における「内容のまとまり」）については，本
⽂に述べるとおりである。 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 
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において9，「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されている。このた

め，「２ 内容」の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである10。学習指導要

領の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を身に付

けた状況を表すために，「２ 内容」の記載事項の文末を「～すること」から「～してい

る」と変換したもの等を，本参考資料において「内容のまとまりごとの評価規準」と呼

ぶこととする11。 

ただし，「主体的に学習に取り組む態度」に関しては，特に，生徒の学習への継続的

な取組を通して現れる性質を有すること等から12，「２ 内容」に記載がない13。そのた

め，各科目の「１ 目標」を参考にして作成した科目の目標に対する「評価の観点の趣

旨」を踏まえつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の観点の趣旨のう

ち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとまりごとの評価

規準」を作成する必要がある。 

なお，各学校においては，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて，

各学校の実態を考慮し，単元や題材の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成

する。 

 

 

 

 

 

 
9 外国語においては「第２款 各科⽬」の「１ ⽬標」である。 
10 「２ 内容」において⽰されている指導事項等を整理することで「内容のまとまり」を構
成している教科もある。この場合は，整理した資質・能⼒をもとに，構成された「内容のま
とまり」に基づいて学習指導の⽬標を設定することとなる。また，⽬標や評価規準の設定は,
教育課程を編成する主体である各学校が，学習指導要領に基づきつつ⽣徒や学校，地域の実
情に応じて⾏うことが必要である。 
11 各学科に共通する各教科第９節家庭については，学習指導要領の「第１款 ⽬標」(2)及
び「第２款 各科⽬」の「１ ⽬標」(2)に思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成に係る学習過
程が記載されているため，これらを踏まえて「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する
必要がある。 
12 各教科等の特性によって単元や題材など内容や時間のまとまりはさまざまであることか
ら，評価を⾏う際は，それぞれの実現状況が把握できる段階について検討が必要である。 
13 各教科等によって，評価の対象に特性があることに留意する必要がある。例えば，保健体
育科の体育に関する科⽬においては，公正や協⼒などを，育成する「態度」として学習指導
要領に位置付けており，各教科等の⽬標や内容に対応した学習評価が⾏われることとされ
ている。 

（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順 

各教科における14，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順は

以下のとおりである。 

 

（（４４））評評価価のの計計画画をを立立ててるるここととのの重重要要性性  

      学習指導のねらいが生徒の学習状況として実現されたかについて，評価規準に照ら

して観察し，毎時間の授業で適宜指導を行うことは，育成を目指す資質・能力を生徒に

育むためには不可欠である。その上で，評価規準に照らして，観点別学習状況の評価を

するための記録を取ることになる。そのためには，いつ，どのような方法で，生徒につ

いて観点別学習状況を評価するための記録を取るのかについて，評価の計画を立てる

ことが引き続き大切である。 

   しかし，毎時間生徒全員について記録を取り，総括の資料とするために蓄積すること

は現実的ではないことからも，生徒全員の学習状況を記録に残す場面を精選し，かつ適

切に評価するための評価の計画が一層重要になる。 

 

（（５５））観観点点別別学学習習状状況況のの評評価価にに係係るる記記録録のの総総括括  

適切な評価の計画の下に得た，生徒の観点別学習状況の評価に係る記録の総括の時

期としては，単元（題材）末，学期末，学年末等の節目が考えられる。  

総括を行う際，観点別学習状況の評価に係る記録が，観点ごとに複数ある場合は，例

えば，次のような総括の方法が考えられる。 

・ 評評価価結結果果ののＡＡ，，ＢＢ，，ＣＣのの数数をを基基にに総総括括すするる場場合合  

    何回か行った評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数が多いものが，その観点の学習の実施状況

を最もよく表現しているとする考え方に立つ総括の方法である。例えば，３回評価を

行った結果が「ＡＢＢ」ならばＢと総括することが考えられる。なお，「ＡＡＢＢ」

の総括結果をＡとするかＢとするかなど，同数の場合や三つの記号が混在する場合

の総括の仕方をあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

 

 
14 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，必要に応じてそれぞれ「内容のまとまりごとの評価規準」を作成す
る。 

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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図図８８  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）17  

 

  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技術の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

 

 

（（２２））職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科ににおおいいてて開開設設さされれるる「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」にに

つついいてて 

職業教育を主とする専門学科においては，学習指導要領の規定から「〔指導項目〕ご

との評価規準」を作成する際の手順を示している。 

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領においては資質・能力の三つの柱に基

づく構造化が行われたところであり，職業教育を主とする専門学科においては，学習指

導要領解説に示す各科目の「第２ 内容とその取扱い」の「２ 内容」の各〔指導項目〕

において，育成を目指す資質・能力が示されている。このため，「２ 内容 〔指導項目〕」

の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである。学習指導要領及び学習指導

要領解説の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を

身に付けた状況を表すために，「２ 内容 〔指導項目〕」の記載事項の文末を「～するこ

と」から「～している」と変換したもの等を，本参考資料において「〔指導項目〕ごと

の評価規準」と呼ぶこととする。 

なお，職業教育を主とする専門学科については，「２ 内容 〔指導項目〕」に「学びに

向かう力・人間性」に係る項目が存在する。この「学びに向かう力・人間性」に係る項

目から，観点別学習状況の評価になじまない部分等を除くことで「主体的に学習に取り

組む態度」の「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成することができる。 

これらを踏まえ，職業教育を主とする専門学科においては，各科目における「内容の

まとまり」を〔指導項目〕に置き換えて記載することとする。 

 
17 脚注６を参照 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 

各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実

態を考慮し，単元の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成する。 

 

（（３３））「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

職業教育を主とする専門学科における，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際

の基本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  

  

３３  総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「評評価価のの観観点点」」ににつついいてて  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領では，各教科等の目標や内容を「知識

及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力

の三つの柱で再整理しているが，このことは総合的な探究の時間においても同様であ

る。 

総合的な探究の時間においては，学習指導要領が定める目標を踏まえて各学校が目

標や内容を設定するという総合的な探究の時間の特質から，各学校が観点を設定する

という枠組みが維持されている。一方で，各学校が目標や内容を定める際には，学習指

導要領において示された以下について考慮する必要がある。 

【各学校において定める目標】 

・ 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，総合

的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。  （第２の３⑴） 

総合的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すとは，各学校における教

育目標を踏まえて，各学校において定める目標の中に，この時間を通して育成を目指す

資質・能力を，三つの柱に即して具体的に示すということである。 

【各学校において定める内容】 

・  探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，次の事項

に配慮すること。 

ア 知識及び技能については，他教科等及び総合的な探究の時間で習得する知識及

び技能が相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとして形成されるよう

にすること。 

イ 思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整理・分析，

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各科目における〔指導項目〕と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する。 
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図図８８  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）17  

 

  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技術の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

 

 

（（２２））職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科ににおおいいてて開開設設さされれるる「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」にに

つついいてて 

職業教育を主とする専門学科においては，学習指導要領の規定から「〔指導項目〕ご

との評価規準」を作成する際の手順を示している。 

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領においては資質・能力の三つの柱に基

づく構造化が行われたところであり，職業教育を主とする専門学科においては，学習指

導要領解説に示す各科目の「第２ 内容とその取扱い」の「２ 内容」の各〔指導項目〕

において，育成を目指す資質・能力が示されている。このため，「２ 内容 〔指導項目〕」

の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである。学習指導要領及び学習指導

要領解説の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を

身に付けた状況を表すために，「２ 内容 〔指導項目〕」の記載事項の文末を「～するこ

と」から「～している」と変換したもの等を，本参考資料において「〔指導項目〕ごと

の評価規準」と呼ぶこととする。 

なお，職業教育を主とする専門学科については，「２ 内容 〔指導項目〕」に「学びに

向かう力・人間性」に係る項目が存在する。この「学びに向かう力・人間性」に係る項

目から，観点別学習状況の評価になじまない部分等を除くことで「主体的に学習に取り

組む態度」の「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成することができる。 

これらを踏まえ，職業教育を主とする専門学科においては，各科目における「内容の

まとまり」を〔指導項目〕に置き換えて記載することとする。 

 
17 脚注６を参照 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 

各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実

態を考慮し，単元の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成する。 

 

（（３３））「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

職業教育を主とする専門学科における，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際

の基本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  

  

３３  総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「評評価価のの観観点点」」ににつついいてて  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領では，各教科等の目標や内容を「知識

及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力

の三つの柱で再整理しているが，このことは総合的な探究の時間においても同様であ

る。 

総合的な探究の時間においては，学習指導要領が定める目標を踏まえて各学校が目

標や内容を設定するという総合的な探究の時間の特質から，各学校が観点を設定する

という枠組みが維持されている。一方で，各学校が目標や内容を定める際には，学習指

導要領において示された以下について考慮する必要がある。 

【各学校において定める目標】 

・ 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，総合

的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。  （第２の３⑴） 

総合的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すとは，各学校における教

育目標を踏まえて，各学校において定める目標の中に，この時間を通して育成を目指す

資質・能力を，三つの柱に即して具体的に示すということである。 

【各学校において定める内容】 

・  探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，次の事項

に配慮すること。 

ア 知識及び技能については，他教科等及び総合的な探究の時間で習得する知識及

び技能が相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとして形成されるよう

にすること。 

イ 思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整理・分析，

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各科目における〔指導項目〕と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する。 
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まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮され，未知の状況において

活用できるものとして身に付けられるようにすること。 

ウ 学びに向かう力，人間性等については，自分自身に関すること及び他者や社会

との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。    （第２の３⑹） 

各学校において定める内容について，今回の改訂では新たに，「目標を実現するにふ

さわしい探究課題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二

つを定めることが示された。「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能

力」とは，各学校において定める目標に記された資質・能力を，各探究課題に即して具

体的に示したものであり，教師の適切な指導の下，生徒が各探究課題の解決に取り組む

中で，育成することを目指す資質・能力のことである。この具体的な資質・能力も，「知

識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」という資質・

能力の三つの柱に即して設定していくことになる。 

このように，各学校において定める目標と内容には，三つの柱に沿った資質・能力が

明示されることになる。 

したがって，資質・能力の三つの柱で再整理した学習指導要領の下での指導と評価の

一体化を推進するためにも，評価の観点についてこれらの資質・能力に関わる「知識・

技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理し示した

ところである。 

 

（（２２））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「内内容容ののままととままりり」」のの考考ええ方方  

学習指導要領の第２の２では，「各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の

総合的な探究の時間の内容を定める。」とされている。これは，各学校が，学習指導要

領が定める目標の趣旨を踏まえて，地域や学校，生徒の実態に応じて，創意工夫を生か

した内容を定めることが期待されているからである。 

この内容の設定に際しては，前述したように「目標を実現するにふさわしい探究課

題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二つを定めること

が示され，探究課題としてどのような対象と関わり，その探究課題の解決を通して，ど

のような資質・能力を育成するのかが内容として記述されることになる（図９参照）。 

本参考資料第１編第２章の１（２）では，「内容のまとまり」について，「学習指導要

領に示す各教科等の『第２款 各科目』における各科目の『１ 目標』及び『２ 内容』

の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたもので，『内容のまとまり』

ごとに育成を目指す資質・能力が示されている」と説明されている。 

したがって，総合的な探究の時間における「内容のまとまり」とは，全体計画に示し

た「目標を実現するにふさわしい探究課題」のうち，一つ一つの探究課題とその探究課

題に応じて定めた具体的な資質・能力と考えることができる。 

 
 

図図９９ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

   総合的な探究の時間における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基

本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４４  特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨ににつついいてて  

特別活動においては，改善等通知において示されたように，特別活動の特質と学校の

創意工夫を生かすということから，設置者ではなく，「各学校で評価の観点を定める」

ものとしている。本参考資料では「評価の観点」とその趣旨の設定について示している。 

  

（（２２））特特別別活活動動のの「「内内容容ののままととままりり」」  

学習指導要領「第２ 各活動・学校行事の目標及び内容」〔ホームルーム活動〕「２ 内

容」「(1)ホームルームや学校における生活づくりへの参画」，「(2)日常の生活や学習へ

の適応と自己の成長及び健康安全」，「(3)一人一人のキャリア形成と自己実現」，〔生徒

会活動〕，〔学校行事〕「２ 内容」の(1)儀式的行事，(2)文化的行事，(3)健康安全・体

育的行事，(4)旅行・集団宿泊的行事，(5)勤労生産・奉仕的行事をそれぞれ「内容のま

とまり」とした。 

各学校において定める内内容容 

目標を実現するにふさわしい 

探探究究課課題題 

現現代代的的なな諸諸課課題題にに対対応応すするる  

横横断断的的・・総総合合的的なな課課題題  
（国際理解,情報,環境,福祉・健康など） 

 

 

 

他教科等及び総合的

な探究の時間で習得

する知識及び技能が

相互に関連付けら

れ,社会の中で生き

て働くものとして形

成されるようにする 

 

自分自身に関するこ

と及び他者や社会と

の関わりに関するこ

との両方の視点を踏

まえる 

 

探究の過程において

発揮され,未知の状

況において活用でき

るものとして身に付

けられるようにする 

地地域域やや学学校校のの特特色色にに応応じじたた課課題題  

生生徒徒のの興興味味・・関関心心にに基基づづくく課課題題  

知識及び技能 
思考力,判断

力,表現力等 

学びに向かう

力，人間性等 

職職業業やや自自己己のの進進路路にに関関すするる課課題題  

例例  

探究課題の解決を通して育成を目指す 

具具体体的的なな資資質質・・能能力力 

① 各学校において定めた目標（第２の１）と「評価の観点及びその趣旨」を確認する。 

② 各学校において定めた内容の記述（「内容のまとまり」として探究課題ごとに作成

した「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」）が，観点ごとに

どのように整理されているかを確認する。 

③【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮され，未知の状況において

活用できるものとして身に付けられるようにすること。 

ウ 学びに向かう力，人間性等については，自分自身に関すること及び他者や社会

との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。    （第２の３⑹） 

各学校において定める内容について，今回の改訂では新たに，「目標を実現するにふ

さわしい探究課題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二

つを定めることが示された。「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能

力」とは，各学校において定める目標に記された資質・能力を，各探究課題に即して具

体的に示したものであり，教師の適切な指導の下，生徒が各探究課題の解決に取り組む

中で，育成することを目指す資質・能力のことである。この具体的な資質・能力も，「知

識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」という資質・

能力の三つの柱に即して設定していくことになる。 

このように，各学校において定める目標と内容には，三つの柱に沿った資質・能力が

明示されることになる。 

したがって，資質・能力の三つの柱で再整理した学習指導要領の下での指導と評価の

一体化を推進するためにも，評価の観点についてこれらの資質・能力に関わる「知識・

技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理し示した

ところである。 

 

（（２２））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「内内容容ののままととままりり」」のの考考ええ方方  

学習指導要領の第２の２では，「各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の

総合的な探究の時間の内容を定める。」とされている。これは，各学校が，学習指導要

領が定める目標の趣旨を踏まえて，地域や学校，生徒の実態に応じて，創意工夫を生か

した内容を定めることが期待されているからである。 

この内容の設定に際しては，前述したように「目標を実現するにふさわしい探究課

題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二つを定めること

が示され，探究課題としてどのような対象と関わり，その探究課題の解決を通して，ど

のような資質・能力を育成するのかが内容として記述されることになる（図９参照）。 

本参考資料第１編第２章の１（２）では，「内容のまとまり」について，「学習指導要

領に示す各教科等の『第２款 各科目』における各科目の『１ 目標』及び『２ 内容』

の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたもので，『内容のまとまり』

ごとに育成を目指す資質・能力が示されている」と説明されている。 

したがって，総合的な探究の時間における「内容のまとまり」とは，全体計画に示し

た「目標を実現するにふさわしい探究課題」のうち，一つ一つの探究課題とその探究課

題に応じて定めた具体的な資質・能力と考えることができる。 
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（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

   総合的な探究の時間における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基

本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４４  特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨ににつついいてて  

特別活動においては，改善等通知において示されたように，特別活動の特質と学校の

創意工夫を生かすということから，設置者ではなく，「各学校で評価の観点を定める」

ものとしている。本参考資料では「評価の観点」とその趣旨の設定について示している。 

  

（（２２））特特別別活活動動のの「「内内容容ののままととままりり」」  

学習指導要領「第２ 各活動・学校行事の目標及び内容」〔ホームルーム活動〕「２ 内

容」「(1)ホームルームや学校における生活づくりへの参画」，「(2)日常の生活や学習へ

の適応と自己の成長及び健康安全」，「(3)一人一人のキャリア形成と自己実現」，〔生徒

会活動〕，〔学校行事〕「２ 内容」の(1)儀式的行事，(2)文化的行事，(3)健康安全・体

育的行事，(4)旅行・集団宿泊的行事，(5)勤労生産・奉仕的行事をそれぞれ「内容のま

とまり」とした。 

各学校において定める内内容容 

目標を実現するにふさわしい 

探探究究課課題題 

現現代代的的なな諸諸課課題題にに対対応応すするる  

横横断断的的・・総総合合的的なな課課題題  
（国際理解,情報,環境,福祉・健康など） 

 

 

 

他教科等及び総合的

な探究の時間で習得

する知識及び技能が
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れ,社会の中で生き

て働くものとして形
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自分自身に関するこ

と及び他者や社会と

の関わりに関するこ

との両方の視点を踏

まえる 

 

探究の過程において

発揮され,未知の状

況において活用でき

るものとして身に付

けられるようにする 

地地域域やや学学校校のの特特色色にに応応じじたた課課題題  

生生徒徒のの興興味味・・関関心心にに基基づづくく課課題題  

知識及び技能 
思考力,判断

力,表現力等 

学びに向かう

力，人間性等 

職職業業やや自自己己のの進進路路にに関関すするる課課題題  

例例  

探究課題の解決を通して育成を目指す 

具具体体的的なな資資質質・・能能力力 

① 各学校において定めた目標（第２の１）と「評価の観点及びその趣旨」を確認する。 

② 各学校において定めた内容の記述（「内容のまとまり」として探究課題ごとに作成

した「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」）が，観点ごとに

どのように整理されているかを確認する。 

③【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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（（３３））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを

作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

各学校においては，学習指導要領に示された特別活動の目標及び内容を踏まえ，自校

の実態に即し，改善等通知の例示を参考に観点を作成する。その際，例えば，特別活動

の特質や学校として重点化した内容を踏まえて，具体的な観点を設定することが考え

られる。 

また，学習指導要領解説では，各活動・学校行事の内容ごとに育成を目指す資質・能

力が例示されている。そこで，学習指導要領で示された「各活動・学校行事の目標」及

び学習指導要領解説で例示された「資質・能力」を確認し，各学校の実態に合わせて育

成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 

次に，各学校で設定した，各活動・学校行事で育成を目指す資質・能力を踏まえて，

「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。基本的な手順は以下のとおりである。 

 

① 学習指導要領の「特別活動の目標」と改善等通知を確認する。 
 

② 学習指導要領の「特別活動の目標」と自校の実態を踏まえ，改善等通知の例示を参

考に，特別活動の「評価の観点」とその趣旨を設定する。  
 

③ 学習指導要領の「各活動・学校行事の目標」及び学習指導要領解説特別活動編（平

成 30 年７月）で例示した「各活動・学校行事における育成を目指す資質・能力」を

参考に，各学校において育成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 
 

④ 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
 

  

（（参参考考））平平成成 2244 年年「「評評価価規規準準のの作作成成，，評評価価方方法法等等のの工工夫夫改改善善ののたためめのの参参考考資資料料」」かかららのの

変変更更点点ににつついいてて 

 

今回作成した本参考資料は，平成 24 年の「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善の

ための参考資料」を踏襲するものであるが，以下のような変更点があることに留意が必要

である18。 

まず，平成 24 年の参考資料において使用していた「評価規準に盛り込むべき事項」や

「評価規準の設定例」については，報告において「現行の参考資料のように評価規準を詳

細に示すのではなく，各教科等の特質に応じて，学習指導要領の規定から評価規準を作成

する際の手順を示すことを基本とする」との指摘を受け，第２編において示すことを改

め，本参考資料の第３編における事例の中で，各教科等の事例に沿った評価規準を例示し

たり，その作成手順等を紹介したりする形に改めている。 

次に，本参考資料の第２編に示す「内容のまとまりごとの評価規準」は，平成 24 年の

「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」において示した「評価規準

に盛り込むべき事項」と作成の手順を異にする。具体的には，「評価規準に盛り込むべき

事項」は，平成 21 年改訂学習指導要領における各教科等の目標及び内容の記述を基に，

学習評価及び指導要録の改善通知で示している各教科等の評価の観点及びその趣旨を踏

まえて作成したものである。 

また，平成 24 年の参考資料では「評価規準に盛り込むべき事項」をより具体化したも

のを「評価規準の設定例」として示している。「評価規準の設定例」は，原則として，学

習指導要領の各教科等の目標及び内容のほかに，当該部分の学習指導要領解説（文部科学

省刊行）の記述を基に作成していた。他方，本参考資料における「内容のまとまりごとの

評価規準」については，平成 30 年改訂の学習指導要領の目標及び内容が育成を目指す資

質・能力に関わる記述で整理されたことから，既に確認のとおり，そこでの「内容のまと

まり」ごとの記述を，文末を変換するなどにより評価規準とすることを可能としており，

学習指導要領の記載と表裏一体をなす関係にあると言える。 

さらに，「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科等の評価の観点の趣旨」について

である。前述のとおり，従前の「関心・意欲・態度」の観点から「主体的に学習に取り組

む態度」の観点に改められており，「主体的に学習に取り組む態度」の観点に関しては各

科目の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の

観点の趣旨のうち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとま

りごとの評価規準」を作成する必要がある。報告にあるとおり，「主体的に学習に取り組

む態度」は，現行の「関心・意欲・態度」の観点の本来の趣旨であった，各教科等の学習

内容に関心をもつことのみならず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む

 
18 特別活動については，平成 30 年改訂学習指導要領を受け，初めて作成するものである。 
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まえて作成したものである。 
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習指導要領の各教科等の目標及び内容のほかに，当該部分の学習指導要領解説（文部科学

省刊行）の記述を基に作成していた。他方，本参考資料における「内容のまとまりごとの

評価規準」については，平成 30 年改訂の学習指導要領の目標及び内容が育成を目指す資

質・能力に関わる記述で整理されたことから，既に確認のとおり，そこでの「内容のまと

まり」ごとの記述を，文末を変換するなどにより評価規準とすることを可能としており，

学習指導要領の記載と表裏一体をなす関係にあると言える。 

さらに，「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科等の評価の観点の趣旨」について

である。前述のとおり，従前の「関心・意欲・態度」の観点から「主体的に学習に取り組

む態度」の観点に改められており，「主体的に学習に取り組む態度」の観点に関しては各

科目の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の
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りごとの評価規準」を作成する必要がある。報告にあるとおり，「主体的に学習に取り組

む態度」は，現行の「関心・意欲・態度」の観点の本来の趣旨であった，各教科等の学習
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18 特別活動については，平成 30 年改訂学習指導要領を受け，初めて作成するものである。 
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態度を評価することを改めて強調するものである。また，本観点に基づく評価としては，

「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観点の趣旨に照らし， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすること

に向けた粘り強い取組を行おうとする側面と， 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面， 

という二つの側面を評価することが求められるとされた19。 

以上の点から，今回の改善等通知で示した「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科

等の評価の観点の趣旨」は，平成 22 年通知で示した「関心・意欲・態度」の「各教科等

の評価の観点の趣旨」から改められている。 

 

 

 
19 脚注 11 を参照 
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１ 高等学校家庭科の「内容のまとまり」 

 

高等学校家庭科における「内容のまとまり」は，以下のようになっている。 

第１ 家庭基礎 

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 

(1) 生涯の生活設計 

(2) 青年期の自立と家族・家庭 

(3) 子供の生活と保育 

(4) 高齢期の生活と福祉 

(5) 共生社会と福祉 

Ｂ 衣食住の生活の自立と設計 

(1) 食生活と健康 

(2) 衣生活と健康 

(3) 住生活と住環境 

Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

(1) 生活における経済の計画 

(2) 消費行動と意思決定 

(3) 持続可能なライフスタイルと環境 

Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 

 

第２ 家庭総合 

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 

(1) 生涯の生活設計 

(2) 青年期の自立と家族・家庭及び社会 

(3) 子供との関わりと保育・福祉 

(4) 高齢者との関わりと福祉 

(5) 共生社会と福祉 

Ｂ 衣食住の生活の科学と文化 

(1) 食生活の科学と文化 

(2) 衣生活の科学と文化 

(3) 住生活の科学と文化 

Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

(1) 生活における経済の計画 

(2) 消費行動と意思決定 

(3) 持続可能なライフスタイルと環境 

Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 
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２ 高等学校家庭科における「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順 

 

ここでは，科目「家庭基礎」の「Ｃ 持続可能な消費生活・環境（2）消費行動と意思決定」を

取り上げて，「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順を説明する。 

まず，学習指導要領に示された教科の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」が作成され

ていることを理解する。次に，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえ，科

目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成する。その上で，①及び②の手順を踏む。 

 

＜例 家庭基礎「Ｃ 持続可能な消費生活・環境（2）消費行動と意思決定」＞ 

  

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第２２章章  第第９９節節  家家庭庭「「第第１１款款  目目標標」」】】  

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働

し，よりよい社会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力

を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

人間の生涯にわたる発達と生

活の営みを総合的に捉え，家

族・家庭の意義，家族・家庭と

社会との関わりについて理解

を深め，家族・家庭，衣食住，

消費や環境などについて，生活

を主体的に営むために必要な

理解を図るとともに，それらに

係る技能を身に付けるように

する。 

家庭や地域及び社会における

生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなど，生涯を見

通して生活の課題を解決する

力を養う。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活を主体

的に創造しようとする実践的

な態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P. 181） 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５  各各教教科科等等のの評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨  ＜＜家家庭庭＞＞】】  

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

人間の生涯にわたる発達と生

活の営みを総合的に捉え，家

族・家庭の意義，家族・家庭と

社会との関わりについて理解

を深め，生活を主体的に営むた

めに必要な家族・家庭，衣食住，

消費や環境などについて理解

しているとともに，それらに係

る技能を身に付けている。 

生涯を見通して，家庭や地域及

び社会における生活の中から問

題を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠に

基づいて論理的に表現するなど

して課題を解決する力を身に付

けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするとと

もに，自分や家庭，地域の生活

を創造し，実践しようとしてい

る。 

（改善等通知 別紙５ P.４） 

 
 

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第２２章章  第第９９節節  家家庭庭「「第第２２款款  第第１１  家家庭庭基基礎礎  １１  目目標標」」】】  

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働

し，よりよい社会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力

を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

人の一生と家族・家庭及び福

祉，衣食住，消費生活・環境な

どについて，生活を主体的に営

むために必要な基礎的な理解

を図るとともに，それらに係る

技能を身に付けるようにする。 

家庭や地域及び社会における

生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなど，生涯を見

通して課題を解決する力を養

う。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実

向上を図ろうとする実践的な

態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.181） 

 

以下は，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえた，科目の目標に対する「評

価の観点の趣旨」の例である。 

【【「「第第２２款款  第第１１  家家庭庭基基礎礎」」のの評評価価のの観観点点のの趣趣旨旨（（例例））】】  

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活を主体的に営むために必

要な人の一生と家族・家庭及び

福祉，衣食住，消費生活・環境

などの基礎的なことについて

理解しているとともに，それら

に係る技能を身に付けている。 

生涯を見通して，家庭や地域及

び社会における生活の中から問

題を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠に

基づいて論理的に表現するなど

して課題を解決する力を身に付

けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするとと

もに，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践

しようとしている。 
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２ 高等学校家庭科における「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順 

 

ここでは，科目「家庭基礎」の「Ｃ 持続可能な消費生活・環境（2）消費行動と意思決定」を

取り上げて，「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順を説明する。 

まず，学習指導要領に示された教科の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」が作成され

ていることを理解する。次に，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえ，科

目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成する。その上で，①及び②の手順を踏む。 

 

＜例 家庭基礎「Ｃ 持続可能な消費生活・環境（2）消費行動と意思決定」＞ 

  

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第２２章章  第第９９節節  家家庭庭「「第第１１款款  目目標標」」】】  

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働

し，よりよい社会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力

を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

人間の生涯にわたる発達と生

活の営みを総合的に捉え，家

族・家庭の意義，家族・家庭と

社会との関わりについて理解

を深め，家族・家庭，衣食住，

消費や環境などについて，生活

を主体的に営むために必要な

理解を図るとともに，それらに

係る技能を身に付けるように

する。 

家庭や地域及び社会における

生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなど，生涯を見

通して生活の課題を解決する

力を養う。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活を主体

的に創造しようとする実践的

な態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P. 181） 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５  各各教教科科等等のの評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨  ＜＜家家庭庭＞＞】】  

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

人間の生涯にわたる発達と生

活の営みを総合的に捉え，家

族・家庭の意義，家族・家庭と

社会との関わりについて理解

を深め，生活を主体的に営むた

めに必要な家族・家庭，衣食住，

消費や環境などについて理解

しているとともに，それらに係

る技能を身に付けている。 

生涯を見通して，家庭や地域及

び社会における生活の中から問

題を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠に

基づいて論理的に表現するなど

して課題を解決する力を身に付

けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするとと

もに，自分や家庭，地域の生活

を創造し，実践しようとしてい

る。 

（改善等通知 別紙５ P.４） 

 
 

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第２２章章  第第９９節節  家家庭庭「「第第２２款款  第第１１  家家庭庭基基礎礎  １１  目目標標」」】】  

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々と協働

し，よりよい社会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する資質・能力

を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

人の一生と家族・家庭及び福

祉，衣食住，消費生活・環境な

どについて，生活を主体的に営

むために必要な基礎的な理解

を図るとともに，それらに係る

技能を身に付けるようにする。 

家庭や地域及び社会における

生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなど，生涯を見

通して課題を解決する力を養

う。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実

向上を図ろうとする実践的な

態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.181） 

 

以下は，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえた，科目の目標に対する「評

価の観点の趣旨」の例である。 

【【「「第第２２款款  第第１１  家家庭庭基基礎礎」」のの評評価価のの観観点点のの趣趣旨旨（（例例））】】  

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活を主体的に営むために必

要な人の一生と家族・家庭及び

福祉，衣食住，消費生活・環境

などの基礎的なことについて

理解しているとともに，それら

に係る技能を身に付けている。 

生涯を見通して，家庭や地域及

び社会における生活の中から問

題を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠に

基づいて論理的に表現するなど

して課題を解決する力を身に付

けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするとと

もに，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践

しようとしている。 
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①①  各各教教科科ににおおけけるる「「内内容容ののままととままりり」」とと「「評評価価のの観観点点」」ととのの関関係係をを確確認認すするる。。  

 

Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

次の(1)から(3)までの項目について，持続可能な社会を構築するために実践的・体験的な学習活

動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

(2) 消費行動と意思決定 

ア 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう消費生活の現状と課題，消費行動におけ

る意思決定や契約の重要性，消費者保護の仕組みについて理解するとともに，生活情報を適

切に収集・整理できること。 

イ 自立した消費者として，生活情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動することや責

任ある消費について考察し，工夫すること。 

 

（実線）…知識及び技能に関する内容 

   （波線）…思考力，判断力，表現力等に関する内容 

 
 

②②  【【観観点点ごごととののポポイインントト】】をを踏踏ままええ，，「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる。。  

  

（１）「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の【観点ごとのポイント】 

○○「「知知識識・・技技能能」」ののポポイインントト  

・「知識」については，学習指導要領に示す「２ 内容」の「知識」に関わる事項に示された「～ 

について理解すること」「～について理解を深めること」の記述を当てはめ，それを生徒が「～

について理解している」「～について理解を深めている」かどうかの学習状況として表すこと

とする。 

・「技能」については，学習指導要領に示す「２ 内容」の「技能」に関わる事項に示された「～

の技能を身に付けること」「～情報の収集・整理ができること」の記述を当てはめ，それを生

徒が「～の技能を身に付けている」「～情報の収集・整理ができる」かどうかの学習状況とし

て表すこととする。 

○○「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」ののポポイインントト  

・「思考・判断・表現」については，教科及び科目の目標の(2)に示されている学習過程に沿って，

「課題を解決する力」が身に付いているのかを評価することとする。したがって，学習指導要

領に示す「２ 内容」の「思考力，判断力，表現力等」に関わる事項について，その文末を科

目の評価の観点の趣旨に基づき，「～について問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている」かどうかの学習状況として表すこととする。 

○○「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」ののポポイインントト  

・「主体的に学習に取り組む態度」については，学習指導要領に示す「２ 内容」に「学びに向

かう力，人間性等」に関わる事項が示されていないことから，「内容のまとまりごとの評価規

準」を作成する場合，「各教科等の評価の観点及びその趣旨」における「主体的に学習に取り

 
 

組む態度」を基に，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

・その際，教科及び科目の特質として，①粘り強さ（知識及び技能を獲得したり，思考力，判断

力，表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面），②自らの

学習の調整（①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面）に加え，③

実践しようとする態度を含めることに留意し，「様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に

向けて，～について，課題の解決に主体的に取り組んだり（①），振り返って改善したり（②）

して，地域社会に参画しようとするとともに，自分や家庭，地域の生活の充実向上を図るため

に実践しようとしている（③）」かどうかの学習状況として表すこととする。 

 

（２）学習指導要領の「２ 内容」及び「内容のまとまりごとの評価規準（例）」  

学 

習 

指 

導 

要 

領 
 

２ 
 

内 

容 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

ア 消費者の権利と責任を

自覚して行動できるよう

消費生活の現状と課題，

消費行動における意思決

定や契約の重要性，消費

者保護の仕組みについて

理解するとともに，生活

情報を適切に収集・整理

できること。 

イ 自立した消費者として，

生活情報を活用し，適切な

意思決定に基づいて行動

することや責任ある消費

について考察し，工夫する

こと。 

※内容には，学びに向かう

力，人間性等について示さ

れていないことから，該当

科目の目標(3)を参考にす

る。 

 

 

   

内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準 

例 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

消費者の権利と責任を自覚

して行動できるよう消費生

活の現状と課題，消費行動

における意思決定や契約の

重要性，消費者保護の仕組

みについて理解していると

ともに，生活情報を適切に

収集・整理できる。 

 

 

自立した消費者として，生活

情報を活用し，適切な意思決

定に基づいて行動すること

や責任ある消費について問

題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を

評価・改善し，考察したこと

を根拠に基づいて論理的に

表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよ

い社会の構築に向けて，消費

行動と意思決定について，課

題の解決に主体的に取り組

んだり，振り返って改善した

りして，地域社会に参画しよ

うとするとともに，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を

図るために実践しようとし

ている。 

※ 各学校においては，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実態を考

慮し，単元の評価規準を作成する。具体的には第３編において事例を示している。 
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①①  各各教教科科ににおおけけるる「「内内容容ののままととままりり」」とと「「評評価価のの観観点点」」ととのの関関係係をを確確認認すするる。。  

 

Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

次の(1)から(3)までの項目について，持続可能な社会を構築するために実践的・体験的な学習活

動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

(2) 消費行動と意思決定 

ア 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう消費生活の現状と課題，消費行動におけ

る意思決定や契約の重要性，消費者保護の仕組みについて理解するとともに，生活情報を適

切に収集・整理できること。 

イ 自立した消費者として，生活情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動することや責

任ある消費について考察し，工夫すること。 

 

（実線）…知識及び技能に関する内容 

   （波線）…思考力，判断力，表現力等に関する内容 

 
 

②②  【【観観点点ごごととののポポイインントト】】をを踏踏ままええ，，「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる。。  

  

（１）「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の【観点ごとのポイント】 

○○「「知知識識・・技技能能」」ののポポイインントト  

・「知識」については，学習指導要領に示す「２ 内容」の「知識」に関わる事項に示された「～ 

について理解すること」「～について理解を深めること」の記述を当てはめ，それを生徒が「～

について理解している」「～について理解を深めている」かどうかの学習状況として表すこと

とする。 

・「技能」については，学習指導要領に示す「２ 内容」の「技能」に関わる事項に示された「～

の技能を身に付けること」「～情報の収集・整理ができること」の記述を当てはめ，それを生

徒が「～の技能を身に付けている」「～情報の収集・整理ができる」かどうかの学習状況とし

て表すこととする。 

○○「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」ののポポイインントト  

・「思考・判断・表現」については，教科及び科目の目標の(2)に示されている学習過程に沿って，

「課題を解決する力」が身に付いているのかを評価することとする。したがって，学習指導要

領に示す「２ 内容」の「思考力，判断力，表現力等」に関わる事項について，その文末を科

目の評価の観点の趣旨に基づき，「～について問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている」かどうかの学習状況として表すこととする。 

○○「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」ののポポイインントト  

・「主体的に学習に取り組む態度」については，学習指導要領に示す「２ 内容」に「学びに向

かう力，人間性等」に関わる事項が示されていないことから，「内容のまとまりごとの評価規

準」を作成する場合，「各教科等の評価の観点及びその趣旨」における「主体的に学習に取り

 
 

組む態度」を基に，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

・その際，教科及び科目の特質として，①粘り強さ（知識及び技能を獲得したり，思考力，判断

力，表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面），②自らの

学習の調整（①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面）に加え，③

実践しようとする態度を含めることに留意し，「様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に

向けて，～について，課題の解決に主体的に取り組んだり（①），振り返って改善したり（②）

して，地域社会に参画しようとするとともに，自分や家庭，地域の生活の充実向上を図るため

に実践しようとしている（③）」かどうかの学習状況として表すこととする。 

 

（２）学習指導要領の「２ 内容」及び「内容のまとまりごとの評価規準（例）」  

学 

習 

指 

導 

要 

領 
 

２ 
 

内 

容 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

ア 消費者の権利と責任を

自覚して行動できるよう

消費生活の現状と課題，

消費行動における意思決

定や契約の重要性，消費

者保護の仕組みについて

理解するとともに，生活

情報を適切に収集・整理

できること。 

イ 自立した消費者として，

生活情報を活用し，適切な

意思決定に基づいて行動

することや責任ある消費

について考察し，工夫する

こと。 

※内容には，学びに向かう

力，人間性等について示さ

れていないことから，該当

科目の目標(3)を参考にす

る。 

 

 

   

内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準 

例 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

消費者の権利と責任を自覚

して行動できるよう消費生

活の現状と課題，消費行動

における意思決定や契約の

重要性，消費者保護の仕組

みについて理解していると

ともに，生活情報を適切に

収集・整理できる。 

 

 

自立した消費者として，生活

情報を活用し，適切な意思決

定に基づいて行動すること

や責任ある消費について問

題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を

評価・改善し，考察したこと

を根拠に基づいて論理的に

表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよ

い社会の構築に向けて，消費

行動と意思決定について，課

題の解決に主体的に取り組

んだり，振り返って改善した

りして，地域社会に参画しよ

うとするとともに，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を

図るために実践しようとし

ている。 

※ 各学校においては，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実態を考

慮し，単元の評価規準を作成する。具体的には第３編において事例を示している。 
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単元ごとの学習評価について 

（事例） 
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第第１１章章  「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」のの考考ええ方方をを踏踏ままええたた評評価価規規準準のの作作成成 
  
１１  本本編編事事例例ににおおけけるる学学習習評評価価のの進進めめ方方ににつついいてて  

 
各教科及び科目の単元における観点別学習状況の評価を実施するに当たり，まずは年間の指導と

評価の計画を確認することが重要である。その上で，学習指導要領の目標や内容，「内容のまとまり

ごとの評価規準」の考え方等を踏まえ，以下のように進めることが考えられる。なお，複数の単元に

わたって評価を行う場合など，以下の方法によらない事例もあることに留意する必要がある。 

 

評評価価のの進進めめ方方  留留意意点点  

 

 

 

 

○ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえて作

成する。 

○ 生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえて作成する。 

 

※ 単元の目標及び評価規準の関係性（イメージ）については下図

参照 

 

  

  

  

 ○ １１，２２を踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。 

○ どのような評価資料（生徒の反応やノート，ワークシート，作

品等）を基に，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価するかを

考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）への手立て等を考えたりす

る。 

  

 ○ ３３に沿って観点別学習状況の評価を行い，生徒の学習改善や教

師の指導改善につなげる。 

 

  

 ○ 集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの

総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行う。 

 

３３  

「「指指導導とと評評価価のの計計画画」」

をを作作成成すするる  

授授業業をを行行うう  

４４  

観観点点ごごととにに総総括括すするる  

１１  

単単元元のの目目標標をを  

作作成成すするる  

  

２２  

単単元元のの評評価価規規準準をを  

作作成成すするる  

  



 
 

 

  

 
 

第第１１章章  「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」のの考考ええ方方をを踏踏ままええたた評評価価規規準準のの作作成成 
  
１１  本本編編事事例例ににおおけけるる学学習習評評価価のの進進めめ方方ににつついいてて  

 
各教科及び科目の単元における観点別学習状況の評価を実施するに当たり，まずは年間の指導と

評価の計画を確認することが重要である。その上で，学習指導要領の目標や内容，「内容のまとまり

ごとの評価規準」の考え方等を踏まえ，以下のように進めることが考えられる。なお，複数の単元に

わたって評価を行う場合など，以下の方法によらない事例もあることに留意する必要がある。 

 

評評価価のの進進めめ方方  留留意意点点  

 

 

 

 

○ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえて作

成する。 

○ 生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえて作成する。 

 

※ 単元の目標及び評価規準の関係性（イメージ）については下図

参照 

 

  

  

  

 ○ １１，２２を踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。 

○ どのような評価資料（生徒の反応やノート，ワークシート，作

品等）を基に，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価するかを

考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）への手立て等を考えたりす

る。 

  

 ○ ３３に沿って観点別学習状況の評価を行い，生徒の学習改善や教

師の指導改善につなげる。 

 

  

 ○ 集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの

総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行う。 

 

３３  

「「指指導導とと評評価価のの計計画画」」

をを作作成成すするる  

授授業業をを行行うう  

４４  

観観点点ごごととにに総総括括すするる  

１１  

単単元元のの目目標標をを  

作作成成すするる  

  

２２  

単単元元のの評評価価規規準準をを  

作作成成すするる  
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２２  単単元元のの評評価価規規準準のの作作成成ののポポイインントト  

 単元の設定に当たっては，内容ＡからＤまでの各項目及び各項目に示す指導事項との関連を見極

め，相互に有機的な関連を図り学習が展開されるように配慮する必要がある。そのため，実際の指導

に当たっては，「単元の目標」及び「単元の評価規準」を作成した上で，学習指導要領解説（以下「解

説」）の記述を参考にするなどして，「単元の評価規準」を学習活動に即して具体的にすることが必要

となる。 

 本事例編では，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえた，「単元の目標」及び「単元

の評価規準」の作成の仕方等について，事例１ 単元「成年として自立した経済生活を営むには」を 

例として示す。 
 
（１）単元の検討 

学習指導要領に基づき，解説に示された配慮事項及び各内容の特質を踏まえるとともに，効果的

な学習が展開できるよう，内容「Ａ人の一生と家族・家庭及び福祉」から「Ⅾホームプロジェクト

と学校家庭クラブ活動」までの各内容項目や指導事項の相互の関連を図ることが大切である。その

上で，指導する内容に関係する学校，地域の実態，生徒の興味・関心や学習経験を踏まえ，単元を

設定するよう配慮する。 

  

【設定した単元の例】 

 単元名 成年として自立した経済生活を営むには 

 
（２）単元の目標の設定 

単元の目標は，学習指導要領に示された科目の目標並びに単元で指導する項目及び指導事項を

踏まえて設定する。 

なお，以下に示した目標は，「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」

ア及びイと(2)「消費行動と意思決定」ア及びイの指導事項の関連を図って設定している。 

 
【単元「成年として自立した経済生活を営むには」の目標の例】 

(1) 自立した生活を営むために必要な家計の構造や生活における経済と社会との関わり，

家計管理，消費生活の現状と課題，消費行動における意思決定の重要性，消費者保護の

仕組みなどについて理解するとともに，生活情報の収集・整理が適切にできる。 

(2) 生涯を見通した生活における経済の管理や計画の重要性，自立した消費者として生活

情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費について，問題

を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善し，考察したことを論

理的に表現するなどして，課題を解決する力を身に付ける。  

(3) 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，生活における経済の管理や計画

の重要性，自立した消費者として生活情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動す

ることや責任ある消費について，課題の解決に向けて主体的に取り組んだり，振り返っ

て改善したりして，自分や家庭，地域の生活の充実向上をめざして実践しようとする。 

 
 

（３）単元の評価規準の設定 

単元の評価規準は，「内容のまとまりごとの評価規準（例）」から単元において指導する項目及び

指導事項に関係する部分を抜き出し，評価の観点ごとに整理・統合，具体化するなどして作成する。 

  以下は，単元「成年として自立した経済生活を営むには」の「単元の評価規準」であり，「Ｃ持

続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」ア及びイと(2)「消費行動と意思決定」

ア及びイの「内容のまとまりごとの評価規準(例)」を参考に設定している。 
  

【単元「成年として自立した経済生活を営むには」の評価規準の検討例】 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

内

容

の

ま

と

ま

り

ご

と

の

評

価

規

準 

）  

例 

(  

Ｃ(1)ア 

家計の構造や生活における

経済と社会との関わり，家計

管理について理解している。 

Ｃ(1)イ 

生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重要性

について問題を見いだして課

題を設定し，解決策を構想し，

実践を評価・改善し，考察し

たことを根拠に基づいて論理

的に表現するなどして課題を

解決する力を身に付けてい

る。 

様々な人々と協働し，よりよ

い社会の構築に向けて，生活

における経済の計画につい

て，課題の解決に主体的に取

り組んだり，振り返って改善

したりして，地域社会に参画

しようとするとともに，自分

や家庭，地域の生活の充実向

上を図るために実践しようと

している。 

Ｃ(2)ア 

消費者の権利と責任を自覚

して行動できるよう消費生活

の現状と課題，消費行動にお

ける意思決定や契約の重要

性，消費者保護の仕組みにつ

いて理解しているとともに，

生活情報を適切に収集・整理

できる。 

 

 

Ｃ(2)イ 

自立した消費者として，生

活情報を活用し，適切な意思

決定に基づいて行動すること

や責任ある消費について問題

を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現する

などして課題を解決する力を

身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよ

い社会の構築に向けて，消費

行動と意思決定について，課

題の解決に主体的に取り組ん

だり，振り返って改善したり

して，地域社会に参画しよう

とするとともに，自分や家庭，

地域の生活の充実向上を図る

ために実践しようとしてい

る。 

 
 

 

 

単 

元 

の 

評 

・家計の構造や生活における

経済と社会との関わり，家

計管理について理解してい

る。 

・消費者の権利と責任を自覚

して行動できるよう消費生

生涯を見通した生活における

経済の管理や計画の重要性，

自立した消費者として，生活

情報を活用し，適切な意思決

定に基づいて行動することや

責任ある消費について問題を

様々な人々と協働し，よりよ

い社会の構築に向けて，生活

における経済の管理や計画の

重要性，自立した消費者とし

て生活情報を活用し，適切な

意思決定に基づいて行動する
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２２  単単元元のの評評価価規規準準のの作作成成ののポポイインントト  

 単元の設定に当たっては，内容ＡからＤまでの各項目及び各項目に示す指導事項との関連を見極

め，相互に有機的な関連を図り学習が展開されるように配慮する必要がある。そのため，実際の指導

に当たっては，「単元の目標」及び「単元の評価規準」を作成した上で，学習指導要領解説（以下「解

説」）の記述を参考にするなどして，「単元の評価規準」を学習活動に即して具体的にすることが必要

となる。 

 本事例編では，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえた，「単元の目標」及び「単元

の評価規準」の作成の仕方等について，事例１ 単元「成年として自立した経済生活を営むには」を 

例として示す。 
 
（１）単元の検討 

学習指導要領に基づき，解説に示された配慮事項及び各内容の特質を踏まえるとともに，効果的

な学習が展開できるよう，内容「Ａ人の一生と家族・家庭及び福祉」から「Ⅾホームプロジェクト

と学校家庭クラブ活動」までの各内容項目や指導事項の相互の関連を図ることが大切である。その

上で，指導する内容に関係する学校，地域の実態，生徒の興味・関心や学習経験を踏まえ，単元を

設定するよう配慮する。 

  

【設定した単元の例】 

 単元名 成年として自立した経済生活を営むには 

 
（２）単元の目標の設定 

単元の目標は，学習指導要領に示された科目の目標並びに単元で指導する項目及び指導事項を

踏まえて設定する。 

なお，以下に示した目標は，「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」

ア及びイと(2)「消費行動と意思決定」ア及びイの指導事項の関連を図って設定している。 

 
【単元「成年として自立した経済生活を営むには」の目標の例】 

(1) 自立した生活を営むために必要な家計の構造や生活における経済と社会との関わり，

家計管理，消費生活の現状と課題，消費行動における意思決定の重要性，消費者保護の

仕組みなどについて理解するとともに，生活情報の収集・整理が適切にできる。 

(2) 生涯を見通した生活における経済の管理や計画の重要性，自立した消費者として生活

情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費について，問題

を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善し，考察したことを論

理的に表現するなどして，課題を解決する力を身に付ける。  

(3) 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，生活における経済の管理や計画

の重要性，自立した消費者として生活情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動す

ることや責任ある消費について，課題の解決に向けて主体的に取り組んだり，振り返っ

て改善したりして，自分や家庭，地域の生活の充実向上をめざして実践しようとする。 

 
 

（３）単元の評価規準の設定 

単元の評価規準は，「内容のまとまりごとの評価規準（例）」から単元において指導する項目及び

指導事項に関係する部分を抜き出し，評価の観点ごとに整理・統合，具体化するなどして作成する。 

  以下は，単元「成年として自立した経済生活を営むには」の「単元の評価規準」であり，「Ｃ持

続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」ア及びイと(2)「消費行動と意思決定」

ア及びイの「内容のまとまりごとの評価規準(例)」を参考に設定している。 
  

【単元「成年として自立した経済生活を営むには」の評価規準の検討例】 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

内

容

の

ま

と

ま

り

ご

と

の

評

価

規

準 

）  

例 

(  

Ｃ(1)ア 

家計の構造や生活における

経済と社会との関わり，家計

管理について理解している。 

Ｃ(1)イ 

生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重要性

について問題を見いだして課

題を設定し，解決策を構想し，

実践を評価・改善し，考察し

たことを根拠に基づいて論理

的に表現するなどして課題を

解決する力を身に付けてい

る。 

様々な人々と協働し，よりよ

い社会の構築に向けて，生活

における経済の計画につい

て，課題の解決に主体的に取

り組んだり，振り返って改善

したりして，地域社会に参画

しようとするとともに，自分

や家庭，地域の生活の充実向

上を図るために実践しようと

している。 

Ｃ(2)ア 

消費者の権利と責任を自覚

して行動できるよう消費生活

の現状と課題，消費行動にお

ける意思決定や契約の重要

性，消費者保護の仕組みにつ

いて理解しているとともに，

生活情報を適切に収集・整理

できる。 

 

 

Ｃ(2)イ 

自立した消費者として，生

活情報を活用し，適切な意思

決定に基づいて行動すること

や責任ある消費について問題

を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現する

などして課題を解決する力を

身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよ

い社会の構築に向けて，消費

行動と意思決定について，課

題の解決に主体的に取り組ん

だり，振り返って改善したり

して，地域社会に参画しよう

とするとともに，自分や家庭，

地域の生活の充実向上を図る

ために実践しようとしてい

る。 

 
 

 

 

単 

元 

の 

評 

・家計の構造や生活における

経済と社会との関わり，家

計管理について理解してい

る。 

・消費者の権利と責任を自覚

して行動できるよう消費生

生涯を見通した生活における

経済の管理や計画の重要性，

自立した消費者として，生活

情報を活用し，適切な意思決

定に基づいて行動することや

責任ある消費について問題を

様々な人々と協働し，よりよ

い社会の構築に向けて，生活

における経済の管理や計画の

重要性，自立した消費者とし

て生活情報を活用し，適切な

意思決定に基づいて行動する
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価 

規 

準 

活の現状と課題，消費行動

における意思決定や契約の

重要性，消費者保護の仕組

みについて理解するととも

に，生活情報を適切に収集・

整理できる。 

見いだして課題を設定し，解

決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現する

などして課題を解決する力を

身に付けている。 

ことについて， 課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り

返って改善したりして，自分

や家庭，地域の生活の充実向

上を図るために実践しようと

している。 
  

（４）単元の評価規準の学習活動に即した具体化の検討 

①「内容のまとまりごとの評価規準（例）」の具体化の検討 

家庭科の各科目の授業において評価を行う際には，学習指導要領における各内容の各項目及び

指導事項を，学習活動に即して具体化する必要がある。 

そこで，「単元の評価規準」の基となっている「内容のまとまりごとの評価規準（例）」を，次の

ポイントに留意して具体化する。 

 

【「『内容のまとまりごとの評価規準（例）』を具体化した例」を作成する際のポイント】 

（１）知識・技能 

・「知識」については，内容のまとまりごとの評価規準の作成において述べたように，その文末

を，「～について理解している」，「～について理解を深めている」として，評価規準を作成す

る。 

・「技能」については，内容のまとまりごとの評価規準の作成において述べたように，その文末

を，「～を身に付けている」，「…情報の収集・整理ができる」として，評価規準を作成する。  
  
（２）思考・判断・表現 

・「思考・判断・表現」については，内容のまとまりごとの評価規準の作成において述べたよう

に，教科及び科目の目標の(2)に示されている学習過程に沿って，各単元において，次に示す

四つの評価規準を設定し，評価することが考えられる。ただし，これらの評価規準は，各単元

の構成に応じて適切に位置付けることに留意することが必要である。 

・具体的には，①家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだし，解決すべき課題を

設定する力については，その文末を「～について問題を見いだして課題を設定している」，②

解決の見通しをもって計画を立てる際，生活課題について多角的に捉え，解決方法を検討し，

計画，立案する力については，その文末を「～について（実践に向けた計画を）考え，工夫し

ている」，③課題の解決に向けて実践した結果を評価・改善する力については，その文末を「～

について，実践を評価したり，改善したりしている」，④計画や実践について評価・改善する

際に，考察したことを根拠に基づいて論理的に表現する力については，その文末を「～につい

ての課題解決に向けた一連の活動について，考察したことを根拠に基づいて論理的に表現し

ている」として，評価規準を設定することができる。 

  
  

 
 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

・「主体的に学習に取り組む態度」については，「思考・判断・表現」と同様に，基本的には，内

容のまとまりごとの評価規準の作成において述べたように，各単元の学習過程において三つ

の側面から評価規準を設定し，評価することが考えられる。ただし，これらの評価規準は，各

単元の構成に応じて適切に位置付けることに留意することが必要である。 

・具体的には，①粘り強さについては，その文末を「～について，課題の解決に主体的に取り組

もうとしている」，②自らの学習の調整については，その文末を「～について，課題解決に向

けた一連の活動を振り返って改善しようとしている」，③実践しようとする態度については，

その文末を「～について（地域社会に参画しようとするとともに），自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践しようとしている」として，評価規準を設定することができる。  
上記作成する際のポイントにしたがって，「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における

経済の計画」の「『内容のまとまりごとの評価規準（例）』を具体化した例」を示す。 

 

【「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」】 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準
（
例
）
を
具
体
化
し
た
例 

・家計の構造や生活における

経済と社会との関わり，家

計管理について理解して

いる。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性について問題を見い

だして課題を設定してい

る。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性について考え，工夫し

ている。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性について，実践を評価

したり，改善したりしてい

る。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性についての課題解決

に向けた一連の活動につ

いて，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現

している。 

・様々な人々と協働し，より

よい社会の構築に向けて，

生活における経済の計画

について，課題の解決に主

体的に取り組もうとして

いる。 

・様々な人々と協働し，より

よい社会の構築に向けて，

生活における経済の計画

について，課題解決に向け

た一連の活動を振り返っ

て改善しようとしている。 

・様々な人々と協働し，より

よい社会の構築に向けて，

地域社会に参画しようと

するとともに，生活におけ

る経済の計画について，自

分や家庭，地域の生活の充

実向上を図るために実践

しようとしている。 
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価 

規 

準 

活の現状と課題，消費行動

における意思決定や契約の

重要性，消費者保護の仕組

みについて理解するととも

に，生活情報を適切に収集・

整理できる。 

見いだして課題を設定し，解

決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現する

などして課題を解決する力を

身に付けている。 

ことについて， 課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り

返って改善したりして，自分

や家庭，地域の生活の充実向

上を図るために実践しようと

している。 
  

（４）単元の評価規準の学習活動に即した具体化の検討 

①「内容のまとまりごとの評価規準（例）」の具体化の検討 

家庭科の各科目の授業において評価を行う際には，学習指導要領における各内容の各項目及び

指導事項を，学習活動に即して具体化する必要がある。 

そこで，「単元の評価規準」の基となっている「内容のまとまりごとの評価規準（例）」を，次の

ポイントに留意して具体化する。 

 

【「『内容のまとまりごとの評価規準（例）』を具体化した例」を作成する際のポイント】 

（１）知識・技能 

・「知識」については，内容のまとまりごとの評価規準の作成において述べたように，その文末

を，「～について理解している」，「～について理解を深めている」として，評価規準を作成す

る。 

・「技能」については，内容のまとまりごとの評価規準の作成において述べたように，その文末

を，「～を身に付けている」，「…情報の収集・整理ができる」として，評価規準を作成する。  
  
（２）思考・判断・表現 

・「思考・判断・表現」については，内容のまとまりごとの評価規準の作成において述べたよう

に，教科及び科目の目標の(2)に示されている学習過程に沿って，各単元において，次に示す

四つの評価規準を設定し，評価することが考えられる。ただし，これらの評価規準は，各単元

の構成に応じて適切に位置付けることに留意することが必要である。 

・具体的には，①家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだし，解決すべき課題を

設定する力については，その文末を「～について問題を見いだして課題を設定している」，②

解決の見通しをもって計画を立てる際，生活課題について多角的に捉え，解決方法を検討し，

計画，立案する力については，その文末を「～について（実践に向けた計画を）考え，工夫し

ている」，③課題の解決に向けて実践した結果を評価・改善する力については，その文末を「～

について，実践を評価したり，改善したりしている」，④計画や実践について評価・改善する

際に，考察したことを根拠に基づいて論理的に表現する力については，その文末を「～につい

ての課題解決に向けた一連の活動について，考察したことを根拠に基づいて論理的に表現し

ている」として，評価規準を設定することができる。 

  
  

 
 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

・「主体的に学習に取り組む態度」については，「思考・判断・表現」と同様に，基本的には，内

容のまとまりごとの評価規準の作成において述べたように，各単元の学習過程において三つ

の側面から評価規準を設定し，評価することが考えられる。ただし，これらの評価規準は，各

単元の構成に応じて適切に位置付けることに留意することが必要である。 

・具体的には，①粘り強さについては，その文末を「～について，課題の解決に主体的に取り組

もうとしている」，②自らの学習の調整については，その文末を「～について，課題解決に向

けた一連の活動を振り返って改善しようとしている」，③実践しようとする態度については，

その文末を「～について（地域社会に参画しようとするとともに），自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践しようとしている」として，評価規準を設定することができる。  
上記作成する際のポイントにしたがって，「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における

経済の計画」の「『内容のまとまりごとの評価規準（例）』を具体化した例」を示す。 

 

【「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」】 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準
（
例
）
を
具
体
化
し
た
例 

・家計の構造や生活における

経済と社会との関わり，家

計管理について理解して

いる。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性について問題を見い

だして課題を設定してい

る。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性について考え，工夫し

ている。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性について，実践を評価

したり，改善したりしてい

る。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性についての課題解決

に向けた一連の活動につ

いて，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現

している。 

・様々な人々と協働し，より

よい社会の構築に向けて，

生活における経済の計画

について，課題の解決に主

体的に取り組もうとして

いる。 

・様々な人々と協働し，より

よい社会の構築に向けて，

生活における経済の計画

について，課題解決に向け

た一連の活動を振り返っ

て改善しようとしている。 

・様々な人々と協働し，より

よい社会の構築に向けて，

地域社会に参画しようと

するとともに，生活におけ

る経済の計画について，自

分や家庭，地域の生活の充

実向上を図るために実践

しようとしている。 
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② 単元の評価規準を学習活動に即して具体化 

上記に示した「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」の「『内容のま

とまりごとの評価規準（例）』を具体化した例」を基に，解説における記述等を参考に学習活動に

即して，具体的な評価規準を設定する。以下は，事例１ 単元「成年として自立した経済生活を営

むには」を例に示したものである。 

これらを設定することにより，目標に照らして生徒の学習状況を把握することができる。 

 知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に取り組む 

態度 

単
元
「
成
年
と
し
て
自
立
し
た
経
済
生
活
を
営
む
に
は
」
の
評
価
規
準 

・契約するときの注意点，契

約における未成年と成年

の法律上責任の違いにつ

いて理解している。 

・クーリング・オフ制度の他，

契約がキャンセルできる

場合を理解している。 

・給料の仕組み，家計の構造

(可処分所得，非消費支出)

について理解している。 

・多様な契約の仕組みや使い

方を理解している。 

・国民生活センターや消費生

活センターのホームペー

ジから，財やサービスに関

する正確な情報，被害防止

策についての情報を適切

に収集・整理できる。 

・消費者の権利と責任につい

て理解している。 

 

 

 

 

  

・生活における経済の管理や

計画の重要性，自立した消

費者として，適切な意思決

定に基づいて行動するこ

となどについて，問題を見

いだして課題を設定して

いる。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性について，ライフステ

ージと関連付けて，課題解

決に向けて考え，工夫して

いる。 

・自立した消費者として，生

活情報を活用し，適切な意

思決定に基づいて行動す

ることについて問題を見

いだして課題を設定し，課

題解決に向けて考え，工夫

している。 

・自立した消費者として，生

活情報を活用し，適切な意

思決定に基づいて行動す

ることについて，実践を評

価したり，改善したりして

いる。 

・自立した消費生活を営むた

めに，家計の管理や計画，

適切な意思決定に基づい

て行動することなどにつ

いての課題解決に向けた

一連の活動について，考察

したことを論理的に表現

している。 

・自らの消費行動における意

思決定や契約の重要性に

ついて，課題の解決に主体

的に取り組もうとしてい

る。 

・生涯を見通した経済の管理

や計画の重要性について，

課題の解決に主体的に取

り組もうとしている。 

・キャッシュレス化の進行に

よる家計管理や計画の重

要性について，課題解決に

主体的に取り組み，解決に

向けた一連の活動を振り

返って改善しようとよう

としている。 

・消費行動における意思決定

や契約の重要性について，

課題解決に向けた一連の

活動を振り返って改善し

ようとしている。 

・自立した消費者として消費

者の権利と責任や消費者

問題に関心をもち，適切な

意思決定に基づいて行動

することについて，課題の

解決に主体的に取り組ん

だり，振り返って改善した

りして，自分や家庭，地域

の生活の充実向上に向け

て実践しようとしている。 

    

 
 

第第２２章章  学学習習評評価価にに関関すするる事事例例ににつついいてて  

 

１１  事事例例のの特特徴徴  

第１編第１章２（４）で述べた学習評価の改善の基本的な方向性を踏まえつつ，平成 30 年に改

訂された高等学校学習指導要領の趣旨・内容の徹底に資する評価の事例を示すことができるよう，

本参考資料における事例は，原則として以下のような方針を踏まえたものとしている。 
 
○ 単元に応じた評価規準の設定から評価の総括までとともに，生徒の学習改善及び教師の指導

改善までの一連の流れを示している 

本参考資料で提示する事例は，単元の評価規準の設定から評価の総括までとともに，評価結果

を生徒の学習改善や教師の指導改善に生かすまでの一連の学習評価の流れを念頭においたもの

である。なお，観点別の学習状況の評価については，「おおむね満足できる」状況，「十分満足で

きる」状況，「努力を要する」状況と判断した生徒の具体的な状況の例などを示している。「十分

満足できる」状況という評価になるのは，生徒が実現している学習の状況が質的な高まりや深ま

りをもっていると判断されるときである。 

 

○ 観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について示している 

報告や改善等通知では，学習評価については，日々の授業の中で生徒の学習状況を適宜把握し

て指導の改善に生かすことに重点を置くことが重要であり，観点別の学習状況についての評価

は，毎回の授業ではなく原則として単元や題材など内容や時間のまとまりごとに，それぞれの実

現状況を把握できる段階で行うなど，その場面を精選することが重要であることが示された。こ

のため，観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について，「指導と評価の計画」

の中で，具体的に示している。 

 

○ 評価方法の工夫を示している 

生徒の反応やノート，ワークシート，作品等の評価資料をどのように活用したかなど，評価

方法の多様な工夫について示している。 
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② 単元の評価規準を学習活動に即して具体化 

上記に示した「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」の「『内容のま

とまりごとの評価規準（例）』を具体化した例」を基に，解説における記述等を参考に学習活動に

即して，具体的な評価規準を設定する。以下は，事例１ 単元「成年として自立した経済生活を営

むには」を例に示したものである。 

これらを設定することにより，目標に照らして生徒の学習状況を把握することができる。 

 知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に取り組む 

態度 

単
元
「
成
年
と
し
て
自
立
し
た
経
済
生
活
を
営
む
に
は
」
の
評
価
規
準 

・契約するときの注意点，契

約における未成年と成年

の法律上責任の違いにつ

いて理解している。 

・クーリング・オフ制度の他，

契約がキャンセルできる

場合を理解している。 

・給料の仕組み，家計の構造

(可処分所得，非消費支出)

について理解している。 

・多様な契約の仕組みや使い

方を理解している。 

・国民生活センターや消費生

活センターのホームペー

ジから，財やサービスに関

する正確な情報，被害防止

策についての情報を適切

に収集・整理できる。 

・消費者の権利と責任につい

て理解している。 

 

 

 

 

  

・生活における経済の管理や

計画の重要性，自立した消

費者として，適切な意思決

定に基づいて行動するこ

となどについて，問題を見

いだして課題を設定して

いる。 

・生涯を見通した生活におけ

る経済の管理や計画の重

要性について，ライフステ

ージと関連付けて，課題解

決に向けて考え，工夫して

いる。 

・自立した消費者として，生

活情報を活用し，適切な意

思決定に基づいて行動す

ることについて問題を見

いだして課題を設定し，課

題解決に向けて考え，工夫

している。 

・自立した消費者として，生

活情報を活用し，適切な意

思決定に基づいて行動す

ることについて，実践を評

価したり，改善したりして

いる。 

・自立した消費生活を営むた

めに，家計の管理や計画，

適切な意思決定に基づい

て行動することなどにつ

いての課題解決に向けた

一連の活動について，考察

したことを論理的に表現

している。 

・自らの消費行動における意

思決定や契約の重要性に

ついて，課題の解決に主体

的に取り組もうとしてい

る。 

・生涯を見通した経済の管理

や計画の重要性について，

課題の解決に主体的に取

り組もうとしている。 

・キャッシュレス化の進行に

よる家計管理や計画の重

要性について，課題解決に

主体的に取り組み，解決に

向けた一連の活動を振り

返って改善しようとよう

としている。 

・消費行動における意思決定

や契約の重要性について，

課題解決に向けた一連の

活動を振り返って改善し

ようとしている。 

・自立した消費者として消費

者の権利と責任や消費者

問題に関心をもち，適切な

意思決定に基づいて行動

することについて，課題の

解決に主体的に取り組ん

だり，振り返って改善した

りして，自分や家庭，地域

の生活の充実向上に向け

て実践しようとしている。 

    

 
 

第第２２章章  学学習習評評価価にに関関すするる事事例例ににつついいてて  

 

１１  事事例例のの特特徴徴  

第１編第１章２（４）で述べた学習評価の改善の基本的な方向性を踏まえつつ，平成 30 年に改

訂された高等学校学習指導要領の趣旨・内容の徹底に資する評価の事例を示すことができるよう，

本参考資料における事例は，原則として以下のような方針を踏まえたものとしている。 
 
○ 単元に応じた評価規準の設定から評価の総括までとともに，生徒の学習改善及び教師の指導

改善までの一連の流れを示している 

本参考資料で提示する事例は，単元の評価規準の設定から評価の総括までとともに，評価結果

を生徒の学習改善や教師の指導改善に生かすまでの一連の学習評価の流れを念頭においたもの

である。なお，観点別の学習状況の評価については，「おおむね満足できる」状況，「十分満足で

きる」状況，「努力を要する」状況と判断した生徒の具体的な状況の例などを示している。「十分

満足できる」状況という評価になるのは，生徒が実現している学習の状況が質的な高まりや深ま

りをもっていると判断されるときである。 

 

○ 観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について示している 

報告や改善等通知では，学習評価については，日々の授業の中で生徒の学習状況を適宜把握し

て指導の改善に生かすことに重点を置くことが重要であり，観点別の学習状況についての評価

は，毎回の授業ではなく原則として単元や題材など内容や時間のまとまりごとに，それぞれの実

現状況を把握できる段階で行うなど，その場面を精選することが重要であることが示された。こ

のため，観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について，「指導と評価の計画」

の中で，具体的に示している。 

 

○ 評価方法の工夫を示している 

生徒の反応やノート，ワークシート，作品等の評価資料をどのように活用したかなど，評価

方法の多様な工夫について示している。 
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２２  各各事事例例概概要要一一覧覧とと事事例例  

 

事例１ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで 

「成年として自立した経済生活を営むには」 

本事例は，「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」ア及びイと(2)「消

費行動と意思決定」ア及びイとの関連を図った単元である。成年として，健康・快適・安全かつ持続

可能な自立した消費生活を営むための【単元全体を貫く課題】を設定するとともに，「家計管理」，「キ

ャッシュレス決済の仕組み，使い方」，「若年者によくある消費者被害」の三つの課題を設定して，一

連の問題解決的な学習過程を繰り返す。単元の指導と評価の計画を示すとともに，多様な評価方法，

観点ごとの配慮事項，観点別評価の総括の考え方などについて示している。 

 

事例２ キーワード 「思考・判断・表現」 の評価 

「生涯を見通して，自分らしい人生をつくる」 

本事例は，「Ａ人の一生と家族・家庭及び福祉」の(1)「生涯の生活設計」のア及びイと(2)「青年

期の自立と家族・家庭」のア及びイの関連を図った事例である。生涯を見通し，自立した生活を営む

ために【単元全体を貫く課題】を設定するとともに，様々な生活課題に対応して適切に意思決定を繰

り返しながら生活設計を作成する学習過程における「思考・判断・表現」の評価方法や評価の時期に

ついて示している。 

 
事例３ キーワード 「知識・技能」「主体的に学習に取り組む態度」の評価， 

「Ｃ持続可能な消費生活・環境（３）持続可能なライフスタイルと環境」との

関連 

「食生活と健康」 

本事例は，「Ｂ衣食住の生活の自立と設計」の(1)「食生活と健康」のア及びイとの関連を図った事

例である。また，平成 30 年改訂学習指導要領において，日本の生活文化の継承・創造等に関する内

容の充実が図られていることから，「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(3)「持続可能なライフスタイ

ルと環境」に関連する内容も位置付けている。【単元全体を貫く課題】を設定するとともに，持続可

能かつ，健康で環境に配慮したよりよい食生活を実現するための五つの課題を設定して，解決に向け

て取り組む一連の学習過程における「知識・技能」及び「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法

や評価の時期について示している。 

 
事例４ キーワード 「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

「ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動」 

本事例は，「Ⅾホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動」のア及びイとの関連を図った事例であ

る。自己の家庭生活や中から課題を見いだし，課題解決を目指して主体的に計画を立てて実践する問

題解決的な学習過程における「思考・判断・表現」及び「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法

や評価の時期について示している。 

   

家庭科  事例１（家庭基礎） 

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで 

 

単元名  内容のまとまり 

成年として自立した経済生活を営むには 
 
 

Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

(1) 生活における経済の計画 

(2) 消費行動と意思決定  

 この単元は，「Ｃ 持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」ア及びイと(2)

「消費行動と意思決定」ア及びイとの関連を図っている。単元のはじめに，改正民法の施行により，

（令和４年４月１日から）18 歳成年となることを踏まえて，成年となると何が変わるのかを理解す

るとともに，自分の生活を想起して財やサービスの購入や消費行動の課題を設定し，「生活における

経済の計画」や「消費行動と意思決定」に関わる知識及び技能を身に付け，課題を解決する力を養い，

自立した消費者として適切な意思決定に基づいた責任のある消費行動を工夫し創造しようとする実

践的な態度を育成することをねらいとしている。 

本事例は，「指導と評価の計画から評価の総括まで」について具体的に示している。 

 
１ 単元の目標  

(1) 自立した生活を営むために必要な家計の構造や生活における経済と社会との関わり，家計管

理，消費生活の現状と課題，消費行動における意思決定の重要性，消費者保護の仕組みなどにつ

いて理解するとともに，生活情報の収集・整理が適切にできる。 

(2) 生涯を見通した生活における経済の管理や計画の重要性，自立した消費者として生活情報を

活用し，適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費について，問題を見いだして課

題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善し，考察したことを論理的に表現するなどして，

課題を解決する力を身に付ける。  

(3) 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，生活における経済の管理や計画の重要

性，自立した消費者として生活情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動することについて，

課題の解決に向けて主体的に取り組んだり，振り返って改善したりして，自分や家庭，地域の生

活の充実向上を図るために実践しようとする。 

 
２ 単元の評価規準  

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・家計の構造や生活における経
済と社会との関わり，家計管理
について理解している。 

・消費者の権利と責任を自覚し
て行動できるよう消費生活の
現状と課題，消費行動における
意思決定や契約の重要性，消費
者保護の仕組みについて理解
するとともに，生活情報を適切
に収集・整理できる。 

生涯を見通した生活における経
済の管理や計画の重要性，自立
した消費者として，生活情報を
活用し，適切な意思決定に基づ
いて行動することや責任ある消
費について問題を見いだして課
題を設定し，解決策を構想し，実
践を評価・改善し，考察したこと
を根拠に基づいて論理的に表現
するなどして課題を解決する力
を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい
社会の構築に向けて，生活にお
ける経済の管理や計画の重要
性，自立した消費者として生活
情報を活用し，適切な意思決定
に基づいて行動することについ
て，課題の解決に主体的に取り
組んだり，振り返って改善した
りして，自分や家庭，地域の生活
の充実向上を図るために実践し
ようとしている。 
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２２  各各事事例例概概要要一一覧覧とと事事例例  

 

事例１ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで 

「成年として自立した経済生活を営むには」 

本事例は，「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」ア及びイと(2)「消

費行動と意思決定」ア及びイとの関連を図った単元である。成年として，健康・快適・安全かつ持続

可能な自立した消費生活を営むための【単元全体を貫く課題】を設定するとともに，「家計管理」，「キ

ャッシュレス決済の仕組み，使い方」，「若年者によくある消費者被害」の三つの課題を設定して，一

連の問題解決的な学習過程を繰り返す。単元の指導と評価の計画を示すとともに，多様な評価方法，

観点ごとの配慮事項，観点別評価の総括の考え方などについて示している。 

 

事例２ キーワード 「思考・判断・表現」 の評価 

「生涯を見通して，自分らしい人生をつくる」 

本事例は，「Ａ人の一生と家族・家庭及び福祉」の(1)「生涯の生活設計」のア及びイと(2)「青年

期の自立と家族・家庭」のア及びイの関連を図った事例である。生涯を見通し，自立した生活を営む

ために【単元全体を貫く課題】を設定するとともに，様々な生活課題に対応して適切に意思決定を繰

り返しながら生活設計を作成する学習過程における「思考・判断・表現」の評価方法や評価の時期に

ついて示している。 

 
事例３ キーワード 「知識・技能」「主体的に学習に取り組む態度」の評価， 

「Ｃ持続可能な消費生活・環境（３）持続可能なライフスタイルと環境」との

関連 

「食生活と健康」 

本事例は，「Ｂ衣食住の生活の自立と設計」の(1)「食生活と健康」のア及びイとの関連を図った事

例である。また，平成 30 年改訂学習指導要領において，日本の生活文化の継承・創造等に関する内

容の充実が図られていることから，「Ｃ持続可能な消費生活・環境」の(3)「持続可能なライフスタイ

ルと環境」に関連する内容も位置付けている。【単元全体を貫く課題】を設定するとともに，持続可

能かつ，健康で環境に配慮したよりよい食生活を実現するための五つの課題を設定して，解決に向け

て取り組む一連の学習過程における「知識・技能」及び「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法

や評価の時期について示している。 

 
事例４ キーワード 「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の評価 

「ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動」 

本事例は，「Ⅾホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動」のア及びイとの関連を図った事例であ

る。自己の家庭生活や中から課題を見いだし，課題解決を目指して主体的に計画を立てて実践する問

題解決的な学習過程における「思考・判断・表現」及び「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法

や評価の時期について示している。 

   

家庭科  事例１（家庭基礎） 

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで 

 

単元名  内容のまとまり 

成年として自立した経済生活を営むには 
 
 

Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

(1) 生活における経済の計画 

(2) 消費行動と意思決定  

 この単元は，「Ｃ 持続可能な消費生活・環境」の(1)「生活における経済の計画」ア及びイと(2)

「消費行動と意思決定」ア及びイとの関連を図っている。単元のはじめに，改正民法の施行により，

（令和４年４月１日から）18 歳成年となることを踏まえて，成年となると何が変わるのかを理解す

るとともに，自分の生活を想起して財やサービスの購入や消費行動の課題を設定し，「生活における

経済の計画」や「消費行動と意思決定」に関わる知識及び技能を身に付け，課題を解決する力を養い，

自立した消費者として適切な意思決定に基づいた責任のある消費行動を工夫し創造しようとする実

践的な態度を育成することをねらいとしている。 

本事例は，「指導と評価の計画から評価の総括まで」について具体的に示している。 

 
１ 単元の目標  

(1) 自立した生活を営むために必要な家計の構造や生活における経済と社会との関わり，家計管

理，消費生活の現状と課題，消費行動における意思決定の重要性，消費者保護の仕組みなどにつ

いて理解するとともに，生活情報の収集・整理が適切にできる。 

(2) 生涯を見通した生活における経済の管理や計画の重要性，自立した消費者として生活情報を

活用し，適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費について，問題を見いだして課

題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善し，考察したことを論理的に表現するなどして，

課題を解決する力を身に付ける。  

(3) 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，生活における経済の管理や計画の重要

性，自立した消費者として生活情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動することについて，

課題の解決に向けて主体的に取り組んだり，振り返って改善したりして，自分や家庭，地域の生

活の充実向上を図るために実践しようとする。 

 
２ 単元の評価規準  

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・家計の構造や生活における経
済と社会との関わり，家計管理
について理解している。 

・消費者の権利と責任を自覚し
て行動できるよう消費生活の
現状と課題，消費行動における
意思決定や契約の重要性，消費
者保護の仕組みについて理解
するとともに，生活情報を適切
に収集・整理できる。 

生涯を見通した生活における経
済の管理や計画の重要性，自立
した消費者として，生活情報を
活用し，適切な意思決定に基づ
いて行動することや責任ある消
費について問題を見いだして課
題を設定し，解決策を構想し，実
践を評価・改善し，考察したこと
を根拠に基づいて論理的に表現
するなどして課題を解決する力
を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい
社会の構築に向けて，生活にお
ける経済の管理や計画の重要
性，自立した消費者として生活
情報を活用し，適切な意思決定
に基づいて行動することについ
て，課題の解決に主体的に取り
組んだり，振り返って改善した
りして，自分や家庭，地域の生活
の充実向上を図るために実践し
ようとしている。 
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３ 指導と評価の計画（10 時間） 

時
間 

ねらい・学習活動 重
点

※
１ 

記
録

※
２ 備考（・は評価規準，＊は指導上の留意点を示す） 

１ 

 
 
 
 
 
・成年(18 歳)に達すると何ができる
ようになるのか，生活事象全般に
どのような変化が生じるのかにつ
いて話し合い，自立した消費者に
なるための消費生活の課題を設定
して学習の見通しをもつ。 

 
 
 
 
 
 
 
・振り返りシート(１枚ポートフォリ
オ)に「学習のまとめ」と「今日の振
り返り」を記入する。〔例３〕 
 

 
 
 
 
 
思 
① 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
・生活における経済の管理や計画の重要性，自立した
消費者として，適切な意思決定に基づいて行動する
ことなどについて，問題を見いだして課題を設定し
ている。                        ワークシート  

＊様々な生活事象を例示し，何ができるようになるの
か，変わらないものは何か，それはなぜかを問い掛
け，成年とみなされる年齢が迫っていることを自覚
させる。 

＊意思決定の力を鍛えるための単単元元全全体体をを貫貫くく課課題題
を明示する。 

＊授業終了時に振り返りのテーマに沿って「学習のま
とめと振り返り」を記入させ，「指導に生かす評価」
として用いる。 

 
 
 

２ 

 
 
 

・売買契約をはじめとする様々な契
約の事例から，契約の成立条件，契
約における権利と義務について整
理する。 

・セミナー商法の消費者トラブル事
例の背景や問題点を話し合い，未
成年と成年の法律上の責任の違い
についてまとめる。 

・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

知 
① 
 
 
 
 
 
 
態
① 

 
 
 

(★) 

 
 
 

・契約するときの注意点，契約における未成年と成年
の法律上の責任の違いについて理解している。    

ワークシート，（定期考査※３） 
＊高校生にとって身近な消費場面を示し，自分の消費
行動と結び付けて考え，理解できるようにする。 

 
 
 
・自らの消費行動における意思決定や契約の重要性に
ついて，課題の解決に主体的に取り組もうとしてい
る。        振り返りシート，行動観察  

 
 
 

３ 

 
 
 

・若者に多い契約トラブルの現状と
課題，クーリング・オフの条件と手
段，安全で豊かな消費生活を送る
ための法制度についてまとめる。 

 
・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

知 
② 
 
 
 
態
① 

 
 
 

(★) 

 
 
 

・クーリング・オフ制度の他，契約がキャンセルでき
る場合を理解している。  

        ワークシート，（定期考査〔例１〕）  
＊消費者被害の未然防止の重要性や具体的な救済方
法について理解できるようにする。 

・自らの消費行動における意思決定や契約の重要性に
ついて，課題の解決に主体的に取り組もうとしてい
る。         振り返りシート，行動観察  

 
 
 

1188 歳歳でで大大人人??――大大人人ととししてて自自立立ししたた消消費費者者ととはは――  
【ねらい】自立した消費者をめざして自分の消費生活について問題を見いだし，課題を設定すること

ができる。 

契契約約でで成成りり立立つつ消消費費生生活活  
【ねらい】消費行動における意思決定や契約の重要性について理解することができる。 

【単元全体を貫く課題】 
成年として，健康・快適・安全かつ持続可能な
自立した消費生活を営むためには，何がどのよ
うにできるようになればよいのだろうか。 

契契約約をを解解除除ででききるる条条件件  
【ねらい】消費者保護の仕組みを理解することができる。 

振り返りのテーマ 
成年になるとどのような責任が生じるか考えよ
う。 

振り返りのテーマ 
契約では，どのようなところにトラブルが生じる

のか考えてみよう。 

振り返りのテーマ 

ネットショッピングをする時の注意点を考えよ

う。 

   

４ 
・ 
５ 

 
 
 
 

・20代の給与明細と１か月に使う生活
費のおよその平均額を比較・分析し，
家計の構造，税金や社会保障制度と
の関わりについてまとめる。 

 
 
 
 

知 
③ 

 
 
 
 

(★) 

 
 
 
 

・給料の仕組み，家計の構造(可処分所得，非消費支
出)について理解している。        

ワークシート，（定期考査）  

・１か月の家計をシミュレーション
し，自由に使えるお金には限りが
あること，ライフイベントや不測
の事態に備えた生涯を見通した家
計管理の重要性に気付く。 

 
 
 
 
 
・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 

思 
② 
 
 
 
 
 
 
 
 
態
② 

〇 ・生涯を見通した生活における経済の管理や計画の重
要性について，ライフステージと関連付けて，課題
の解決に向けて考え，工夫している。 

ワークシート  
＊健康・快適・安全な生活を維持・継続するためには
一定の支出が伴うことや家計管理において持続可
能性とのバランスをどのようにとることが望まし
いのかを考えるためには，各自がどのような生き方
やライフスタイルを選択するのかを考えて行動・実
践することが重要であることに気付かせる。 

・生涯を見通した経済の管理や計画の重要性につい
て，課題の解決に主体的に取り組もうとしている。 

振り返りシート，行動観察  
 
 

６ 
・ 
７ 

 
 
 
 

・ロールプレイを通して，多様な契約
の仕組みや使い方を理解する。 

 
 
 
 

知 
④ 

 
 
 
 

(★) 

 
 
 
 

・多様な契約の仕組みや使い方を理解している。 
            ワークシート，（定期考査）  
＊返済不能になると将来にも影響する場合があるこ
とを認識させる。 

・様々なキャッシュレス決済のメリ
ット・デメリットを書き出し，キャ
ッシュレス決済のトラブルとその
原因を考える。 

・キャッシュレス決済のトラブルに
ついて，消費者市民としての行動
を考える。 

・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 
 

思 
③ 
 
 
 
 
 
態
③ 

(★) ・自立した消費者として，生活情報を活用し，適切な
意思決定に基づいて行動することについて問題を
見いだして課題を設定し，課題の解決に向けて考
え，工夫している。               （定期考査）  

＊キャッシュレス決済について，合理的な使い方を考
えさせる。 

 
・キャッシュレス化の進行による家計管理や計画の重
要性について，課題の解決に主体的に取り組み，解
決に向けた一連の活動を振り返って改善しようと
している。      振り返りシート，行動観察  

 
 
 
 

８ 
・ 
９ 

 
 
 
 
 
 
・各グループが担当する消費者被害
の事例について，消費者行政のホ
ームページにアクセスして情報を
収集し，そのような事態が発生し
た原因や背景を分析する。 

 

 
 
 
 
 
 
知 
⑤ 
 
 
知 
⑥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(★) 

 
 
 
 
 
 
・国民生活センターや消費生活センターのホームペー
ジから，財やサービスに関する正確な情報，被害防
止策についての情報を適切に収集・整理している。 

              ワークシート  
・消費者の権利と責任について理解している。 
         ワークシート，（定期考査〔例１〕） 

家家計計ととそそのの特特徴徴，，家家計計管管理理 課題１ 
【ねらい】家計の構造，家計管理について理解し，ライフステージと関連付けた経済計画を考えるこ

とができる。 

振り返りのテーマ 
ライフイベントにおいて，どれくらいの出費が必
要なのかを知り，それに備えた計画を考えよう。 

若若年年者者にによよくくああるる消消費費者者被被害害 課題３ 
【ねらい】若年者に多い消費者被害について，トラブルが起こる背景や問題点，消費行動における意

思決定の重要性について消費者の権利と責任と関連付けて理解し，トラブルの対応策につ

いて考えることができる。 

キキャャッッシシュュレレスス決決済済のの仕仕組組みみ，，使使いい方方 課題２ 
【ねらい】キャッシュレス決済の特徴やクレジットカードの仕組みなど多様な契約について理解し，

計画性のある使い方・合理的な使い方を考えることができる。 

振り返りのテーマ 
自分や周囲の人が，キャッシュレス決済のトラブ
ルに遭わないための心がけや行動を考えよう。 
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３ 指導と評価の計画（10 時間） 

時
間 

ねらい・学習活動 重
点

※
１ 

記
録

※
２ 備考（・は評価規準，＊は指導上の留意点を示す） 

１ 

 
 
 
 
 
・成年(18 歳)に達すると何ができる
ようになるのか，生活事象全般に
どのような変化が生じるのかにつ
いて話し合い，自立した消費者に
なるための消費生活の課題を設定
して学習の見通しをもつ。 

 
 
 
 
 
 
 
・振り返りシート(１枚ポートフォリ
オ)に「学習のまとめ」と「今日の振
り返り」を記入する。〔例３〕 
 

 
 
 
 
 
思 
① 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
・生活における経済の管理や計画の重要性，自立した
消費者として，適切な意思決定に基づいて行動する
ことなどについて，問題を見いだして課題を設定し
ている。                        ワークシート  

＊様々な生活事象を例示し，何ができるようになるの
か，変わらないものは何か，それはなぜかを問い掛
け，成年とみなされる年齢が迫っていることを自覚
させる。 

＊意思決定の力を鍛えるための単単元元全全体体をを貫貫くく課課題題
を明示する。 

＊授業終了時に振り返りのテーマに沿って「学習のま
とめと振り返り」を記入させ，「指導に生かす評価」
として用いる。 

 
 
 

２ 

 
 
 

・売買契約をはじめとする様々な契
約の事例から，契約の成立条件，契
約における権利と義務について整
理する。 

・セミナー商法の消費者トラブル事
例の背景や問題点を話し合い，未
成年と成年の法律上の責任の違い
についてまとめる。 

・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

知 
① 
 
 
 
 
 
 
態
① 

 
 
 

(★) 

 
 
 

・契約するときの注意点，契約における未成年と成年
の法律上の責任の違いについて理解している。    

ワークシート，（定期考査※３） 
＊高校生にとって身近な消費場面を示し，自分の消費
行動と結び付けて考え，理解できるようにする。 

 
 
 
・自らの消費行動における意思決定や契約の重要性に
ついて，課題の解決に主体的に取り組もうとしてい
る。        振り返りシート，行動観察  

 
 
 

３ 

 
 
 

・若者に多い契約トラブルの現状と
課題，クーリング・オフの条件と手
段，安全で豊かな消費生活を送る
ための法制度についてまとめる。 

 
・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

知 
② 
 
 
 
態
① 

 
 
 

(★) 

 
 
 

・クーリング・オフ制度の他，契約がキャンセルでき
る場合を理解している。  

        ワークシート，（定期考査〔例１〕）  
＊消費者被害の未然防止の重要性や具体的な救済方
法について理解できるようにする。 

・自らの消費行動における意思決定や契約の重要性に
ついて，課題の解決に主体的に取り組もうとしてい
る。         振り返りシート，行動観察  

 
 
 

1188 歳歳でで大大人人??――大大人人ととししてて自自立立ししたた消消費費者者ととはは――  
【ねらい】自立した消費者をめざして自分の消費生活について問題を見いだし，課題を設定すること

ができる。 

契契約約でで成成りり立立つつ消消費費生生活活  
【ねらい】消費行動における意思決定や契約の重要性について理解することができる。 

【単元全体を貫く課題】 
成年として，健康・快適・安全かつ持続可能な
自立した消費生活を営むためには，何がどのよ
うにできるようになればよいのだろうか。 

契契約約をを解解除除ででききるる条条件件  
【ねらい】消費者保護の仕組みを理解することができる。 

振り返りのテーマ 
成年になるとどのような責任が生じるか考えよ
う。 

振り返りのテーマ 
契約では，どのようなところにトラブルが生じる

のか考えてみよう。 

振り返りのテーマ 

ネットショッピングをする時の注意点を考えよ

う。 

   

４ 
・ 
５ 

 
 
 
 

・20代の給与明細と１か月に使う生活
費のおよその平均額を比較・分析し，
家計の構造，税金や社会保障制度と
の関わりについてまとめる。 

 
 
 
 

知 
③ 

 
 
 
 

(★) 

 
 
 
 

・給料の仕組み，家計の構造(可処分所得，非消費支
出)について理解している。        

ワークシート，（定期考査）  

・１か月の家計をシミュレーション
し，自由に使えるお金には限りが
あること，ライフイベントや不測
の事態に備えた生涯を見通した家
計管理の重要性に気付く。 

 
 
 
 
 
・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 

思 
② 
 
 
 
 
 
 
 
 
態
② 

〇 ・生涯を見通した生活における経済の管理や計画の重
要性について，ライフステージと関連付けて，課題
の解決に向けて考え，工夫している。 

ワークシート  
＊健康・快適・安全な生活を維持・継続するためには
一定の支出が伴うことや家計管理において持続可
能性とのバランスをどのようにとることが望まし
いのかを考えるためには，各自がどのような生き方
やライフスタイルを選択するのかを考えて行動・実
践することが重要であることに気付かせる。 

・生涯を見通した経済の管理や計画の重要性につい
て，課題の解決に主体的に取り組もうとしている。 

振り返りシート，行動観察  
 
 

６ 
・ 
７ 

 
 
 
 

・ロールプレイを通して，多様な契約
の仕組みや使い方を理解する。 

 
 
 
 

知 
④ 

 
 
 
 

(★) 

 
 
 
 

・多様な契約の仕組みや使い方を理解している。 
            ワークシート，（定期考査）  
＊返済不能になると将来にも影響する場合があるこ
とを認識させる。 

・様々なキャッシュレス決済のメリ
ット・デメリットを書き出し，キャ
ッシュレス決済のトラブルとその
原因を考える。 

・キャッシュレス決済のトラブルに
ついて，消費者市民としての行動
を考える。 

・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 
 

思 
③ 
 
 
 
 
 
態
③ 

(★) ・自立した消費者として，生活情報を活用し，適切な
意思決定に基づいて行動することについて問題を
見いだして課題を設定し，課題の解決に向けて考
え，工夫している。               （定期考査）  

＊キャッシュレス決済について，合理的な使い方を考
えさせる。 

 
・キャッシュレス化の進行による家計管理や計画の重
要性について，課題の解決に主体的に取り組み，解
決に向けた一連の活動を振り返って改善しようと
している。      振り返りシート，行動観察  

 
 
 
 

８ 
・ 
９ 

 
 
 
 
 
 
・各グループが担当する消費者被害
の事例について，消費者行政のホ
ームページにアクセスして情報を
収集し，そのような事態が発生し
た原因や背景を分析する。 

 

 
 
 
 
 
 
知 
⑤ 
 
 
知 
⑥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(★) 

 
 
 
 
 
 
・国民生活センターや消費生活センターのホームペー
ジから，財やサービスに関する正確な情報，被害防
止策についての情報を適切に収集・整理している。 

              ワークシート  
・消費者の権利と責任について理解している。 
         ワークシート，（定期考査〔例１〕） 

家家計計ととそそのの特特徴徴，，家家計計管管理理 課題１ 
【ねらい】家計の構造，家計管理について理解し，ライフステージと関連付けた経済計画を考えるこ

とができる。 

振り返りのテーマ 
ライフイベントにおいて，どれくらいの出費が必
要なのかを知り，それに備えた計画を考えよう。 

若若年年者者にによよくくああるる消消費費者者被被害害 課題３ 
【ねらい】若年者に多い消費者被害について，トラブルが起こる背景や問題点，消費行動における意

思決定の重要性について消費者の権利と責任と関連付けて理解し，トラブルの対応策につ

いて考えることができる。 

キキャャッッシシュュレレスス決決済済のの仕仕組組みみ，，使使いい方方 課題２ 
【ねらい】キャッシュレス決済の特徴やクレジットカードの仕組みなど多様な契約について理解し，

計画性のある使い方・合理的な使い方を考えることができる。 

振り返りのテーマ 
自分や周囲の人が，キャッシュレス決済のトラブ
ルに遭わないための心がけや行動を考えよう。 
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・消費者の権利と関連付けて適切な
対応の仕方について考え，話し合
う。 

＊地域の最新のデータに基づいた切実感のある「事
実」について，消費生活センターなどの専門的に把
握している連携先と協働することで，生徒にとって
リアリティのある事例を授業で取り上げることが
できる。 

＊消費者行政のホームページにアクセスした経験が，
今後消費者問題に遭遇した時の解決策につながる
と考えられる。 

・クラウド型グループウェアの共有
ドキュメント上で，各グループが
担当した事例の勧誘・販売方法の
特徴や問題点を共有して共通点を
探す。 

・グループで未然防止のポイントに
ついて考えをまとめ，全体で発表
し合う。 

・発表をもとに，若者に多い消費者
被害を未然防止するための共通す
る考え方やポイント(原理・原則)
についてまとめる。 

・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 
 

思 
④ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
態
④ 

 ・自立した消費者として，生活情報を活用し，適切な
意思決定に基づいて行動することについて，実践を
評価したり，改善したりしている。  

ワークシート，行動観察 
＊まず一人で考え，グループで話し合い，よりよい対

応の仕方を考える。その際，タブレット端末等ＩＣ
Ｔを活用することで，効率的に全体共有ができ，多
面的・多角的な視点から効果的に学習を進めること
ができるようにする。 

＊消費者の権利が侵害されている状況に敏感に気付
くセンスを磨き，自分だけでなく周囲にもアドバイ
スできるような知識や視点，責任ある消費者として
行動できる実践力を身に付けられるようにする。 

・消費行動における意思決定や契約の重要性につい
て，課題の解決に向けた一連の活動を振り返って改
善しようとしている。 振り返りシート，行動観察 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
・個人で消費者トラブルの問題解決
に取り組み，自立した消費者とし
て社会への影響を意識した責任あ
る消費行動について考える。 

 
・自立した消費者になるために自分
が今できることを考え，行動目標
を立てる。 

 
 

 
 
 
 
 
思 
⑤ 
 
 
 
態 
⑤ 

 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
〇 

 
 
 
 
 
・自立した消費生活を営むために，家計の管理や計画，
適切な意思決定に基づいて行動することなどにつ
いての課題解決に向けた一連の活動について，考察
したことを論理的に表現している。 
家庭基礎レポート(パフォーマンス課題)〔例２〕 

・自立した消費者として消費者の権利と責任や消費者
問題に関心をもち，適切な意思決定に基づいて行動
することについて， 課題の解決に主体的に取り組
んだり，振り返って改善したりして，自分や家庭，
地域の生活の充実向上に向けて実践しようとして
いる。   家庭基礎レポート(振り返り)〔例４〕 

※１ 重点…重点的に生徒の学習状況を見取る観点。ただし，重点としていない観点についても，教師の
指導の改善や生徒の学習改善に生かすために，生徒の学習状況を確認することは重要である。 

※２ 記録…備考に記入している単元の評価規準に照らして，全員の学習状況を「記録に残す評価」に○
を付す。定期考査により「記録に残す評価」とする箇所には，（★）を付す。 

※３ 定期考査については，ある程度の内容のまとまりについて(例えば，学期末考査として複数の単元
の学習終了後に)実施する。 

 
４ 観点別学習状況の評価の進め方 

 ここでは，本単元における３観点の評価の進め方について紹介する。 

（１）知識・技能 

この単元では，家計の構造や生活における経済と社会の関わり，消費生活の現状と課題，消費行

動における意思決定や契約の重要性，消費者保護の仕組みについて理解しているとともに，生活情

報を適切に収集・整理できているかなどについて評価する。具体的な評価の方法としては，定期考

成成年年ととししてて自自立立ししたた消消費費者者ににななるるたためめにに  
【ねらい】自立した消費者として適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費について考

え，工夫することができる。 

振り返りのテーマ 
消費者被害に遭わないために気を付けることをま
とめよう。 

   

査において，事実的な知識の習得を問う問題と，知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配

慮するなどの工夫改善を図るだけでなく，例えば，生徒が文章による説明をしたり，表やグラフで

表現したりするなど，実際に学習によって習得した知識・技能を活用する場面を設けるなど，多様

な方法を適切に取り入れていくことが考えられる。 

本事例では，単元を通して「知識・技能」に関する「ワークシートの記述」は，「指導に生かす

評価」として授業中の指導の改善に生かすために用い，ある程度の内容のまとまりについて定期考

査を実施し，「記録に残す評価」とした。 

ここでは，評価規準②，⑥を評価するために実施した，知識の概念的な理解を問う定期考査の問

題例を紹介する。 

 
知識の概念的な理解を問う定期考査問題例 〔例１〕 

問題  
注文もしていない本がＡさんのもとに送られてきた。同封の手紙には，「１週間以内に商品を返送しなければ

購入したものとみなす」などと記されていたが，Ａさんは放っておいた。 

（１）次の①～③のうち正しい説明を選び，選択の理由を述べなさい。〔知②〕 
  ①放置していたＡさんには，代金支払いの義務が発生する。 

②代金支払い義務までは負わないが，商品は返送しなければならない。 
③代金支払い義務も商品を返送する義務もない。商品は直ちに処分することができる。 

 
（２）このような消費者トラブルにあった時に，地域の消費生活センターや消費者ホットライン 188 番に相談

する意義は何か，述べなさい。〔知⑥〕 

 

（１）の解答例 ③③ 

〔理由〕 一一方方的的にに送送りりつつけけらられれたただだけけでではは売売買買契契約約はは成成立立ししてていいなないいののでで，，代代金金のの支支払払いいもも返返送送のの必必要要ももなな

いい。。 

（２）の解答例  

消消費費者者トトララブブルルににああっったた場場合合，，ああききららめめてて行行動動ししなないいででいいるるとと，，トトララブブルルやや不不正正なな取取引引がが続続いいてて被被害害ががどどんん

どどんん広広ががっってていいくく。。ししかかしし，，消消費費生生活活セセンンタターーにに相相談談すするるここととでで，，トトララブブルルのの解解決決方方法法をを知知りり対対処処ででききるる。。  

 
この事例は，商品を受け取った，箱を開けた，だから支払わなければならない，という消費者の

心理を利用して代金を支払わせようとする「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」である。理

由の記述に関する解答のポイントは２点ある。 

①契約は，申し込みと承諾という互いの意思表示の合致により成立する。 

②事業者と消費者の間には，情報や交渉力に格差が存在するため，その格差是正のために消費者

支援・消費者保護の仕組みがある。本事例の場合，「特定商取引きに関する法律」に，本（商

品）の保管義務や所有権について，消費者を保護する仕組みが規定されている。 

定期考査等の穴埋め問題，例えば「（  ）商法」のように（  ）に当てはまる語句を答える

ことができても，商品や手法を変えて新たな問題のある商法が現れた時に，その「知識」が役に立

つとは限らない。重要なことは，実際に生徒が消費行動における意思決定を行う場面で，売買契約

の原理・原則を踏まえて批判的・分析的に考え，判断するまでに理解を深めているかということで

ある。「知識・技能」においては，こうした転移（応用）可能な概念を評価することができる定期

考査等の工夫を意識的に行っていくことが求められる。 

（１）の解答例については，売買契約は成立していないことを，筋道を立てて述べており，記述
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・消費者の権利と関連付けて適切な
対応の仕方について考え，話し合
う。 

＊地域の最新のデータに基づいた切実感のある「事
実」について，消費生活センターなどの専門的に把
握している連携先と協働することで，生徒にとって
リアリティのある事例を授業で取り上げることが
できる。 

＊消費者行政のホームページにアクセスした経験が，
今後消費者問題に遭遇した時の解決策につながる
と考えられる。 

・クラウド型グループウェアの共有
ドキュメント上で，各グループが
担当した事例の勧誘・販売方法の
特徴や問題点を共有して共通点を
探す。 

・グループで未然防止のポイントに
ついて考えをまとめ，全体で発表
し合う。 

・発表をもとに，若者に多い消費者
被害を未然防止するための共通す
る考え方やポイント(原理・原則)
についてまとめる。 

・「学習のまとめ」と「今日の振り返
り」を記入する。 

 
 
 
 
 
 

思 
④ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
態
④ 

 ・自立した消費者として，生活情報を活用し，適切な
意思決定に基づいて行動することについて，実践を
評価したり，改善したりしている。  

ワークシート，行動観察 
＊まず一人で考え，グループで話し合い，よりよい対

応の仕方を考える。その際，タブレット端末等ＩＣ
Ｔを活用することで，効率的に全体共有ができ，多
面的・多角的な視点から効果的に学習を進めること
ができるようにする。 

＊消費者の権利が侵害されている状況に敏感に気付
くセンスを磨き，自分だけでなく周囲にもアドバイ
スできるような知識や視点，責任ある消費者として
行動できる実践力を身に付けられるようにする。 

・消費行動における意思決定や契約の重要性につい
て，課題の解決に向けた一連の活動を振り返って改
善しようとしている。 振り返りシート，行動観察 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
・個人で消費者トラブルの問題解決
に取り組み，自立した消費者とし
て社会への影響を意識した責任あ
る消費行動について考える。 

 
・自立した消費者になるために自分
が今できることを考え，行動目標
を立てる。 

 
 

 
 
 
 
 
思 
⑤ 
 
 
 
態 
⑤ 

 
 
 
 
 
○ 
 
 
 
 
〇 

 
 
 
 
 
・自立した消費生活を営むために，家計の管理や計画，
適切な意思決定に基づいて行動することなどにつ
いての課題解決に向けた一連の活動について，考察
したことを論理的に表現している。 
家庭基礎レポート(パフォーマンス課題)〔例２〕 

・自立した消費者として消費者の権利と責任や消費者
問題に関心をもち，適切な意思決定に基づいて行動
することについて， 課題の解決に主体的に取り組
んだり，振り返って改善したりして，自分や家庭，
地域の生活の充実向上に向けて実践しようとして
いる。   家庭基礎レポート(振り返り)〔例４〕 

※１ 重点…重点的に生徒の学習状況を見取る観点。ただし，重点としていない観点についても，教師の
指導の改善や生徒の学習改善に生かすために，生徒の学習状況を確認することは重要である。 

※２ 記録…備考に記入している単元の評価規準に照らして，全員の学習状況を「記録に残す評価」に○
を付す。定期考査により「記録に残す評価」とする箇所には，（★）を付す。 

※３ 定期考査については，ある程度の内容のまとまりについて(例えば，学期末考査として複数の単元
の学習終了後に)実施する。 

 
４ 観点別学習状況の評価の進め方 

 ここでは，本単元における３観点の評価の進め方について紹介する。 

（１）知識・技能 

この単元では，家計の構造や生活における経済と社会の関わり，消費生活の現状と課題，消費行

動における意思決定や契約の重要性，消費者保護の仕組みについて理解しているとともに，生活情

報を適切に収集・整理できているかなどについて評価する。具体的な評価の方法としては，定期考

成成年年ととししてて自自立立ししたた消消費費者者ににななるるたためめにに  
【ねらい】自立した消費者として適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費について考

え，工夫することができる。 

振り返りのテーマ 
消費者被害に遭わないために気を付けることをま
とめよう。 

   

査において，事実的な知識の習得を問う問題と，知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配

慮するなどの工夫改善を図るだけでなく，例えば，生徒が文章による説明をしたり，表やグラフで

表現したりするなど，実際に学習によって習得した知識・技能を活用する場面を設けるなど，多様

な方法を適切に取り入れていくことが考えられる。 

本事例では，単元を通して「知識・技能」に関する「ワークシートの記述」は，「指導に生かす

評価」として授業中の指導の改善に生かすために用い，ある程度の内容のまとまりについて定期考

査を実施し，「記録に残す評価」とした。 

ここでは，評価規準②，⑥を評価するために実施した，知識の概念的な理解を問う定期考査の問

題例を紹介する。 

 
知識の概念的な理解を問う定期考査問題例 〔例１〕 

問題  
注文もしていない本がＡさんのもとに送られてきた。同封の手紙には，「１週間以内に商品を返送しなければ

購入したものとみなす」などと記されていたが，Ａさんは放っておいた。 

（１）次の①～③のうち正しい説明を選び，選択の理由を述べなさい。〔知②〕 
  ①放置していたＡさんには，代金支払いの義務が発生する。 

②代金支払い義務までは負わないが，商品は返送しなければならない。 
③代金支払い義務も商品を返送する義務もない。商品は直ちに処分することができる。 

 
（２）このような消費者トラブルにあった時に，地域の消費生活センターや消費者ホットライン 188 番に相談

する意義は何か，述べなさい。〔知⑥〕 

 

（１）の解答例 ③③ 

〔理由〕 一一方方的的にに送送りりつつけけらられれたただだけけでではは売売買買契契約約はは成成立立ししてていいなないいののでで，，代代金金のの支支払払いいもも返返送送のの必必要要ももなな

いい。。 

（２）の解答例  

消消費費者者トトララブブルルににああっったた場場合合，，ああききららめめてて行行動動ししなないいででいいるるとと，，トトララブブルルやや不不正正なな取取引引がが続続いいてて被被害害ががどどんん

どどんん広広ががっってていいくく。。ししかかしし，，消消費費生生活活セセンンタターーにに相相談談すするるここととでで，，トトララブブルルのの解解決決方方法法をを知知りり対対処処ででききるる。。  

 
この事例は，商品を受け取った，箱を開けた，だから支払わなければならない，という消費者の

心理を利用して代金を支払わせようとする「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」である。理

由の記述に関する解答のポイントは２点ある。 

①契約は，申し込みと承諾という互いの意思表示の合致により成立する。 

②事業者と消費者の間には，情報や交渉力に格差が存在するため，その格差是正のために消費者

支援・消費者保護の仕組みがある。本事例の場合，「特定商取引きに関する法律」に，本（商

品）の保管義務や所有権について，消費者を保護する仕組みが規定されている。 

定期考査等の穴埋め問題，例えば「（  ）商法」のように（  ）に当てはまる語句を答える

ことができても，商品や手法を変えて新たな問題のある商法が現れた時に，その「知識」が役に立

つとは限らない。重要なことは，実際に生徒が消費行動における意思決定を行う場面で，売買契約

の原理・原則を踏まえて批判的・分析的に考え，判断するまでに理解を深めているかということで

ある。「知識・技能」においては，こうした転移（応用）可能な概念を評価することができる定期

考査等の工夫を意識的に行っていくことが求められる。 

（１）の解答例については，売買契約は成立していないことを，筋道を立てて述べており，記述
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内容から契約がキャンセルできることを理解していると読み取れるため，「おおむね満足できる」

状況（Ｂ）と判断できる。なお，法律に基づき，商品を開封したり処分したりしても金銭の支払い

は不要であることなどについて述べている場合には，「十分満足できる」状況（Ａ）と判断するこ

とができる。 

（２）の解答例については，消費生活センターに相談することで，自分のトラブルの解決方法を

知り，対処できることを述べており，消費者の権利と責任について理解していることが記述内容か

ら読み取れるため，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断できる。加えて，相談した情報が国

や都道府県に伝わり，悪質な業者が罰せられたり法律ができたりして，消費者が安心・安全に暮ら

せる社会に変わっていく等の記載が見られた場合には，「十分満足できる」状況（Ａ）と判断する

ことができる。 

 
（２）思考・判断・表現 

本単元では，第１時に，健康・快適・安全かつ持続可能な社会を見通して，成年として自立した

消費生活を営むための課題を設定して本単元の学習の見通しをもつとともに，その解決に向けて，

第４時以降に「家計とその特徴，家計管理」，「キャッシュレス決済の仕組み，使い方」，「若年者に

よくある消費者被害」の三つの課題を設定している。これら一連の問題解決的な学習過程の中で，

生涯を見通して課題を解決する力（①問題を見いだして課題を設定する，②様々な解決方法を検討

し，計画，立案する，③実践を評価・改善する，④考察したことを根拠に基づいて論理的に表現す

る）が身に付いているかを評価する。 

この観点で評価する資質・能力は時間をかけて伸びていくものであるため，評価規準①について

は，１時間目に「成年になるとどのような責任が生じるか考えよう」というテーマに対する自分の

考えをワークシートに記述させ，「指導に生かす評価」としている。18 歳で成年に達すると，「自

分一人で契約ができ，契約には責任が伴う」ことに対して，現在の自分の消費生活や消費行動との

ズレや葛藤，対立する感情などに揺さぶりをかけ，消費生活に関わって自分には「知らないこと・

できていないことがある」ことを認識しているかどうかを中心に，ワークシートの記述の確認を行

い，この後の学習につなげる。第４時以降の三つの学習課題に取り組む学習活動の中で，評価規準

②と③は「記録に残す評価」に，評価規準④は「指導に生かす評価」としている。ここでは，行動

観察やワークシートの記述内容から主に「努力を要する」状況（Ｃ）と判断される生徒を把握して，

生徒全員が思考を深めていく授業の流れを大切にしながら，学びを進展・改善させたり，学習の方

法をつかませたりするなどの手立てを講じ，指導に生かしていく。その上で，単元のまとめとして

第 10 時にパフォーマンス課題〔例２〕を設定し，評価規準⑤で「記録に残す評価」を行っている。 

 

【「思考・判断・表現」評価規準⑤について】 

第 10 時には，単元のまとめとして，授業中に取り組む「家庭基礎レポート」に次のような課題

を設定して，評価を行った。なお，課題を提示する際には，「授業で学んだ知識を使うこと」「自分

の考えも述べること」「具体例を挙げること」といった簡単な規準を生徒に示している。 

以下は，生徒のレポート例である。生徒Ｋは，事業者側の情報を過信することなく，批判的思考

に裏付けて意思決定できている。また，被害にあった際の解決策として，身近な大人や消費生活セ

ンターへの相談を挙げ，具体的な場面を明示してどう行動すべきか，断るべきかを記していること

   

から，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。なお，これまでに学習してきた契約の重要

性や消費者保護の仕組みなどに関する「知識・技能」を生かして，客観的・批判的に分析し，消費

者被害の特徴を多面的・多角的に捉えていたり，様々な問題点と関連付けながら解決策・対応策や

断るための言い方を具体的に考察し，根拠や理由を明確にして筋道を立てて述べたりしている場

合には，「十分満足できる」状況(Ａ)と判断できる。 

 
生生徒徒ＫＫのの家家庭庭基基礎礎レレポポーートトのの一一部部((パパフフォォーーママンンスス課課題題))〔〔例例２２〕〕  

  

    

  

※ パフォーマンス評価は，学習者が与えられたパフォーマンス課題を解決する過程を評価対象と
し，パフォーマンス課題と評価規準によって構成される。パフォーマンス課題とは，「学習者のパ
フォーマンスによって高次の学力を評価しようとする課題であり，より複雑で現実的な場面や状
況で知識・技能を使いこなすことを求める課題」である。 

 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては，単に継続的な行動や積極的な発言を行うな

ど，性格や行動面の傾向を評価するということではなく，家庭科の「主体的に学習に取り組む態度」

に係る観点の趣旨に照らして評価する。この単元では，「(1)生活における経済の計画」「(2)消費行

動と意思決定」に関する基礎的・基本的な知識及び技能を身に付けたり，様々な人々と協働し，よ

りよい社会の構築に向けて，生活における経済の管理や計画の重要性，自立した消費者として生活

情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動することについて考え，工夫する際に，①粘り強く

私は，⾼校時代に悪質商法や契約について学んだにもかかわらず，下の
ような消費者被害に引っかかってしまいました。後で冷静になって考えると避け
る⽅法はいくらでもあったのに，今になって後悔しています。今後どのように⾏
動したらよいか，5 ⽉の時点として考えてください。 

消費者被害の内容 

私は 18 歳の⼤学⽣。友⼈から「投資で稼げるようになる ビジネス
スクールがある。」と誘われ，興味をもち，カフェで代表者から⼊会条件
や成功談を聞いた。 

「契約時に 10 万円，⽉謝で２万円がかかるが，４⼈紹介すれば
⽉謝は免除される。１⼈紹介すれば紹介料５万円を払うので元が取
れる。」と⾔われた。“これならすぐに儲かる”と思い，指⽰されたとおり書
類に記⼊し，学⽣ローンに連れて⾏かれお⾦を借り，⼊会した。 

何回かスクールに通ったが儲からず⽌めたくなった。しかし，代表者に
伝えたら，「⽌めるなら解約⾦は５万円だ。」と⾔われた。 

➀この事例の問題点 
➁解決策・対応策(具体的にどうする?) 
➂どの場⾯でゆっくり考えたり，確かめたりする必要があったでしょう 

か。また，断るための⾔い⽅を考えましょう。 

思思考考・・判判断断・・表表現現⑤⑤  

※「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断した

生徒Ｋの具体的な例 

 ➀この事例の問題点 
指⽰されたとおりに書類に記⼊してしまった。学⽣ローンに連れて

⾏かれ，お⾦を借りて⼊会した。友⼈からの誘いで油断している。 
➁解決策・対応策（具体的にどうする，どこに相談するなど） 
おかしいと感じたら，すぐに返事をせずに，信頼できる⼤⼈（親や

先⽣など）に相談したり，消費⽣活センターなどに相談したりする。 
➂どの場⾯でゆっくり考えたり，確かめたりする必要があったか。断
るための⾔い⽅。 

書類に記⼊する前に，本当に記⼊しても⼤丈夫なのかをよく考
える。友⼈に誘われた時に，それは本当にあるのか，⼤丈夫なのか
を確かめる必要があった。「そういうのは，危なそうだからやめておく。」
と⾔う。 

思思考考・・判判断断・・表表現現⑤⑤  

※※「「十十分分満満足足ででききるる」」状状況況（（ＡＡ））とと判判断断ししたた生生徒徒ＭＭのの具具体体的的なな例例  

①この事例の問題点 
もう 18 歳になっているので，未成年者取消権で守られていない。しかし，友⼈の誘いに乗り，⾼収⼊につられてカフェに⾏ってしまった。安易に書類に記⼊

し，ローンを組み借⾦までして⼊会してしまっている。４⼈紹介すれば⽉謝が免除され，⼀⼈紹介すれば紹介料がもらえて元が取れると⾔っているけれど，友
⼈を誘うとこれからの⼈間関係を壊す恐れがある。楽に稼げるとかたくさんの収⼊を稼げると⾔いながら，先に 10 万円の⽀払いを要求している部分には，おか
しさを感じる。メリットのみを聞かされているけれど，そんなにうまい話はないと思う。 

②解決策・対応策（具体的にどうする，どこに相談するなど） 
被害に遭ってしまっているので，すぐに近くの消費⽣活センターに⾏って，解約できないか相談する。⾃分が⾏動することで，同じような被害が拡がることを防

ぐことにつながるから，絶対に泣き寝⼊りしない。被害に遭う前に，知らされていないデメリットがないかどうか考えて，分からないことがある時は理解できるまで確
認する。おかしいと感じたら，すぐに返事をせず，信頼できる⼤⼈（親や先⽣など）に相談したり，消費⽣活センターなどに相談して，ビジネススクールの情報
や評判を確認したらよかった。 

③どの場⾯でゆっくり考えたり，確かめたりする必要があったでしょうか。また，断るための⾔い⽅を考えましょう。 
友⼈から誘われた時，「怪しいから，やめておく。」「ちょっと考えさせて」とか，「投資はよく分からないし，ややこしそうだからやめておく。ごめんね。」と，私はし

ないということをはっきりと伝えて断る。 
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取り組んでいるか，②それらに関する学習の進め方について振り返るなど，自らの学習を調整よう

としているかについて評価する。さらに，様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，健

康・安全・快適かつ持続可能な社会の構築の視点から，③自立した消費者として，自分や家庭，地

域の生活の充実向上に向けて実践しようとしているかについて評価する。 

評価規準①～④については，行動観察や振り返りシート(１枚ポートフォリオ)〔例３〕を用いて

生徒の学習状況を継続的に確認して「指導に生かす評価」とするとともに，単元や学年末の評価を

決定する際の参考資料としている。 

 
振振りり返返りりシシーートト((１１枚枚ポポーートトフフォォリリオオ))〔〔例例３３〕〕 

【単元全体を貫く課題】は，単元を通して最も押さえたい重要な内容（「生活の営みに係る見方・

考え方」を参考にすると良い）を問いの形で示している。学習前・後に【単元全体を貫く課題】に

対する生徒の考えを記入させることで，当該の学習内容に関する知識及び技能や生活を捉える視

点がどのように変容したのか等，生徒の理解や思考の質の深まり，広がりを確認することを目的と

している。 

「学習のまとめ」と「今日の振り返り(大切なことをまとめよう)」の記述からは，成年として自

立した消費者になることを自分事として意識し，主体的に粘り強く取り組もうとしているか，家計

シミュレーションやキャッシュレス決済のロールプレイ，消費者被害の事例研究の場面でうまく

できなかったことを振り返って改善しようとしているか等，自らの学習を調整しようとする側面

学習前・後と学習の過程を振り返って，何がどう変わったのか。また，⾃分の学習の意味づけ
など，⾃分が考えたことについて記述させる。 
学習の節⽬で，単元の学習を振り返る時間をしっかりと確保することが⼤切である。 

単元を通して，最も押さえたい重要な内容に関わる問いに対する考え。 
単元のはじめに⾒通しを⽴てさせることがポイント。 

⼤事なこと， 
分からないこと， 
疑問に思ったこと， 
友達の意⾒から新たに発
⾒した(気付いた)ことな
ど，学習活動時にメモとし
て⽣徒に⾃由に記述させ
る。 

⽣徒の認知過程の可視化 
 

授業終了時に，教員が提⽰した「振り
返りのテーマ」に対する⾃分の考えをまと
め，記述させる。 

↓ 
⾃⽴した消費者に向かう⽣徒の変容や
学習状況，指導⽬標とのズレがないか
を確認し，次時の指導に⽣かす。 

単元を通して，最も押さえたい重要な内容に関わる問いに対する考え。 

Before 

After 

……題材の途中で，形成的評価を⾏い，適切に指導する。 

   

を確認する。 
①粘り強さと②自らの学習の調整の学びの姿は，相互に関わり合いながら立ち現れることに留

意し，授業のまとめとして振り返る活動や主体的・協働的な学びの中で自らの学習を自己調整する

機会を単元全体の学習活動の中に位置付けることで，①と②の二つの側面に継続的に働きかけ，

「自ら学び，自ら考える力」を育成していく。 

評価規準⑤については，①粘り強さや②自らの学習の調整の側面は，第 10 時に行った「パフォ

ーマンス課題」〔例２〕の記述内容から「思考・判断・表現」と一体的に評価する。その際，振り

返りシート(１枚ポートフォリオ)〔例３〕を参考資料として用いることも考えられる。また，③実

践しようとする態度の側面については，家庭基礎レポートに設けた振り返りを促す「問い」〔例４〕

の記述内容を分析し，①から③を合わせて「記録に残す評価」とする。 

 

家家庭庭基基礎礎レレポポーートトのの一一部部((振振りり返返りり))〔〔例例４４〕〕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 観点別学習状況の評価の総括  

ここでは，単元の指導と評価に基づき，評価方法を工夫して行い，観点ごとに総括した事例を紹介

する。 

（１）単元の観点別評価の総括 

  「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の観点ごとに示される観

点別学習状況の評価は，家庭科の目標に照らした学習の実現状況を分析的に評価するものであり，
生徒の学習の改善を促す資料となる。また，教員が指導の状況を把握して，授業の計画・実践を改

善する資料としても活用することが目指される。 

  本単元では，定期考査のように複数の単元が終了した時点で行う評価方法と，レポート，ワーク

シート，ノート，作品等，学習活動の過程で，教員が授業後に全員の評価を無理なく行うことがで

きるように評価方法とのバランスを検討して，単元開始前に次のような評価計画を立てた。 

 

表１ 本事例の総括的な評価の計画 
時 間 第２～９時 第５時 第 10 時 
単元の 

評価規準 
知①～④・⑥，思③ 思② 思⑤ 態⑤ 

評価方法 定期考査 ワークシート 
家庭基礎レポート 

（パフォーマンス課題） 

家庭基礎レポート 

(振り返り) 

評価時期 
複数の単元が終了し
た時点で評価する 

単元の学習活動内で評価する 

「おおむね満足できる」 

状況（Ｂ）と判断した 

生徒の具体的な例 

生徒Ｅ 

もっと法律やお金の仕組みについて勉強しておく。生活

情報を集めて，いろいろな情報の中から選択し，活用で

きるように情報を見極める力を付ける。自分で判断する

力を付けたい。 

「十分満足できる」 

状況（Ａ）と判断した

生徒の具体的な例 

生徒Ｆ 

意思決定力をつけるには，いつもの生活の中で，友達な

どに誘われたりお願いされた時に，したくなかったり，

嫌だと思うことはきちんと断ることが大切だと思った。

友達とどこかに行く時やみんなで考えたりする時，自分

の意見をもってそれを伝えるようにしていこうと思う。 

単単
元元
ごご
とと
のの  

観観
点点
別別
評評
価価
とと
しし
てて
のの

総総
括括  

消費経済を学習して 
みなさんは 18 歳で成年
となります。 
成年になるまでの２年間
（⾼校⽣）のうちに，
「意思決定⼒」を⾝に付
けるために，どのようなこと
を学んでおく必要があるで
しょう。 

※ なお，単に知識として蓄えておくだけでなく，具体的にどのように行動を変
えていくかに言及している場合は「十分満足できる状況（Ａ）」と判断できる。 
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※ 本事例では，全ての評価方法(評価課題)を 1 単元内の学習内容で構成している。 
※ 生活を包括的に捉える見方や考え方の変容を見取るため，複数の単元を横断した評価方法(評価課題)

を設定することも考えられる。 
 

家庭科における単元ごとの観点別学習状況の評価の評定への総括について，「第１編 総説 第２

章(５)観点別学習状況の評価に係る記録の総括」に示された二つの方法とともに，各観点の達成状

況を割合で示し，それを基に総括する方法を以下に例示する。 

 

 ① 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する場合（例１） 

評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を目安として，各観点の評価結果の数が多いものを総括した評価とす

る。従って，「知識・技能」はＡ，「思考・判断・表現」はＢ，「主体的に学習に取り組む態度」は

Ｂの評価に総括できる。 

表２ 本事例における単元の観点別学習状況の評価の総括（例１） 

成成年年ととししてて自自立立ししたた経経済済生生活活をを営営むむににはは  定定期期考考査査  ワワーーククシシーートト  
家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（パパフフォォーーママンンスス課課題題））  

家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

((振振りり返返りり))  
観観点点ごごととのの総総括括  

生
徒
Ｇ
の 

評
価
の
記
録 

知識・技能 Ａ    ＡＡ 

思考・判断・表現 Ａ Ｂ Ｂ  ＢＢ 

主体的に学習に 
取り組む態度   ○Ｂ  Ｂ ＢＢ 

※ 主体的に学習に取り組む態度の評価の○B は，パフォーマンス課題の結果に振り返りシート(１枚ポー
トフォリオ)や授業での行動観察も加えて，最終的に判断した評価結果を表している。 

 

② 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する場合（例２） 

  評価結果の数値によって表し，合計や平均することで総括する。上記の場合，Ａ=３，Ｂ=２，Ｃ

=１の数値で各観点の評価を数値化すると，「知識・技能」の平均値は 3.00，「思考・判断・表現」

の平均値は 2.33，「主体的に学習に取り組む態度」の平均値は 2.00 となる。この場合に総括の結

果をＢとする判断の基準を[1.5≦平均値≦2.5]とすると，「知識・技能」ではＡ，「思考・判断・表

現」ではＢ，「主体的に学習に取り組む態度」ではＢの評価に総括できる。 

 
表３ 本事例における単元の観点別学習状況の評価の総括（例２） 

成成年年ととししてて自自立立ししたた経経済済生生活活をを営営むむににはは 定定期期考考査査 ワワーーククシシーートト 
家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（パパフフォォーーママンンスス課課題題）） 

家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

((振振りり返返りり)) 
観観点点ごごととのの総総括括 

生
徒
Ｇ
の 

評
価
の
記
録 

知識・技能 Ａ(３)    Ａ(3.00) 

思考・判断・表現 Ａ(３) Ｂ(２) Ｂ(２)  Ｂ(2.33) 

主体的に学習に 
取り組む態度   ○Ｂ  (２) Ｂ(２) Ｂ(2.00) 

※ 主体的に学習に取り組む態度の評価の○B は，例１と同様の考え方で評価した結果である。 
※ いずれかの評価を重視する場合は，あらかじめ評価計画作成時点において，例えば，重視したい評価

について「Ａ=６点，Ｂ=４点，Ｃ=２点」や「Ａ=４点，Ｂ=２点，Ｃ=０点」とすることも考えられる。 

 

③ 各観点の達成状況の割合から総括する方法(例３) 

  単元の各観点の達成状況を数値で表し，総括した評価とする。 

表４は「３ 指導と評価の計画」で記録に残す評価とした評価方法について，それぞれどのよう

に配点したかを示している。 

   

表４ 本事例における３観点の配点計画  

成成年年ととししてて自自立立ししたた経経済済生生活活をを営営むむににはは 定期考査 ワークシート 
家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（パパフフォォーーママンンスス課課題題）） 

家庭基礎レポート 

(振り返り) 

知識・技能 30 点    
思考・判断・表現 10 点 10 点 10 点  
主体的に学習に取り組む態度   10 点 ５点 

 
また，これらを基に，生徒Ｇが表５に示した得点の時，単元の各観点の達成状況の割合は，「知

識・技能」は 80.0％，「思考・判断・表現」は 66.7％，「主体的に学習に取り組む態度」は 53.3％
となる。この場合に総括の結果をＢとする判断の基準を[50％≦達成状況の割合＜80％]とすると，

「知識・技能」はＡ，「思考・判断・表現」はＢ，「主体的に学習に取り組む態度」はＢの評価に総

括できる。なお，総括の結果をＢとする判断の基準（達成状況の割合の範囲）は，各学校の実情に

合わせて，予め設定しておく必要がある。 

 
表５ 本事例における単元の観点別学習状況の評価の総括（例３） 

成成年年ととししてて自自立立ししたた経経済済生生活活をを営営むむににはは  定定期期考考査査  ワワーーククシシーートト  
家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（パパフフォォーーママンンスス課課題題））  

家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（振振りり返返りり））  
観観点点ごごととのの総総括括  

生
徒
Ｇ
の 

評
価
の
記
録 

知識・技能 24/30 点    
24/30 点 

ＡＡ（80.0％） 

思考・判断・表現 10/10 点 5/10 点 5/10 点  
20/30 点 

ＢＢ（66.7％） 

主体的に学習に 
取り組む態度 

  5/10 点 3/5 点 
8/15 点 

ＢＢ（53.3％） 

 
  このほかにも，観点別学習状況の評価に係る記録の総括については，様々な考え方や方法がある

ため，各学校において工夫することが望まれる。 

 
（２）学期末における観点別評価の総括 

  学期末における観点別評価の総括については，単元ごとに総括した観点ごとの評価結果を基に

行う場合と，学習過程における評価情報から総括する方法が考えられる。総括の方法としては，54

～55 ページに示した例１～例３の方法などが考えられる。 

 
（３）学年末における観点別評価の総括 

  学年末における観点ごとの総括については，学期末に総括した観点ごとの評価結果を基に行う

場合と，単元ごとに総括した観点ごとの評価結果を基に行う場合などが考えられる。 
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※ 本事例では，全ての評価方法(評価課題)を 1 単元内の学習内容で構成している。 
※ 生活を包括的に捉える見方や考え方の変容を見取るため，複数の単元を横断した評価方法(評価課題)
を設定することも考えられる。 

 
家庭科における単元ごとの観点別学習状況の評価の評定への総括について，「第１編 総説 第２

章(５)観点別学習状況の評価に係る記録の総括」に示された二つの方法とともに，各観点の達成状

況を割合で示し，それを基に総括する方法を以下に例示する。 

 

 ① 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を基に総括する場合（例１） 

評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数を目安として，各観点の評価結果の数が多いものを総括した評価とす

る。従って，「知識・技能」はＡ，「思考・判断・表現」はＢ，「主体的に学習に取り組む態度」は

Ｂの評価に総括できる。 

表２ 本事例における単元の観点別学習状況の評価の総括（例１） 

成成年年ととししてて自自立立ししたた経経済済生生活活をを営営むむににはは  定定期期考考査査  ワワーーククシシーートト  
家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（パパフフォォーーママンンスス課課題題））  

家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

((振振りり返返りり))  
観観点点ごごととのの総総括括  

生
徒
Ｇ
の 

評
価
の
記
録 

知識・技能 Ａ    ＡＡ 

思考・判断・表現 Ａ Ｂ Ｂ  ＢＢ 

主体的に学習に 
取り組む態度   ○Ｂ  Ｂ ＢＢ 

※ 主体的に学習に取り組む態度の評価の○B は，パフォーマンス課題の結果に振り返りシート(１枚ポー
トフォリオ)や授業での行動観察も加えて，最終的に判断した評価結果を表している。 

 

② 評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に置き換えて総括する場合（例２） 

  評価結果の数値によって表し，合計や平均することで総括する。上記の場合，Ａ=３，Ｂ=２，Ｃ

=１の数値で各観点の評価を数値化すると，「知識・技能」の平均値は 3.00，「思考・判断・表現」

の平均値は 2.33，「主体的に学習に取り組む態度」の平均値は 2.00 となる。この場合に総括の結

果をＢとする判断の基準を[1.5≦平均値≦2.5]とすると，「知識・技能」ではＡ，「思考・判断・表

現」ではＢ，「主体的に学習に取り組む態度」ではＢの評価に総括できる。 

 
表３ 本事例における単元の観点別学習状況の評価の総括（例２） 

成成年年ととししてて自自立立ししたた経経済済生生活活をを営営むむににはは 定定期期考考査査 ワワーーククシシーートト 
家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（パパフフォォーーママンンスス課課題題）） 

家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

((振振りり返返りり)) 
観観点点ごごととのの総総括括 

生
徒
Ｇ
の 

評
価
の
記
録 

知識・技能 Ａ(３)    Ａ(3.00) 

思考・判断・表現 Ａ(３) Ｂ(２) Ｂ(２)  Ｂ(2.33) 

主体的に学習に 
取り組む態度   ○Ｂ  (２) Ｂ(２) Ｂ(2.00) 

※ 主体的に学習に取り組む態度の評価の○B は，例１と同様の考え方で評価した結果である。 
※ いずれかの評価を重視する場合は，あらかじめ評価計画作成時点において，例えば，重視したい評価
について「Ａ=６点，Ｂ=４点，Ｃ=２点」や「Ａ=４点，Ｂ=２点，Ｃ=０点」とすることも考えられる。 

 

③ 各観点の達成状況の割合から総括する方法(例３) 

  単元の各観点の達成状況を数値で表し，総括した評価とする。 

表４は「３ 指導と評価の計画」で記録に残す評価とした評価方法について，それぞれどのよう

に配点したかを示している。 

   

表４ 本事例における３観点の配点計画  

成成年年ととししてて自自立立ししたた経経済済生生活活をを営営むむににはは 定期考査 ワークシート 
家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（パパフフォォーーママンンスス課課題題）） 

家庭基礎レポート 

(振り返り) 

知識・技能 30 点    
思考・判断・表現 10 点 10 点 10 点  
主体的に学習に取り組む態度   10 点 ５点 

 
また，これらを基に，生徒Ｇが表５に示した得点の時，単元の各観点の達成状況の割合は，「知

識・技能」は 80.0％，「思考・判断・表現」は 66.7％，「主体的に学習に取り組む態度」は 53.3％
となる。この場合に総括の結果をＢとする判断の基準を[50％≦達成状況の割合＜80％]とすると，

「知識・技能」はＡ，「思考・判断・表現」はＢ，「主体的に学習に取り組む態度」はＢの評価に総

括できる。なお，総括の結果をＢとする判断の基準（達成状況の割合の範囲）は，各学校の実情に

合わせて，予め設定しておく必要がある。 

 
表５ 本事例における単元の観点別学習状況の評価の総括（例３） 

成成年年ととししてて自自立立ししたた経経済済生生活活をを営営むむににはは  定定期期考考査査  ワワーーククシシーートト  
家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（パパフフォォーーママンンスス課課題題））  

家家庭庭基基礎礎レレポポーートト  

（（振振りり返返りり））  
観観点点ごごととのの総総括括  

生
徒
Ｇ
の 

評
価
の
記
録 

知識・技能 24/30 点    
24/30 点 

ＡＡ（80.0％） 

思考・判断・表現 10/10 点 5/10 点 5/10 点  
20/30 点 

ＢＢ（66.7％） 

主体的に学習に 
取り組む態度 

  5/10 点 3/5 点 
8/15 点 

ＢＢ（53.3％） 

 
  このほかにも，観点別学習状況の評価に係る記録の総括については，様々な考え方や方法がある

ため，各学校において工夫することが望まれる。 

 
（２）学期末における観点別評価の総括 

  学期末における観点別評価の総括については，単元ごとに総括した観点ごとの評価結果を基に

行う場合と，学習過程における評価情報から総括する方法が考えられる。総括の方法としては，54

～55 ページに示した例１～例３の方法などが考えられる。 

 
（３）学年末における観点別評価の総括 

  学年末における観点ごとの総括については，学期末に総括した観点ごとの評価結果を基に行う

場合と，単元ごとに総括した観点ごとの評価結果を基に行う場合などが考えられる。 
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家庭科  事例２（家庭基礎） 

キーワード 「思考・判断・表現」の評価 

 

単元名  内容のまとまり 

生涯を見通して，自分らしい人生を 

つくる 

 
 

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 

(1) 生涯の生活設計 

(2) 青年期の自立と家族・家庭 

 この単元は，「Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉」の(1)「生涯の生活設計」のア及びイと(2)「青

年期の自立と家族・家庭」のア及びイの関連を図っている。生涯を見通して主体的に生活するために

必要な基礎的な知識及び技能を身に付けるとともに，課題を解決する力や，生活の充実向上を図ろう

とする実践的な態度を育成することをねらいとしている。 

 本事例は，「思考・判断・表現」の評価について，評価方法を具体的に示している。 

 
１ 単元の目標  

(1) 人の一生について，自己と他者，社会との関わりから様々な生き方があること，生涯発達の視

点で青年期の課題を理解しているとともに，自立した生活を営むために必要な情報の収集・整理

を行い，生涯を見通して，生活課題に対応し意思決定をしていくことの重要性や家族・家庭の機

能と家族関係，家族・家庭生活を取り巻く社会環境の変化や課題，家族・家庭と社会の関わりに

ついて理解を深める。 
(2) ライフスタイルと将来の家庭生活及び職業生活，家庭や地域のよりよい生活を創造するため

に，男女が協力して家族の一員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性について，問題を

見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善し，考察したことを根拠に基づいて

論理的に表現するなど，生涯を見通して課題を解決する力を身に付ける。 

(3) 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，生涯の生活設計や青年期の自立と家族・

家庭について課題の解決に主体的に取り組んだり，振り返って改善したりして，地域社会に参画

しようとするとともに，自分や家庭，地域の生活の充実向上を図るために，実践しようとする。 

 
２ 単元の評価規準  

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・人の一生について，自己と他
者，社会の関わりから様々な
生き方があることを理解して
いるとともに，自立した生活
を営むために必要な情報の収
集・整理を行い，生涯を見通し
て，生活課題に対応し意思決
定をしていくことの重要性に
ついて理解を深めている。 

・生涯発達の視点で青年期の課
題を理解しているとともに，
家族・家庭の機能と家族関係，
家族・家庭生活を取り巻く社
会環境の変化や課題，家族・家
庭と社会の関わりについて理
解を深めている。 

ライフスタイルと将来の家庭

生活及び職業生活，家庭や地域

のよりよい生活を創造するた

めに，男女が協力して家族の一

員としての役割を果たし家庭

を築くことの重要性について，

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根

拠に基づいて論理的に表現す

るなど，生涯を見通して課題を

解決する力を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生涯の生

活設計や青年期の自立と家族・

家庭について，課題の解決に主

体的に取り組んだり，振り返っ

たりして，地域社会に参画しよ

うとするとともに，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 

   

３ 指導と評価の計画（８時間） 

時
間 

ねらい・学習活動 
重
点 

記
録 

備考 

１ 

 
 
 
 
 
 
・中学校までの既習事項やこれま
での生活を振り返りながら，単元
全体を貫く課題に対する学習前
の考えを記入する。 

・各ライフステージの発達課題に
ついて自分の考えを学習プリン
トに記入し，発表し合う。 

・自分について考える。  
・自分の目指すライフスタイルの
実現に向けて問題を見いだして
課題を設定する。 

・本時を振り返り，大切だと思ったこ
と，印象に残ったことを記入する。 

[展開例１参照] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
思 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自分自身について客観的に分析し，自分の

目指すライフスタイルの実現に向けて問
題を見いだして課題を設定している。 

 ワークシート〔例１〕 
ポートフォリオ〔例２〕 

 

２ 

 
 
 
 

・日常生活を振り返り，自己の自立
に関する問題点を整理する。 

 
 
・多様な価値観に気付くとともに，
自己決定の大切さについて理解
する。 

・本時を振り返り，大切だと思ったこ
と，印象に残ったことを記入する。 

 
 
 
 

態 
 
 
 
知 
 

 
 
 
 

○ 
 
 
 

 
 
 
 

・自立した生活に向けて問題を見いだして
課題を設定し，課題解決に主体的に取り組
もうとしている。 
                 パフォーマンス課題  

・青年期の課題や生活課題に対応した意思
決定の大切さを理解している。 

ワークシート  
【パフォーマンス課題(例)】 
・生活技術を習得しよう 

 

３ 
・ 
４ 

 
 
 
 
 
・家族の例（Ｈさん家族）が直面す
る課題の解決を通して，男女が相
互に協力して家庭や社会を築く
方法を考える。 

・ワーク・ライフ・バランスを意識
した生き方を考える。 

・本時を振り返り，大切だと思ったこ
と，印象に残ったことを記入する。 

[展開例２参照] 

 
 
 
思 
 
態 
 
 
思 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

○ 

 
 
 
 
 
・男女が相互に協力して家庭や社会を築く
ことについての課題の解決に主体的に取
り組もうとしている。    行動観察 

・男女が相互に協力して家庭や社会を築く
ことの重要性について考え，工夫してい
る。           ワークシート〔例３〕 

 

５   
 
 
 

 

生涯を見通すということ 
【ねらい】生涯発達の視点で各ライフステージの特徴と課題について理解し，自分の

目指すライフスタイルの実現に向けて問題を見いだして課題を設定するこ
とができる。 

大人になるって，どういうこと？ 
【ねらい】青年期の課題である自立や生活課題に対応した意思決定の大切さを理解す

ることができる。 

家族と仕事・・・どう生きたい？ 
【ねらい】男女が相互に協力して家庭や社会を築くことの重要性について考え，これ

からの生き方を工夫することができる。 

【単元全体を貫く課題】 
人生 100 年時代を自分らしく生きるため
に，高校生の今，どのようなことを身に付
ける必要があるのだろうか。 

家族って何？ ～ 時代とともに家族の形は変化する!? ～ 
【ねらい】時代とともに変化する家族・家庭の特徴や機能について理解することがで

きる。 
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・家族・家庭の意義や機能，時代と
ともに変化する家族の形や機能
について理解する。 

・現代の家族が抱える課題につい
て社会環境の変化と関連付けて
理解する。 

・本時を振り返り，大切だと思ったこ
と，印象に残ったことを記入する。 

知 
 
 
 

 ・時代とともに変化する家族・家庭の特徴や
機能について理解している。 

小テスト 
 

６ 

 
 
 
 
・家族・家庭に関する基礎的な法律
について知る。また，戦前から現
在までの民法改正の動きについ
て理解する。 

・本時を振り返り，大切だと思ったこ
と，印象に残ったことを記入する。 

 
 
 
 
知 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
・家族に関する法律(婚姻，夫婦，親子，相続
等)や社会制度について理解している。 
                       小テスト 

７ 

 
 
 
 
 
・ライフプランを作成する。 
・理想のライフスタイルを実現す
るための，短期目標，中期目標を
考える。 

・本時を振り返り，大切だと思った
こと，印象に残ったことを記入する。 

・単元全体を貫く課題に対する学
習後の考えを記入する。 

・学習前後の自分の変容に気付か
せるため，学習前と学習後の記述
内容を比較する。[展開例３参照] 

 
 
 
 
 
思 
 
 
 
態 

 
 
 
 
 

○ 
 

 
 
 
 
 
・生活資源を有効活用した生活設計について
考え，工夫している。 

ワークシート〔例４〕  
 

・自己の目指すライフスタイルの実現に向け
た課題の解決に主体的に取り組もうとして
いる。            行動観察 

各単 
元末 

・各単元終了時に，各単元の学び
（生活設計に必要な生活資源に
関わる情報）を記入する。 

思 
 
 
態 

 ・各単元の学習内容を踏まえて，生活設計を
具体化したり，修正したりしている。 

ワークシート 
・自己の目指すライフスタイルの実現に向け
た課題解決に係る一連の活動を振り返って
改善しようとしている。 

ワークシート 

年度 
末 
 

８ 
 

 
 
 
 
 
 
 
・１年間の学びを振り返り，ライフ

プランを再考する。 
・短期目標，中期目標を考える。 
・レポート課題について見通しを
もつ。 

 

 
 
 
 
 
 
 
思 
 
 
態 

 

 

 

 

 

 
 
 
○ 

 
 
 
 
 
 
 
・自己の目指すライフスタイルの実現に向け
ての一連の活動について，考察したことを
論理的に表現している。  レポート課題 

・自己の目指すライフスタイルの実現に向け
た新たな課題を見つけて，次の実践に向け
て取り組もうとしている。 レポート課題 
【レポート課題（例）】 
宣言書～自己の目指すライフスタイルを実
現するために，高校生の今，やること～ 

 

自分はどう生きる？これからの人生 ～生活設計を立てよう～ 
【ねらい】自己の目指すライフスタイルを実現するために，生涯を見通してライフプ

ランを考え，工夫することができる。 

家族って何？ ～ 家族に関する法律について知ろう！ ～ 
【ねらい】家族に関する法律について理解することができる。 

自分はどう生きる？これからの人生  
～ １年間の学習を振り返って，生活設計を再考する～ 
【ねらい】自己の目指すライフスタイルを実現するために，１年間の学習を振り返っ

て，これまでの実践を評価したり，ライフプランを改善したりすることが
できる。 

   

４ 観点別学習状況の評価の進め方 

  ここでは，本題材におけるＡ(1)「生涯の生活設計」，Ａ(2)「青年期の自立と家族・家庭」の「思

考・判断・表現」の評価の具体的な例を紹介する。 

展開例１（１／８時間） 

（１）小単元名  生涯を見通すということ 

（２）本時のねらい 

生涯発達の視点で各ライフステージの特徴と課題について理解し，自分の目指すライフスタ

イルの実現に向けて問題を見いだして課題を設定することができる。 

 (３）学習活動と評価 

時間 学習活動 指導上の留意点 評価場面・評価方法 
(分) 
５ 
 
 
 
 
 
 

２ 
 
 

 

１ 中学校までの既習事項や
これまでの生活を振り返り
ながら，単元全体を貫く課
題に対する学習前の考えを
記入する。 

 
 
 
２ 本時の学習課題を確認
し，学習の見通しをもつ。 

 

・単元全体を貫く課題に対する学
習前の考えを記入する時間を設
定する。 

 
 
 
 
 
・本時の学習課題と学習の進め方
を確認する。 

 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

10 

３ 各ライフステージの発達
課題について自分の考えを
学習プリントに記入し，発
表し合う。 

 
 
 
４ 自分について考える。  
 
 
 
 
５ 自分の目指すライフスタ
イルの実現に向けて問題を
見いだして課題を設定す
る。 

・自分のこれまでを振り返り，こ
れからを見通しながら，各ライ
フステージにおける発達課題に
ついて考える時間を設定する。 

・各ライフステージにおける発達
課題について説明できるよう
に，まとめる時間を設定する。 

・自分や自分のライフスタイルに
ついて考える時間を設定する。 

・書いたものから自分で二つ選
び，班で発表する時間を設定す
る。 

 
・20 年後の自分を想像し，今の自
分がすべきこと（短期目標）を考
える時間を設定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■評価方法 
ワークシート〔例１〕 
思考・判断・表現① 
 記録に残す評価  

５ ６ 本時を振り返り，大切だ
と思ったこと，印象に残っ
たことをポートフォリオに
記入する。 

 

・本時の学びを自分の言葉でまと
める時間を設定する。 

■評価方法 
ポートフォリオ〔例２〕 
思考・判断・表現① 
 指導に生かす評価  

 (４) 「思考・判断・表現」の評価規準①の評価 

生涯を見通して生活の課題を解決する力を養うためには，生徒が当事者意識をもち，自立した生

活者として身近な生活の課題を主体的に捉え，具体的な実践を通して，課題の解決を図る「問題解

決的な学習」に繰り返し取り組むことが大切である。 

そこで，１時間目は，現在の自分と理想とする自分像を対比させることで，現在の自分の生活の

問題点を見いだし，解決すべき課題を設定させた。 

人生 100 年時代を自分らしく生きるために，高校生の今，どのようなことを身に付ける
必要があるのだろうか 

将来のために，今の自分がすべきことは何か，考えてみよう 

再 
構 
築 
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・家族・家庭の意義や機能，時代と
ともに変化する家族の形や機能
について理解する。 

・現代の家族が抱える課題につい
て社会環境の変化と関連付けて
理解する。 

・本時を振り返り，大切だと思ったこ
と，印象に残ったことを記入する。 

知 
 
 
 

 ・時代とともに変化する家族・家庭の特徴や
機能について理解している。 

小テスト 
 

６ 

 
 
 
 
・家族・家庭に関する基礎的な法律
について知る。また，戦前から現
在までの民法改正の動きについ
て理解する。 

・本時を振り返り，大切だと思ったこ
と，印象に残ったことを記入する。 

 
 
 
 
知 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
・家族に関する法律(婚姻，夫婦，親子，相続
等)や社会制度について理解している。 
                       小テスト 

７ 

 
 
 
 
 
・ライフプランを作成する。 
・理想のライフスタイルを実現す
るための，短期目標，中期目標を
考える。 

・本時を振り返り，大切だと思った
こと，印象に残ったことを記入する。 

・単元全体を貫く課題に対する学
習後の考えを記入する。 

・学習前後の自分の変容に気付か
せるため，学習前と学習後の記述
内容を比較する。[展開例３参照] 

 
 
 
 
 
思 
 
 
 
態 

 
 
 
 
 

○ 
 

 
 
 
 
 
・生活資源を有効活用した生活設計について
考え，工夫している。 

ワークシート〔例４〕  
 

・自己の目指すライフスタイルの実現に向け
た課題の解決に主体的に取り組もうとして
いる。            行動観察 

各単 
元末 

・各単元終了時に，各単元の学び
（生活設計に必要な生活資源に
関わる情報）を記入する。 

思 
 
 
態 

 ・各単元の学習内容を踏まえて，生活設計を
具体化したり，修正したりしている。 

ワークシート 
・自己の目指すライフスタイルの実現に向け
た課題解決に係る一連の活動を振り返って
改善しようとしている。 

ワークシート 

年度 
末 
 

８ 
 

 
 
 
 
 
 
 
・１年間の学びを振り返り，ライフ
プランを再考する。 

・短期目標，中期目標を考える。 
・レポート課題について見通しを
もつ。 

 

 
 
 
 
 
 
 
思 
 
 
態 

 

 

 

 

 

 
 
 
○ 

 
 
 
 
 
 
 
・自己の目指すライフスタイルの実現に向け
ての一連の活動について，考察したことを
論理的に表現している。  レポート課題 

・自己の目指すライフスタイルの実現に向け
た新たな課題を見つけて，次の実践に向け
て取り組もうとしている。 レポート課題 
【レポート課題（例）】 
宣言書～自己の目指すライフスタイルを実
現するために，高校生の今，やること～ 

 

自分はどう生きる？これからの人生 ～生活設計を立てよう～ 
【ねらい】自己の目指すライフスタイルを実現するために，生涯を見通してライフプ

ランを考え，工夫することができる。 

家族って何？ ～ 家族に関する法律について知ろう！ ～ 
【ねらい】家族に関する法律について理解することができる。 

自分はどう生きる？これからの人生  
～ １年間の学習を振り返って，生活設計を再考する～ 
【ねらい】自己の目指すライフスタイルを実現するために，１年間の学習を振り返っ

て，これまでの実践を評価したり，ライフプランを改善したりすることが
できる。 

   

４ 観点別学習状況の評価の進め方 

  ここでは，本題材におけるＡ(1)「生涯の生活設計」，Ａ(2)「青年期の自立と家族・家庭」の「思

考・判断・表現」の評価の具体的な例を紹介する。 

展開例１（１／８時間） 

（１）小単元名  生涯を見通すということ 

（２）本時のねらい 

生涯発達の視点で各ライフステージの特徴と課題について理解し，自分の目指すライフスタ

イルの実現に向けて問題を見いだして課題を設定することができる。 

 (３）学習活動と評価 
時間 学習活動 指導上の留意点 評価場面・評価方法 
(分) 
５ 
 
 
 
 
 
 

２ 
 
 

 

１ 中学校までの既習事項や
これまでの生活を振り返り
ながら，単元全体を貫く課
題に対する学習前の考えを
記入する。 

 
 
 
２ 本時の学習課題を確認
し，学習の見通しをもつ。 

 

・単元全体を貫く課題に対する学
習前の考えを記入する時間を設
定する。 

 
 
 
 
 
・本時の学習課題と学習の進め方
を確認する。 

 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

10 

３ 各ライフステージの発達
課題について自分の考えを
学習プリントに記入し，発
表し合う。 

 
 
 
４ 自分について考える。  
 
 
 
 
５ 自分の目指すライフスタ
イルの実現に向けて問題を
見いだして課題を設定す
る。 

・自分のこれまでを振り返り，こ
れからを見通しながら，各ライ
フステージにおける発達課題に
ついて考える時間を設定する。 

・各ライフステージにおける発達
課題について説明できるよう
に，まとめる時間を設定する。 

・自分や自分のライフスタイルに
ついて考える時間を設定する。 

・書いたものから自分で二つ選
び，班で発表する時間を設定す
る。 

 
・20 年後の自分を想像し，今の自
分がすべきこと（短期目標）を考
える時間を設定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■評価方法 
ワークシート〔例１〕 
思考・判断・表現① 
 記録に残す評価  

５ ６ 本時を振り返り，大切だ
と思ったこと，印象に残っ
たことをポートフォリオに
記入する。 

 

・本時の学びを自分の言葉でまと
める時間を設定する。 

■評価方法 
ポートフォリオ〔例２〕 
思考・判断・表現① 
 指導に生かす評価  

 (４) 「思考・判断・表現」の評価規準①の評価 

生涯を見通して生活の課題を解決する力を養うためには，生徒が当事者意識をもち，自立した生

活者として身近な生活の課題を主体的に捉え，具体的な実践を通して，課題の解決を図る「問題解

決的な学習」に繰り返し取り組むことが大切である。 

そこで，１時間目は，現在の自分と理想とする自分像を対比させることで，現在の自分の生活の

問題点を見いだし，解決すべき課題を設定させた。 

人生 100 年時代を自分らしく生きるために，高校生の今，どのようなことを身に付ける
必要があるのだろうか 

将来のために，今の自分がすべきことは何か，考えてみよう 

再 
構 
築 
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３ 指導と評価の計画（４時間） 

時
間 ねらい・学習活動 重

点 
記
録 備考（・は評価規準，＊は指導上の留意点を示す） 

１ 

 
 
 
 
・ホームプロジェクトと学校家庭
クラブ活動の意義と実践方法を
知る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「課題発見シート」への記録方法
について知る。 

 
・ホームプロジェクトの評価につ
いて知る。 

 
 
 
 

知 

 
 

 
 
 
 
・ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の
意義と実践方法について理解している。 

＊ホームプロジェクトは，家庭科の学習を踏ま
え，よりよい家庭生活を営むため，自己の家庭
生活を見直すものであり,長期休業中等の課題
となることを告げる。 

＊学校家庭クラブ活動は，グループや学校単位で
多くの友人の力を結集して，学校や地域生活の
充実・向上を目指す活動であることを告げる。 

＊家庭科の授業の早い段階において伝える。 
＊課題解決のプロセス（Plan・Do・See）につい
て，教科書等を用いて確認する。 

＊各単元の学びを通して，家庭生活で気になった
ことなどを「課題発見シート」に記録していく
よう伝える。 

＊ホームプロジェクトの評価について知らせる。 
＊過去の研究発表大会のＤＶＤを視聴させたり，
ホームプロジェクトコンクール入選作品につ
いて紹介したりするのも一つの方法である。 

２ 
・
３ 
 

 
 
 

・「課題発見シート」をグループで
共有する。 

・ホームプロジェクトの題目を設
定し，目標を明確化する。 

 
 
 
・課題を解決するための具体的方
法について考える。 

・グループで発表し合う。 
・他者の意見や新たな情報によ
り,自分の計画を検討・改善す
る。     ［展開例１］ 

 
 
 

 
 
思 
 
 

態 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
・自己の家庭生活について課題を設定し，解決方
法を考え，実戦に向けた計画を工夫している。 

ワークシート 
・自己の家庭生活について，課題の解決に主体的

に取り組もうとしている。 
＊内容ＡからＣまでの学習や中学校の内容「Ａ 

家族・家庭生活」の「(4)家族・家庭生活につい
ての課題と実践」など，これまでの学習を振り
返り，課題を設定するよう助言する。 

＊ＩＣＴ端末を活用し，課題解決の方法について
調べさせる。 

 

家庭での実践 思 
 

態 

○ 
 

○ 

・課題の解決に向けた一連の活動について，考察
したことを論理的に表現している。 

・課題の解決に主体的に取り組んだり，一連の活
動について振り返って改善したりしている。 

実践シート  

４ 

 
 
 
 
 

・グループごとに発表を行い,互
いに評価する。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 
【ねらい】ホームプロジェクト及び学校家庭クラブ活動について理解することができる。 

ホームプロジェクトの計画 
【ねらい】ホームプロジェクトの課題を設定し,その解決方法について考える。 

ホームプロジェクトの評価と改善 
【ねらい】ホームプロジェクトの実践について，評価・改善するとともに，よりよい社

会の構築に向けて，家庭生活や地域の生活に関する新たな課題を見付け，次
の実践に取り組もうとする。 

   

・グループ内での意見を踏まえ,
実践を評価し,改善する。 

・ホームプロジェクトを学校家庭
クラブ活動につなげることを考
える。 

・全体を振り返るとともに，家庭
生活のさらなる充実・向上のた
め，新たな課題を見付け,次の実
践に向けて考えたことをまとめ
る。      ［展開例２］ 

態 ○ ・課題の解決に向けた一連の活動を振り返って，
改善しようとしている。 

・家庭生活や地域の生活に関する新たな課題を
見付け，次の実践に取り組もうとしている。 

ポートフォリオ 
＊次の実践につながるようにする。 
＊グループ発表の中から家庭クラブ活動で取り
組んでみたい実践を選び，どのように展開する
かなどを考えさせる。 

＊地域社会の生活向上を目的とするのが学校家
庭クラブ活動であり，ホームプロジェクトの実
践を拡大することで，つなげていくことができ
ることを知らせる。 

 

展開例１（２，３／４時間） 

（１）小単元名  ホームプロジェクトの計画 

（２）本時のねらい 

ホームプロジェクトの課題を設定し，その解決方法について考える。 

（３）学習活動と評価 

時間 学習活動 指導上の留意点 評価場面・評価方法 

（分）
５ 

１ 本時の学習目標を確認する。 
 
 

  

15 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
45 

２ 「課題発見シート」をグルー
プで共有し,互いに意見を交
換する。 

 
３ 他者のシートも参考に,自分
が最も解決したい課題を選
ぶ。「課題掘り下げシート」を
用いて目標を明確化する。 

 
 
 
４ 課題を解決するための具体
的方法について考え，実践計
画を作成する。 

 
５ ペアやグループで実践計画
を発表し合い,よいところ,ア
ドバイス等を付箋に記入す
る。 

・ペア（グループ）ワークを踏ま
えて，実践計画を改善する。 

 
 
 
 
・他者の考えも参考にして，
自己の生活を見直すよう助
言する。 

・研究を進める上で，課題を
把握し，目標を明確に定め
ることが大切であることを
知らせる。 

・ＩＣＴ端末等を活用して，
様々な解決方法の中から，
自己の実践に適切な解決方
法について検討させる。 

 
 
 
 
・他者の発表や，もらった意
見をもとに，実践計画の改
善点をまとめさせる。 

 
 
 
 
課題設定及び計画を
立てる場面 
■評価方法 
ワークシート［例１］ 
思考・判断・表現① 
指導に生かす評価 
 

５ ６ 本時の学習をまとめ,実践に
向けて確認する。 

 振り返り,学習をま
とめる場面 
■評価方法 
ワークシート［例１］ 
主体的に学習に取り
組む態度① 
指導に生かす評価 

 

 

 

ホームプロジェクトの課題を設定し,その解決方法について考えよう。 
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（４）「思考・判断・表現」の評価規準①の評価について 

  評価規準①については，ワークシート［例１］の題目

設定の理由及び計画の記述内容を「指導に生かす評価」

とする。ホームプロジェクトの実施に当たっては，まず，

目標を明確にして綿密な実践計画を作成することが重

要であることから，「努力を要する」状況（Ｃ）と判断さ

れる生徒を確認し，その後の指導に生かしていく。「努

力を要する」状況（Ｃ）と判断される生徒に対しては，

ワークシート返却の際に，友達や教師からのアドバイス

を参考にするよう助言するなど，個に応じた指導を工夫

し，生徒が主体的に実践できるように支援する。 

生徒Ｎは，自己の家庭生活の中から課題を見いだし，

課題解決を目指して計画を立てていることから，「おお

むね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。 

また，生徒Ｍは，家庭科の学習を踏まえ，自分の家庭

生活と関連付けて課題を設定し，解決方法について具体的に考えている。また，持続可能な社会の

構築にも結びついており，今日的な内容であることから，（Ａ）と判断した。 

 

 

生徒Ｎのワークシートの一部           生徒Ｍのワークシートの一部 

 

 

課題設定の

理由 

＜家庭科での学び＞ 

・食べられるのに廃棄されている食品を「食品

ロス」という。 

・食品ロスを減らすためには，食品を買いすぎ

ない。料理を作りすぎないなどが大切。 

＜我が家の現状＞ 

・買い物や料理は親がしている。 

・冷蔵庫や棚は常に食品でいっぱいで，期限が

過ぎて捨ててしまうこともある。 

＜課題意識＞ 

・我が家の食品ロスがどのくらいか，調べてみ

たい。 

計画（予定） １ 実態調査 

 ・２週間，我が家の食品ロスの状況について

調べる。 

２ 調査結果から問題点を把握する 

３ 改善方法について考える 

 ・買い物の工夫 

 ・食品の有効活用 

４ 反省・評価 

 

課題設定の

理由 

＜家庭科での学び＞ 

・日本の食品ロス量を国民１人当たりに換算す

ると，毎日ご飯茶碗１杯分を捨てていることにな

ると習った。 

・賞味期限については，期限が過ぎたからといっ

てすぐ食べられなくなるわけではないことも知

った。 

＜我が家の現状＞ 

・我が家の冷蔵庫は常に食品でいっぱいで，知ら

ない間に消費期限が過ぎていて，捨ててしまうこ

とも多い。 

・災害に備えるという理由で，レトルト食品や缶

詰などを買いだめしていて，把握できていない。 

＜課題意識＞ 

・どうすれば，食品ロスを出さずにすむか，でき

ることに取り組みたい。 

計画（予定） １ 実態調査 

・２週間，我が家の食品ロスの状況を調査する 

２ 調査結果から問題点を把握する 

３ 改善方法について考える 

  ・冷蔵庫の整理と買い物の工夫 

  ・ストック食品の管理の工夫 

  ・献立の工夫 

４ 反省・評価 

思思考考・・
判判断断・・
表表現現①①  

態態①①  

ワークシート［例１］ 

   

（５）「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準①の評価について 

評価規準①については，課題の解決に向けて主体的に取り組もうとしているかについて，ワーク

シート［例１］の記述内容から評価する。 

生徒Ｎは，課題の解決に向けて見通しをもち，他の生徒のアドバイスを生かして取り組もうとし

ていることから，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。その際，「努力を要する」状況（Ｃ）

と判断される生徒に対しては，教科書等の事例を参考にするよう促したり，具体的に助言したりす

るなどして，生徒が主体的に活動に取り組むことができるようにする。 

 また，生徒Ｍは，他の生徒のアドバイスをもとに，自ら疑問点を調べたり，方法について考えた

りするとともに，家族の協力を得ようとするなど，よりよい実践となるように取り組もうとしてい

ることから，（Ａ）と判断した。 

 

生徒Ｎのワークシートの一部         生徒Ｍのワークシートの一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開例２（４／４時間） 

（１）小単元名  ホームプロジェクトの評価と改善 

（２）本時のねらい 

ホームプロジェクトの実践について，評価・改善するとともに，よりよい社会の構築に向けて，

家庭生活や地域の生活に関する新たな課題を見付け，次の実践に取り組もうとする。 

（３）学習活動と評価 

時間 学習活動 指導上の留意点 評価場面・評価方法 
（分）
５ 
 
 

１ 本時の学習目標を確認する。 
 

  

35 ２ ホームプロジェクトの実践
をグループごとに発表し,相
互評価をする。 

 
 
 
３ ホームプロジェクトの実践
を振り返り,実践した結果を
評価したり,改善したりする。 

４ ホームプロジェクトを学校家
庭クラブ活動につなげることを
考える。 

 
 

・意見を付箋に記入し，相互
に評価させる。 
青色付箋…良かった点 
黄色付箋…アドバイス 
桃色付箋…質問 

 
・他者の発表や，もらった意
見をもとに，改善点をまと
めさせる。 

・グループ発表の中から家庭ク
ラブ活動で取り組んでみた
い実践を一つ選び，どのよう
に展開するかなどを考えさ
せる。 

 

〈題⽬を設定する上で難しかったこと〉 
・最初，自分の家庭生活の中から課題を見つけること

自体が難しかった。 

・グループの人の話を聞くことで，ヒントを得ること

ができた。 

〈実践に向けて考えていること〉 
・グループの人から，食品ロスにもいろいろあるので

はないか，どういう調査をするのかと聞かれたの

で調べてみた。家庭系食品ロスの内訳は①過剰除

去②食べ残し③直接廃棄の３種類に分けられるこ

とが分かった。今回は，特に③について調べてみよ

うと思う。 

・家族の協力も必要なので，ホームプロジェクトにつ

いて説明しようと思う。 

ホームプロジェクトの実践について共有し，家庭生活における次の課題や，
学校家庭クラブ活動へつなげよう。 

。。  
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10 ５ 家庭生活の向上に向けて,
改善策を見付け,次の実践に
向けて考えたことをまとめ
る。 

 実践を振り返り,学
習をまとめる場面 
■評価方法 
ポートフォリオ 
主体的に学習に取り
組む態度③ 
記録に残す評価 

 

（４）「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準③の評価について 

  第４時の評価規準③については，他者の実践報告を聞くことで，自分の実践を振り返ったり，改

善点を見いだして，次の課題解決に向けてさらなる実践に取り組もうとしているかについて，ポー

トフォリオの記述内容から評価する。 

  生徒Ｎは，他の生徒の発表を参考にして実践を振り返り,今後も継続して粘り強く取り組もうと

していることから，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。その際，「努力を要する」状況

（Ｃ）と判断される生徒に対しては，グループの生徒が記入した付箋を参考にするように促して改

善点を見いだせるようにするなど，個に応じた支援を行う。 

また，生徒Ｍは，他の生徒の実践から自分の実践を振り返ったり，他の生徒からの意見を参考に，こ

れからの改善策について具体的に記述したりしていることから，（Ａ）と判断した。 

 

生徒Ｎのポートフォリオの一部 

〈他の人の実践を聞いて思ったこと〉 
 ・○○さんは，詳しく調べていてすごいなと思った。 
 ・△△さんのレシピで私も作ってみようと思った。 
〈友達からの感想〉 
 省略 
〈改善策〉 
 ・これからも冷蔵庫や食品棚の整理を続けようと思う。整理の方法について，消費期限や賞味期限がわかりやす

いような工夫をしたい。 
 ・このホームプロジェクトをきっかけに，家族と協力して，我が家の食品ロス削減に向けてできることから取り

組んでいきたい。 

 

生徒Ｍのポートフォリオの一部 

〈他の人の実践を聞いて思ったこと〉 
 ・○○さんは，公的な機関に出かけて聞き取りするなどしていてすごいと思った。私の家の状況だけでなく，住

んでいる地域や日本，他国についても調べてみるのもいいと思った。 
 ・△△さんのように，家族にインタビューしてみるのもおもしろいと思った。 
〈友達からの感想〉 
 省略 
〈改善策〉 
 ・○○さんから，廃棄した食品についてお金に換算してみたら，もったいないという意識がはたらいて，家族の

協力がもっと得られるのではないかとアドバイスをもらった。おもしろそうなのでやってみたい。「今週捨て
てしまったお金」などとして，冷蔵庫に貼るなどしたら，無駄をなくそうと思えるかも。 

 ・調理する過程での食品ロス削減についても，家族と協力していきたい。 
 ・過剰除去には，調理技術の不足もあると思う。技術を身に付けていきたい。 

 

 

【参考資料】家庭における実践の評価について 

家庭における実践については，「実践シート」の［実施状況］，［反省・評価］の記述内容から「思

考・判断・表現」の評価規準②を，［実施状況］の記述内容から「主体的に学習に取り組む態度」

の評価規準②を評価する。 

   

（１）「思考・判断・表現」の評価規準②の評価について 

  評価規準②については，「計画に沿って実践するとともに，自分の実践を振り返り，課題がどの

ように解決されたか論理的に説明し，改善策について記載するなど，計画，実践，改善の課題解決

のプロセスに沿ったものになっているか」について評価する。 

 

（２）「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準③の評価について 

  評価規準③については，「自分で課題に粘り強く取り組み，うまくいかない場合は，他の解決方

法を検討し，課題の解決に向けて再度実践を行うなど，自ら学習を調整しようとする態度」につい

て，実践シートの記述内容から評価する。 

 

実践シート（例） 

 
 

思思考考・・判判断断・・表表現現②②  

主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度③③  

   

（２）「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準③の評価について 

  評価規準③については，「自分で課題に粘り強く取り組み，うまくいかない場合は，他の解決方

法を検討し，課題の解決に向けて再度実践を行うなど，自ら学習を調整しようとする態度」につい

て，実践シートの記述内容から評価する。 

 

実践シート（例） 

 

主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度③③  

思思考考・・判判断断・・表表現現②②  
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10 ５ 家庭生活の向上に向けて,
改善策を見付け,次の実践に
向けて考えたことをまとめ
る。 

 実践を振り返り,学
習をまとめる場面 
■評価方法 
ポートフォリオ 
主体的に学習に取り
組む態度③ 
記録に残す評価 

 

（４）「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準③の評価について 

  第４時の評価規準③については，他者の実践報告を聞くことで，自分の実践を振り返ったり，改

善点を見いだして，次の課題解決に向けてさらなる実践に取り組もうとしているかについて，ポー

トフォリオの記述内容から評価する。 

  生徒Ｎは，他の生徒の発表を参考にして実践を振り返り,今後も継続して粘り強く取り組もうと

していることから，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。その際，「努力を要する」状況

（Ｃ）と判断される生徒に対しては，グループの生徒が記入した付箋を参考にするように促して改

善点を見いだせるようにするなど，個に応じた支援を行う。 

また，生徒Ｍは，他の生徒の実践から自分の実践を振り返ったり，他の生徒からの意見を参考に，こ

れからの改善策について具体的に記述したりしていることから，（Ａ）と判断した。 

 

生徒Ｎのポートフォリオの一部 

〈他の人の実践を聞いて思ったこと〉 
 ・○○さんは，詳しく調べていてすごいなと思った。 
 ・△△さんのレシピで私も作ってみようと思った。 
〈友達からの感想〉 
 省略 
〈改善策〉 
 ・これからも冷蔵庫や食品棚の整理を続けようと思う。整理の方法について，消費期限や賞味期限がわかりやす

いような工夫をしたい。 
 ・このホームプロジェクトをきっかけに，家族と協力して，我が家の食品ロス削減に向けてできることから取り

組んでいきたい。 

 

生徒Ｍのポートフォリオの一部 

〈他の人の実践を聞いて思ったこと〉 
 ・○○さんは，公的な機関に出かけて聞き取りするなどしていてすごいと思った。私の家の状況だけでなく，住

んでいる地域や日本，他国についても調べてみるのもいいと思った。 
 ・△△さんのように，家族にインタビューしてみるのもおもしろいと思った。 
〈友達からの感想〉 
 省略 
〈改善策〉 
 ・○○さんから，廃棄した食品についてお金に換算してみたら，もったいないという意識がはたらいて，家族の

協力がもっと得られるのではないかとアドバイスをもらった。おもしろそうなのでやってみたい。「今週捨て
てしまったお金」などとして，冷蔵庫に貼るなどしたら，無駄をなくそうと思えるかも。 

 ・調理する過程での食品ロス削減についても，家族と協力していきたい。 
 ・過剰除去には，調理技術の不足もあると思う。技術を身に付けていきたい。 

 

 

【参考資料】家庭における実践の評価について 

家庭における実践については，「実践シート」の［実施状況］，［反省・評価］の記述内容から「思

考・判断・表現」の評価規準②を，［実施状況］の記述内容から「主体的に学習に取り組む態度」

の評価規準②を評価する。 

   

（１）「思考・判断・表現」の評価規準②の評価について 

  評価規準②については，「計画に沿って実践するとともに，自分の実践を振り返り，課題がどの

ように解決されたか論理的に説明し，改善策について記載するなど，計画，実践，改善の課題解決

のプロセスに沿ったものになっているか」について評価する。 

 

（２）「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準③の評価について 

  評価規準③については，「自分で課題に粘り強く取り組み，うまくいかない場合は，他の解決方

法を検討し，課題の解決に向けて再度実践を行うなど，自ら学習を調整しようとする態度」につい

て，実践シートの記述内容から評価する。 

 

実践シート（例） 

 
 

思思考考・・判判断断・・表表現現②②  

主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度③③  

   

（２）「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準③の評価について 

  評価規準③については，「自分で課題に粘り強く取り組み，うまくいかない場合は，他の解決方

法を検討し，課題の解決に向けて再度実践を行うなど，自ら学習を調整しようとする態度」につい

て，実践シートの記述内容から評価する。 

 

実践シート（例） 

 

主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度③③  

思思考考・・判判断断・・表表現現②②  
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高高等等学学校校家家庭庭科科ににおおけけるる「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準（（例例））」」  

  

第第１１  家家庭庭基基礎礎  

１ 目標と評価の観点の趣旨（例） 

目 

標 

(1) (2) (3) 

人の一生と家族・家庭及び福

祉，衣食住，消費生活・環境な

どについて，生活を主体的に営

むために必要な基礎的な理解

を図るとともに，それらに係る

技能を身に付けるようにする。 

家庭や地域及び社会における

生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなど，生涯を見

通して課題を解決する力を養

う。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実

向上を図ろうとする実践的な

態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.181） 

 

観 

点 
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣 

旨 

生活を主体的に営むために必

要な人の一生と家族・家庭及び

福祉，衣食住，消費生活・環境

などの基礎的なことについて

理解しているとともに，それら

に係る技能を身に付けている。 

 

生涯を見通して，家庭や地域及

び社会における生活の中から

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根

拠に基づいて論理的に表現す

るなどして課題を解決する力

を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするとと

もに，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践

しようとしている。 

 

  

２ 内容のまとまりごとの評価規準（例） 

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 

(1) 生涯の生活設計 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

人の一生について，自己と他者，

社会との関わりから様々な生き

方があることを理解していると

ともに，自立した生活を営むた

めに必要な情報の収集・整理を

行い，生涯を見通して，生活課題

に対応し意思決定をしていくこ

生涯を見通した自己の生活につ

いて主体的に考え，ライフスタイ

ルと将来の家庭生活及び職業生

活について問題を見いだして課

題を設定し，解決策を構想し，実

践を評価・改善し，考察したこと

を根拠に基づいて論理的に表現

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生涯の生

活設計について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実



 

 

  

高高等等学学校校家家庭庭科科ににおおけけるる「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準（（例例））」」  

  

第第１１  家家庭庭基基礎礎  

１ 目標と評価の観点の趣旨（例） 

目 

標 

(1) (2) (3) 

人の一生と家族・家庭及び福

祉，衣食住，消費生活・環境な

どについて，生活を主体的に営

むために必要な基礎的な理解

を図るとともに，それらに係る

技能を身に付けるようにする。 

家庭や地域及び社会における

生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなど，生涯を見

通して課題を解決する力を養

う。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実

向上を図ろうとする実践的な

態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.181） 

 

観 

点 
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣 

旨 

生活を主体的に営むために必

要な人の一生と家族・家庭及び

福祉，衣食住，消費生活・環境

などの基礎的なことについて

理解しているとともに，それら

に係る技能を身に付けている。 

 

生涯を見通して，家庭や地域及

び社会における生活の中から

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根

拠に基づいて論理的に表現す

るなどして課題を解決する力

を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするとと

もに，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践

しようとしている。 

 

  

２ 内容のまとまりごとの評価規準（例） 

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 

(1) 生涯の生活設計 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

人の一生について，自己と他者，

社会との関わりから様々な生き

方があることを理解していると

ともに，自立した生活を営むた

めに必要な情報の収集・整理を

行い，生涯を見通して，生活課題

に対応し意思決定をしていくこ

生涯を見通した自己の生活につ

いて主体的に考え，ライフスタイ

ルと将来の家庭生活及び職業生

活について問題を見いだして課

題を設定し，解決策を構想し，実

践を評価・改善し，考察したこと

を根拠に基づいて論理的に表現

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生涯の生

活設計について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実
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との重要性について理解を深め

ている。 

するなどして課題を解決する力

を身に付けている。 

向上を図るために実践しようと

している。 

 
(2) 青年期の自立と家族・家庭 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生涯発達の視点で青年期の課題

を理解しているとともに，家族・

家庭の機能と家族関係，家族・家

庭生活を取り巻く社会環境の変

化や課題，家族・家庭と社会との

関わりについて理解を深めてい

る。 

 

 

 

 

家庭や地域のよりよい生活を創

造するために，自己の意思決定

に基づき，責任をもって行動す

ることや，男女が協力して，家族

の一員としての役割を果たし家

庭を築くことの重要性について

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，青年期の

自立と家族・家庭について，課題

の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践し

ようとしている。 

 

 

 
(3) 子供の生活と保育 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

乳幼児期の心身の発達と生活，

親の役割と保育，子供を取り巻

く社会環境，子育て支援につい

て理解しているとともに，乳幼

児と適切に関わるための基礎的

な技能を身に付けている。 

 

子供の健やかな発達のために親

や家族及び地域や社会の果たす

役割の重要性について問題を見

いだして課題を設定し，解決策

を構想し，実践を評価・改善し，

考察したことを根拠に基づいて

論理的に表現するなどして課題

を解決する力を身に付けてい

る。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，子供の生

活と保育について，課題の解決

に主体的に取り組んだり，振り

返って改善したりして，地域社

会に参画しようとするととも

に，自分や家庭，地域の生活の充

実向上を図るために実践しよう

としている。 

 
(4) 高齢期の生活と福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

高齢期の心身の特徴，高齢者を

取り巻く社会環境，高齢者の尊

厳と自立生活の支援や介護につ

いて理解しているとともに，生

活支援に関する基礎的な技能を

高齢者の自立生活を支えるため

に，家族や地域及び社会の果た

す役割の重要性について問題を

見いだして課題を設定し，解決

策を構想し，実践を評価・改善

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，高齢期の

生活と福祉について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

身に付けている。 

 

 

 

し，考察したことを根拠に基づ

いて論理的に表現するなどして

課題を解決する力を身に付けて

いる。 

社会に参画しようとするととも

に，自分や家庭，地域の生活の充

実向上を図るために実践しよう

としている。 

 
(5) 共生社会と福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生涯を通して家族・家庭の生活

を支える福祉や社会的支援につ

いて理解している。 

 

 

 

家庭や地域及び社会の一員とし

ての自覚をもって共に支え合っ

て生活することの重要性につい

て問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，共生社会

と福祉について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実

向上を図るために実践しようと

している。 

 
Ｂ 衣食住の生活の自立と設計 

(1) 食生活と健康 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・ライフステージに応じた栄養

の特徴や食品の栄養的特質，

健康や環境に配慮した食生活

について理解しているととも

に，自己や家族の食生活の計

画・管理に必要な技能を身に

付けている。 

・おいしさの構成要素や食品の

調理上の性質，食品衛生につ

いて理解しているとともに，

目的に応じた調理に必要な技

能を身に付けている。 

食の安全や食品の調理上の性質，

食文化の継承を考慮した献立作

成や調理計画，健康や環境に配慮

した食生活について問題を見い

だして課題を設定し，解決策を構

想し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論理

的に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，食生活と

健康について，課題の解決に主

体的に取り組んだり，振り返っ

て改善したりして，地域社会に

参画しようとするとともに，自

分や家庭，地域の生活の充実向

上を図るために実践しようとし

ている。 

 
(2) 衣生活と健康 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・ライフステージや目的に応じ

た被服の機能と着装について

理解しているとともに，健康

被服の機能性や快適性について

問題を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・改

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，衣生活と

健康について，課題の解決に主
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との重要性について理解を深め

ている。 

するなどして課題を解決する力

を身に付けている。 

向上を図るために実践しようと

している。 

 
(2) 青年期の自立と家族・家庭 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生涯発達の視点で青年期の課題

を理解しているとともに，家族・

家庭の機能と家族関係，家族・家

庭生活を取り巻く社会環境の変

化や課題，家族・家庭と社会との

関わりについて理解を深めてい

る。 

 

 

 

 

家庭や地域のよりよい生活を創

造するために，自己の意思決定

に基づき，責任をもって行動す

ることや，男女が協力して，家族

の一員としての役割を果たし家

庭を築くことの重要性について

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，青年期の

自立と家族・家庭について，課題

の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践し

ようとしている。 

 

 

 
(3) 子供の生活と保育 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

乳幼児期の心身の発達と生活，

親の役割と保育，子供を取り巻

く社会環境，子育て支援につい

て理解しているとともに，乳幼

児と適切に関わるための基礎的

な技能を身に付けている。 

 

子供の健やかな発達のために親

や家族及び地域や社会の果たす

役割の重要性について問題を見

いだして課題を設定し，解決策

を構想し，実践を評価・改善し，

考察したことを根拠に基づいて

論理的に表現するなどして課題

を解決する力を身に付けてい

る。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，子供の生

活と保育について，課題の解決

に主体的に取り組んだり，振り

返って改善したりして，地域社

会に参画しようとするととも

に，自分や家庭，地域の生活の充

実向上を図るために実践しよう

としている。 

 
(4) 高齢期の生活と福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

高齢期の心身の特徴，高齢者を

取り巻く社会環境，高齢者の尊

厳と自立生活の支援や介護につ

いて理解しているとともに，生

活支援に関する基礎的な技能を

高齢者の自立生活を支えるため

に，家族や地域及び社会の果た

す役割の重要性について問題を

見いだして課題を設定し，解決

策を構想し，実践を評価・改善

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，高齢期の

生活と福祉について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

身に付けている。 

 

 

 

し，考察したことを根拠に基づ

いて論理的に表現するなどして

課題を解決する力を身に付けて

いる。 

社会に参画しようとするととも

に，自分や家庭，地域の生活の充

実向上を図るために実践しよう

としている。 

 
(5) 共生社会と福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生涯を通して家族・家庭の生活

を支える福祉や社会的支援につ

いて理解している。 

 

 

 

家庭や地域及び社会の一員とし

ての自覚をもって共に支え合っ

て生活することの重要性につい

て問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，共生社会

と福祉について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実

向上を図るために実践しようと

している。 

 
Ｂ 衣食住の生活の自立と設計 

(1) 食生活と健康 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・ライフステージに応じた栄養

の特徴や食品の栄養的特質，

健康や環境に配慮した食生活

について理解しているととも

に，自己や家族の食生活の計

画・管理に必要な技能を身に

付けている。 

・おいしさの構成要素や食品の

調理上の性質，食品衛生につ

いて理解しているとともに，

目的に応じた調理に必要な技

能を身に付けている。 

食の安全や食品の調理上の性質，

食文化の継承を考慮した献立作

成や調理計画，健康や環境に配慮

した食生活について問題を見い

だして課題を設定し，解決策を構

想し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論理

的に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，食生活と

健康について，課題の解決に主

体的に取り組んだり，振り返っ

て改善したりして，地域社会に

参画しようとするとともに，自

分や家庭，地域の生活の充実向

上を図るために実践しようとし

ている。 

 
(2) 衣生活と健康 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・ライフステージや目的に応じ

た被服の機能と着装について

理解しているとともに，健康

被服の機能性や快適性について

問題を見いだして課題を設定し，

解決策を構想し，実践を評価・改

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，衣生活と

健康について，課題の解決に主
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で快適な衣生活に必要な情報

の収集・整理ができる。 

・被服材料，被服構成及び被服衛

生について理解しているとと

もに，被服の計画・管理に必要

な技能を身に付けている。 

善し，考察したことを根拠に基づ

いて論理的に表現するなどして

課題を解決する力を身に付けて

いる。 

 

 

体的に取り組んだり，振り返っ

て改善したりして，地域社会に

参画しようとするとともに，自

分や家庭，地域の生活の充実向

上を図るために実践しようとし

ている。 

 
(3) 住生活と住環境 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ライフステージに応じた住生活

の特徴，防災などの安全や環境

に配慮した住居の機能について

理解しているとともに，適切な

住居の計画・管理に必要な技能

を身に付けている。 

 

住居の機能性や快適性，住居と地

域社会との関わりについて問題

を見いだして課題を設定し，解決

策を構想し，実践を評価・改善し，

考察したことを根拠に基づいて

論理的に表現するなどして課題

を解決する力を身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，住生活と

住環境について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実

向上を図るために実践しようと

している。 

 
Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

(1) 生活における経済の計画 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

家計の構造や生活における経済

と社会との関わり，家計管理に

ついて理解している。 

生涯を見通した生活における経

済の管理や計画の重要性につい

て問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠に基

づいて論理的に表現するなどし

て課題を解決する力を身に付け

ている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生活にお

ける経済の計画について，課題

の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践し

ようとしている。 

 
(2) 消費行動と意思決定 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

消費者の権利と責任を自覚して

行動できるよう消費生活の現状

と課題，消費行動における意思

決定や契約の重要性，消費者保

自立した消費者として，生活情報

を活用し，適切な意思決定に基づ

いて行動することや責任ある消

費について問題を見いだして課

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，消費行動

と意思決定について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

護の仕組みについて理解してい

るとともに，生活情報を適切に

収集・整理できる。 

 

 

題を設定し，解決策を構想し，実

践を評価・改善し，考察したこと

を根拠に基づいて論理的に表現

するなどして課題を解決する力

を身に付けている。 

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，自分や家庭，地域の生活の充

実向上を図るために実践しよう

としている。 

 
(3) 持続可能なライフスタイルと環境 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活と環境との関わりや持続可

能な消費について理解している

とともに，持続可能な社会へ参

画することの意義について理解

している。 

 

持続可能な社会を目指して主体

的に行動できるよう，安全で安心

な生活と消費について問題を見

いだして課題を設定し，解決策を

構想し，実践を評価・改善し，考

察したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなどして課題を

解決する力を身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，持続可能

なライフスタイルと環境につい

て，課題の解決に主体的に取り

組んだり，振り返って改善した

りして，地域社会に参画しよう

とするとともに，自分や家庭，地

域の生活の充実向上を図るため

に実践しようとしている。 

 
Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ホームプロジェクト及び学校家

庭クラブ活動の意義と実施方法

について理解している。 

 

自己の家庭生活や地域の生活と

関連付けて生活上の問題を見い

だして課題を設定し，解決策を構

想し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論理

的に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，ホームプ

ロジェクトと学校家庭クラブ活

動について，課題の解決に主体

的に取り組んだり，振り返って

改善したりして，地域社会に参

画しようとするとともに，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとして

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

巻末
資料

- 86 -



で快適な衣生活に必要な情報

の収集・整理ができる。 

・被服材料，被服構成及び被服衛

生について理解しているとと

もに，被服の計画・管理に必要

な技能を身に付けている。 

善し，考察したことを根拠に基づ

いて論理的に表現するなどして

課題を解決する力を身に付けて

いる。 

 

 

体的に取り組んだり，振り返っ

て改善したりして，地域社会に

参画しようとするとともに，自

分や家庭，地域の生活の充実向

上を図るために実践しようとし

ている。 

 
(3) 住生活と住環境 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ライフステージに応じた住生活

の特徴，防災などの安全や環境

に配慮した住居の機能について

理解しているとともに，適切な

住居の計画・管理に必要な技能

を身に付けている。 

 

住居の機能性や快適性，住居と地

域社会との関わりについて問題

を見いだして課題を設定し，解決

策を構想し，実践を評価・改善し，

考察したことを根拠に基づいて

論理的に表現するなどして課題

を解決する力を身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，住生活と

住環境について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

自分や家庭，地域の生活の充実

向上を図るために実践しようと

している。 

 
Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

(1) 生活における経済の計画 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

家計の構造や生活における経済

と社会との関わり，家計管理に

ついて理解している。 

生涯を見通した生活における経

済の管理や計画の重要性につい

て問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評価・

改善し，考察したことを根拠に基

づいて論理的に表現するなどし

て課題を解決する力を身に付け

ている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生活にお

ける経済の計画について，課題

の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践し

ようとしている。 

 
(2) 消費行動と意思決定 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

消費者の権利と責任を自覚して

行動できるよう消費生活の現状

と課題，消費行動における意思

決定や契約の重要性，消費者保

自立した消費者として，生活情報

を活用し，適切な意思決定に基づ

いて行動することや責任ある消

費について問題を見いだして課

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，消費行動

と意思決定について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

護の仕組みについて理解してい

るとともに，生活情報を適切に

収集・整理できる。 

 

 

題を設定し，解決策を構想し，実

践を評価・改善し，考察したこと

を根拠に基づいて論理的に表現

するなどして課題を解決する力

を身に付けている。 

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，自分や家庭，地域の生活の充

実向上を図るために実践しよう

としている。 

 
(3) 持続可能なライフスタイルと環境 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活と環境との関わりや持続可

能な消費について理解している

とともに，持続可能な社会へ参

画することの意義について理解

している。 

 

持続可能な社会を目指して主体

的に行動できるよう，安全で安心

な生活と消費について問題を見

いだして課題を設定し，解決策を

構想し，実践を評価・改善し，考

察したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなどして課題を

解決する力を身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，持続可能

なライフスタイルと環境につい

て，課題の解決に主体的に取り

組んだり，振り返って改善した

りして，地域社会に参画しよう

とするとともに，自分や家庭，地

域の生活の充実向上を図るため

に実践しようとしている。 

 
Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ホームプロジェクト及び学校家

庭クラブ活動の意義と実施方法

について理解している。 

 

自己の家庭生活や地域の生活と

関連付けて生活上の問題を見い

だして課題を設定し，解決策を構

想し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論理

的に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，ホームプ

ロジェクトと学校家庭クラブ活

動について，課題の解決に主体

的に取り組んだり，振り返って

改善したりして，地域社会に参

画しようとするとともに，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとして

いる。 
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第第２２  家家庭庭総総合合  

１ 目標と評価の観点及びその趣旨 

目 

標 

(1) (2) (3) 

人の一生と家族・家庭及び福

祉，衣食住，消費生活・環境な

どについて，生活を主体的に営

むために必要な科学的な理解

を図るとともに，それらに係る

技能を体験的・総合的に身に付

けるようにする。 

 

家庭や地域及び社会における

生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察

したことを科学的な根拠に基

づいて論理的に表現するなど，

生涯を見通して課題を解決す

る力を養う。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，地域社会

に参画しようとするとともに，

生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

ろうとする実践的な態度を養

う。 

 

（高等学校学習指導要領 P.184） 

 

観 

点 
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣 

旨 

生活を主体的に営むために必

要な人の一生と家族・家庭及び

福祉，衣食住，消費生活・環境

などについて科学的に理解し

ているとともに，それらに係る

技能を体験的・総合的に身に付

けている。 

 

生涯を見通して，家庭や地域及

び社会における生活の中から

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを科

学的な根拠に基づいて論理的

に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするとと

もに，生活文化を継承し，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとし

ている。 

 

  

２ 内容のまとまりごとの評価規準（例） 

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 

(1) 生涯の生活設計 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・人の一生について，自己と他

者，社会との関わりから様々

な生き方があることを理解し

ているとともに，自立した生

活を営むために，生涯を見通

して，生活課題に対応し意思

決定をしていくことの重要性

について理解を深めている。 

生涯を見通した自己の生活につ

いて主体的に考え，ライフスタイ

ルと将来の家庭生活及び職業生

活について考察するとともに，生

活資源を活用した生活設計につ

いて問題を見いだして課題を設

定し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生涯の生

活設計について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

生活文化を継承し，自分や家庭，

地域の生活の充実向上を図るた

・生活の営みに必要な金銭，生活

時間などの生活資源について

理解しているとともに，情報

の収集・整理が適切にできる。 

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

 

めに実践しようとしている。 

 

 

 
(2) 青年期の自立と家族・家庭及び社会 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・生涯発達の視点から各ライフ

ステージの特徴と課題につい

て理解しているとともに，青

年期の課題である自立や男女

の平等と協力，意思決定の重

要性について理解を深めてい

る。 

・家族・家庭の機能と家族関係，

家族・家庭と法律，家庭生活と

福祉などについて理解してい

るとともに，家族・家庭の意

義，家族・家庭と社会との関わ

り，家族・家庭を取り巻く社会

環境の変化や課題について理

解を深めている。 

家庭や地域のよりよい生活を創

造するために，自己の意思決定

に基づき，責任をもって行動す

ることや，男女が協力して，家族

の一員としての役割を果たし家

庭を築くことの重要性について

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，青年期の

自立と家族・家庭及び社会につ

いて，課題の解決に主体的に取

り組んだり，振り返って改善し

たりして，地域社会に参画しよ

うとするとともに，生活文化を

継承し，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践し

ようとしている。 

 

 

 
(3) 子供との関わりと保育・福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・乳幼児期の心身の発達と生活，

子供の遊びと文化，親の役割

と保育，子育て支援について

理解を深め，子供の発達に応

じて適切に関わるための技能

を身に付けている。 

・子供を取り巻く社会環境の変

化や課題及び子供の福祉につ

いて理解を深めている。 

子供の健やかな発達を支えるた

めに，子供との適切な関わり方

について問題を見いだして課題

を設定し，解決策を構想し，実践

を評価・改善し，考察したことを

根拠に基づいて論理的に表現す

るなどして課題を解決する力を

身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，子供との

関わりと保育・福祉について，課

題の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，生活文化を継承し，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとして

いる。 
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第第２２  家家庭庭総総合合  

１ 目標と評価の観点及びその趣旨 

目 

標 

(1) (2) (3) 

人の一生と家族・家庭及び福

祉，衣食住，消費生活・環境な

どについて，生活を主体的に営

むために必要な科学的な理解

を図るとともに，それらに係る

技能を体験的・総合的に身に付

けるようにする。 

 

家庭や地域及び社会における

生活の中から問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察

したことを科学的な根拠に基

づいて論理的に表現するなど，

生涯を見通して課題を解決す

る力を養う。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，地域社会

に参画しようとするとともに，

生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

ろうとする実践的な態度を養

う。 

 

（高等学校学習指導要領 P.184） 

 

観 

点 
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣 

旨 

生活を主体的に営むために必

要な人の一生と家族・家庭及び

福祉，衣食住，消費生活・環境

などについて科学的に理解し

ているとともに，それらに係る

技能を体験的・総合的に身に付

けている。 

 

生涯を見通して，家庭や地域及

び社会における生活の中から

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを科

学的な根拠に基づいて論理的

に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするとと

もに，生活文化を継承し，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとし

ている。 

 

  

２ 内容のまとまりごとの評価規準（例） 

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉 

(1) 生涯の生活設計 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・人の一生について，自己と他

者，社会との関わりから様々

な生き方があることを理解し

ているとともに，自立した生

活を営むために，生涯を見通

して，生活課題に対応し意思

決定をしていくことの重要性

について理解を深めている。 

生涯を見通した自己の生活につ

いて主体的に考え，ライフスタイ

ルと将来の家庭生活及び職業生

活について考察するとともに，生

活資源を活用した生活設計につ

いて問題を見いだして課題を設

定し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生涯の生

活設計について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

生活文化を継承し，自分や家庭，

地域の生活の充実向上を図るた

・生活の営みに必要な金銭，生活

時間などの生活資源について

理解しているとともに，情報

の収集・整理が適切にできる。 

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

 

めに実践しようとしている。 

 

 

 
(2) 青年期の自立と家族・家庭及び社会 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・生涯発達の視点から各ライフ

ステージの特徴と課題につい

て理解しているとともに，青

年期の課題である自立や男女

の平等と協力，意思決定の重

要性について理解を深めてい

る。 

・家族・家庭の機能と家族関係，

家族・家庭と法律，家庭生活と

福祉などについて理解してい

るとともに，家族・家庭の意

義，家族・家庭と社会との関わ

り，家族・家庭を取り巻く社会

環境の変化や課題について理

解を深めている。 

家庭や地域のよりよい生活を創

造するために，自己の意思決定

に基づき，責任をもって行動す

ることや，男女が協力して，家族

の一員としての役割を果たし家

庭を築くことの重要性について

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，青年期の

自立と家族・家庭及び社会につ

いて，課題の解決に主体的に取

り組んだり，振り返って改善し

たりして，地域社会に参画しよ

うとするとともに，生活文化を

継承し，自分や家庭，地域の生活

の充実向上を図るために実践し

ようとしている。 

 

 

 
(3) 子供との関わりと保育・福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・乳幼児期の心身の発達と生活，

子供の遊びと文化，親の役割

と保育，子育て支援について

理解を深め，子供の発達に応

じて適切に関わるための技能

を身に付けている。 

・子供を取り巻く社会環境の変

化や課題及び子供の福祉につ

いて理解を深めている。 

子供の健やかな発達を支えるた

めに，子供との適切な関わり方

について問題を見いだして課題

を設定し，解決策を構想し，実践

を評価・改善し，考察したことを

根拠に基づいて論理的に表現す

るなどして課題を解決する力を

身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，子供との

関わりと保育・福祉について，課

題の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，生活文化を継承し，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとして

いる。 

 
 
 

巻末
資料

- 89 -



(4) 高齢者との関わりと福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・高齢期の心身の特徴，高齢者の

尊厳と自立生活の支援や介護

について理解を深め，高齢者

の心身の状況に応じて適切に

関わるための生活支援に関す

る技能を身に付けている。 

・高齢者を取り巻く社会環境の

変化や課題及び高齢者福祉に

ついて理解を深めている。 

高齢者の自立生活を支えるため

に，高齢者の心身の状況に応じ

た適切な支援の方法や関わり方

について問題を見いだして課題

を設定し，解決策を構想し，実践

を評価・改善し，考察したことを

根拠に基づいて論理的に表現す

るなどして課題を解決する力を

身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，高齢者と

の関わりと福祉について，課題

の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，生活文化を継承し，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとして

いる。 

 
(5) 共生社会と福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・生涯を通して家族・家庭の生活

を支える福祉や社会的支援に

ついて理解している。 

・家庭と地域との関わりについ

て理解しているとともに，高

齢者や障害のある人々など

様々な人々が共に支え合って

生きることの意義について理

解を深めている。 

家庭や地域及び社会の一員とし

ての自覚をもち，様々な人々と

の関わり方について問題を見い

だして課題を設定し，解決策を

構想し，実践を評価・改善し，考

察したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなどして課題を

解決する力を身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，共生社会

と福祉について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

生活文化を継承し，自分や家庭，

地域の生活の充実向上を図るた

めに実践しようとしている。 

 
Ｂ 衣食住の生活の科学と文化 

(1) 食生活の科学と文化 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・食生活を取り巻く課題，食の安

全と衛生，日本と世界の食文

化など，食と人との関わりに

ついて理解している。 

・ライフステージの特徴や課題

に着目し，栄養の特徴，食品の

栄養的特質，健康や環境に配

慮した食生活について理解し

ているとともに，自己と家族

の食生活の計画・管理に必要

主体的に食生活を営むことがで

きるよう健康及び環境に配慮し

た自己と家族の食事，日本の食

文化の継承・創造について問題

を見いだして課題を設定し，解

決策を構想し，実践を評価・改善

し，考察したことを根拠に基づ

いて論理的に表現するなどして

課題を解決する力を身に付けて

いる。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，食生活の

科学と文化について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 

な技能を身に付けている。 

・おいしさの構成要素や食品の

調理上の性質，食品衛生につ

いて科学的に理解し，目的に

応じた調理に必要な技能を身

に付けている。 

 

 

 

 

 
(2) 衣生活の科学と文化 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・衣生活を取り巻く課題，日本と

世界の衣文化など，被服と人

との関わりについて理解を深

めている。 

・ライフステージの特徴や課題

に着目し，身体特性と被服の

機能及び着装について理解し

ているとともに，健康と安全，

環境に配慮した自己と家族の

衣生活の計画・管理に必要な

情報の収集・整理ができる。 

・被服材料，被服構成，被服製作，

被服衛生及び被服管理につい

て科学的に理解し，衣生活の

自立に必要な技能を身に付け

ている。 

主体的に衣生活を営むことがで

きるよう目的や個性に応じた健

康で快適，機能的な着装や日本

の衣文化の継承・創造について

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，衣生活の

科学と文化について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 

 

 

 
(3) 住生活の科学と文化 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・住生活を取り巻く課題，日本と

世界の住文化など，住まいと

人との関わりについて理解を

深めている。 

・ライフステージの特徴や課題

に着目し，住生活の特徴，防災

などの安全や環境に配慮した

住居の機能について科学的に

理解し，住生活の計画・管理に

必要な技能を身に付けてい

主体的に住生活を営むことがで

きるようライフステージと住環

境に応じた住居の計画，防災な

どの安全や環境に配慮した住生

活とまちづくり，日本の住文化

の継承・創造について問題を見

いだして課題を設定し，解決策

を構想し，実践を評価・改善し，

考察したことを根拠に基づいて

論理的に表現するなどして課題

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，住生活の

科学と文化について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 

巻末
資料

- 90 -



(4) 高齢者との関わりと福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・高齢期の心身の特徴，高齢者の

尊厳と自立生活の支援や介護

について理解を深め，高齢者

の心身の状況に応じて適切に

関わるための生活支援に関す

る技能を身に付けている。 

・高齢者を取り巻く社会環境の

変化や課題及び高齢者福祉に

ついて理解を深めている。 

高齢者の自立生活を支えるため

に，高齢者の心身の状況に応じ

た適切な支援の方法や関わり方

について問題を見いだして課題

を設定し，解決策を構想し，実践

を評価・改善し，考察したことを

根拠に基づいて論理的に表現す

るなどして課題を解決する力を

身に付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，高齢者と

の関わりと福祉について，課題

の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，生活文化を継承し，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとして

いる。 

 
(5) 共生社会と福祉 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・生涯を通して家族・家庭の生活

を支える福祉や社会的支援に

ついて理解している。 

・家庭と地域との関わりについ

て理解しているとともに，高

齢者や障害のある人々など

様々な人々が共に支え合って

生きることの意義について理

解を深めている。 

家庭や地域及び社会の一員とし

ての自覚をもち，様々な人々と

の関わり方について問題を見い

だして課題を設定し，解決策を

構想し，実践を評価・改善し，考

察したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなどして課題を

解決する力を身に付けている。 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，共生社会

と福祉について，課題の解決に

主体的に取り組んだり，振り返

って改善したりして，地域社会

に参画しようとするとともに，

生活文化を継承し，自分や家庭，

地域の生活の充実向上を図るた

めに実践しようとしている。 

 
Ｂ 衣食住の生活の科学と文化 

(1) 食生活の科学と文化 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・食生活を取り巻く課題，食の安

全と衛生，日本と世界の食文

化など，食と人との関わりに

ついて理解している。 

・ライフステージの特徴や課題

に着目し，栄養の特徴，食品の

栄養的特質，健康や環境に配

慮した食生活について理解し

ているとともに，自己と家族

の食生活の計画・管理に必要

主体的に食生活を営むことがで

きるよう健康及び環境に配慮し

た自己と家族の食事，日本の食

文化の継承・創造について問題

を見いだして課題を設定し，解

決策を構想し，実践を評価・改善

し，考察したことを根拠に基づ

いて論理的に表現するなどして

課題を解決する力を身に付けて

いる。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，食生活の

科学と文化について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 

な技能を身に付けている。 

・おいしさの構成要素や食品の

調理上の性質，食品衛生につ

いて科学的に理解し，目的に

応じた調理に必要な技能を身

に付けている。 

 

 

 

 

 
(2) 衣生活の科学と文化 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・衣生活を取り巻く課題，日本と

世界の衣文化など，被服と人

との関わりについて理解を深

めている。 

・ライフステージの特徴や課題

に着目し，身体特性と被服の

機能及び着装について理解し

ているとともに，健康と安全，

環境に配慮した自己と家族の

衣生活の計画・管理に必要な

情報の収集・整理ができる。 

・被服材料，被服構成，被服製作，

被服衛生及び被服管理につい

て科学的に理解し，衣生活の

自立に必要な技能を身に付け

ている。 

主体的に衣生活を営むことがで

きるよう目的や個性に応じた健

康で快適，機能的な着装や日本

の衣文化の継承・創造について

問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，衣生活の

科学と文化について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 

 

 

 
(3) 住生活の科学と文化 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・住生活を取り巻く課題，日本と

世界の住文化など，住まいと

人との関わりについて理解を

深めている。 

・ライフステージの特徴や課題

に着目し，住生活の特徴，防災

などの安全や環境に配慮した

住居の機能について科学的に

理解し，住生活の計画・管理に

必要な技能を身に付けてい

主体的に住生活を営むことがで

きるようライフステージと住環

境に応じた住居の計画，防災な

どの安全や環境に配慮した住生

活とまちづくり，日本の住文化

の継承・創造について問題を見

いだして課題を設定し，解決策

を構想し，実践を評価・改善し，

考察したことを根拠に基づいて

論理的に表現するなどして課題

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，住生活の

科学と文化について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 
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る。 

・家族の生活やライフスタイル

に応じた持続可能な住居の計

画について理解し，快適で安

全な住空間を計画するために

必要な情報を収集・整理でき

る。 

を解決する力を身に付けてい

る。 

 

 

 

 

 

 
Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

(1) 生活における経済の計画 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・家計の構造について理解して

いるとともに生活における経

済と社会との関わりについて

理解を深めている。 

・生涯を見通した生活における

経済の管理や計画，リスク管

理の考え方について理解を深

め，情報の収集・整理が適切に

できる。 

 

生涯を見通した生活における経

済の管理や計画の重要性につい

て，ライフステージごとの課題

や社会保障制度などと関連付け

て問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生活にお

ける経済の計画について，課題

の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，生活文化を継承し，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとして

いる。 

 
(2) 消費行動と意思決定 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・消費生活の現状と課題，消費行

動における意思決定や責任あ

る消費の重要性について理解

を深めているとともに，生活

情報の収集・整理が適切にで

きる。 

・消費者の権利と責任を自覚し

て行動できるよう，消費者問

題や消費者の自立と支援など

について理解しているととも

に，契約の重要性や消費者保

護の仕組みについて理解を深

めている。 

自立した消費者として，生活情

報を活用し，適切な意思決定に

基づいて行動できるよう，責任

ある消費について問題を見いだ

して課題を設定し，解決策を構

想し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論理

的に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，消費行動

と意思決定について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 

 

 

 

(3) 持続可能なライフスタイルと環境 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活と環境との関わりや持続可

能な消費について理解している

とともに，持続可能な社会へ参

画することの意義について理解

を深めている。 

 

 

 

持続可能な社会を目指して主体

的に行動できるよう，ライフス

タイルについて問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察し

たことを根拠に基づいて論理的

に表現するなどして課題を解決

する力を身に付けている。 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，持続可能

なライフスタイルと環境につい

て，課題の解決に主体的に取り

組んだり，振り返って改善した

りして，地域社会に参画しよう

とするとともに，生活文化を継

承し，自分や家庭，地域の生活の

充実向上を図るために実践しよ

うとしている。 

 
Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ホームプロジェクト及び学校家

庭クラブ活動の意義と実施方法

について理解している。 

 

 

自己の家庭生活や地域の生活と

関連付けて生活上の問題を見い

だして課題を設定し，解決策を

構想し，実践を評価・改善し，考

察したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなどして課題を

解決する力を身に付けている。 

 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，ホームプ

ロジェクトと学校家庭クラブ活

動について，課題の解決に主体

的に取り組んだり，振り返って

改善したりして，地域社会に参

画しようとするとともに，生活

文化を継承し，自分や家庭，地域

の生活の充実向上を図るために

実践しようとしている。 
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る。 

・家族の生活やライフスタイル

に応じた持続可能な住居の計

画について理解し，快適で安

全な住空間を計画するために

必要な情報を収集・整理でき

る。 

を解決する力を身に付けてい

る。 

 

 

 

 

 

 
Ｃ 持続可能な消費生活・環境 

(1) 生活における経済の計画 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・家計の構造について理解して

いるとともに生活における経

済と社会との関わりについて

理解を深めている。 

・生涯を見通した生活における

経済の管理や計画，リスク管

理の考え方について理解を深

め，情報の収集・整理が適切に

できる。 

 

生涯を見通した生活における経

済の管理や計画の重要性につい

て，ライフステージごとの課題

や社会保障制度などと関連付け

て問題を見いだして課題を設定

し，解決策を構想し，実践を評

価・改善し，考察したことを根拠

に基づいて論理的に表現するな

どして課題を解決する力を身に

付けている。 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，生活にお

ける経済の計画について，課題

の解決に主体的に取り組んだ

り，振り返って改善したりして，

地域社会に参画しようとすると

ともに，生活文化を継承し，自分

や家庭，地域の生活の充実向上

を図るために実践しようとして

いる。 

 
(2) 消費行動と意思決定 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・消費生活の現状と課題，消費行

動における意思決定や責任あ

る消費の重要性について理解

を深めているとともに，生活

情報の収集・整理が適切にで

きる。 

・消費者の権利と責任を自覚し

て行動できるよう，消費者問

題や消費者の自立と支援など

について理解しているととも

に，契約の重要性や消費者保

護の仕組みについて理解を深

めている。 

自立した消費者として，生活情

報を活用し，適切な意思決定に

基づいて行動できるよう，責任

ある消費について問題を見いだ

して課題を設定し，解決策を構

想し，実践を評価・改善し，考察

したことを根拠に基づいて論理

的に表現するなどして課題を解

決する力を身に付けている。 

 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，消費行動

と意思決定について，課題の解

決に主体的に取り組んだり，振

り返って改善したりして，地域

社会に参画しようとするととも

に，生活文化を継承し，自分や家

庭，地域の生活の充実向上を図

るために実践しようとしてい

る。 

 

 

 

(3) 持続可能なライフスタイルと環境 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生活と環境との関わりや持続可

能な消費について理解している

とともに，持続可能な社会へ参

画することの意義について理解

を深めている。 

 

 

 

持続可能な社会を目指して主体

的に行動できるよう，ライフス

タイルについて問題を見いだし

て課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察し

たことを根拠に基づいて論理的

に表現するなどして課題を解決

する力を身に付けている。 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，持続可能

なライフスタイルと環境につい

て，課題の解決に主体的に取り

組んだり，振り返って改善した

りして，地域社会に参画しよう

とするとともに，生活文化を継

承し，自分や家庭，地域の生活の

充実向上を図るために実践しよ

うとしている。 

 
Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ホームプロジェクト及び学校家

庭クラブ活動の意義と実施方法

について理解している。 

 

 

自己の家庭生活や地域の生活と

関連付けて生活上の問題を見い

だして課題を設定し，解決策を

構想し，実践を評価・改善し，考

察したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなどして課題を

解決する力を身に付けている。 

 

 

 

様々な人々と協働し，よりよい

社会の構築に向けて，ホームプ

ロジェクトと学校家庭クラブ活

動について，課題の解決に主体

的に取り組んだり，振り返って

改善したりして，地域社会に参

画しようとするとともに，生活

文化を継承し，自分や家庭，地域

の生活の充実向上を図るために

実践しようとしている。 
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究について 

 

令和 ２ 年 ４ 月 13 日 国立教育政策研究所長裁定 

令和 ２ 年 ６ 月 25 日 一 部 改 正 

 

 

１ 趣 旨 

  学習評価については，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において「児童

生徒の学習評価の在り方について」（平成 31 年１月 21 日）の報告がまとめられ，新しい

学習指導要領に対応した，各教科等の評価の観点及び評価の観点に関する考え方が示され

たところである。 

  これを踏まえ，各小学校，中学校及び高等学校における児童生徒の学習の効果的，効率

的な評価に資するため，教科等ごとに，評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研

究を行う。 

 

 

２ 調査研究事項 

（１）評価規準及び当該規準を用いた評価方法に関する参考資料の作成 

（２）学校における学習評価に関する取組についての情報収集 

（３）上記（１）及び（２）に関連する事項 

 

 

３ 実施方法 

  調査研究に当たっては，教科等ごとに教育委員会関係者，教師及び学識経験者等を協力

者として委嘱し，２の事項について調査研究を行う。 

 

 

４ 庶 務 

  この調査研究にかかる庶務は，教育課程研究センターにおいて処理する。 

 

 

５ 実施期間 

令和２年５月１日～令和３年３月 31 日 

令和３年４月 16 日～令和４年３月 31 日 

 

 



評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究について 

 

令和 ２ 年 ４ 月 13 日 国立教育政策研究所長裁定 

令和 ２ 年 ６ 月 25 日 一 部 改 正 

 

 

１ 趣 旨 

  学習評価については，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において「児童

生徒の学習評価の在り方について」（平成 31 年１月 21 日）の報告がまとめられ，新しい

学習指導要領に対応した，各教科等の評価の観点及び評価の観点に関する考え方が示され

たところである。 

  これを踏まえ，各小学校，中学校及び高等学校における児童生徒の学習の効果的，効率

的な評価に資するため，教科等ごとに，評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研

究を行う。 

 

 

２ 調査研究事項 

（１）評価規準及び当該規準を用いた評価方法に関する参考資料の作成 

（２）学校における学習評価に関する取組についての情報収集 

（３）上記（１）及び（２）に関連する事項 

 

 

３ 実施方法 

  調査研究に当たっては，教科等ごとに教育委員会関係者，教師及び学識経験者等を協力

者として委嘱し，２の事項について調査研究を行う。 
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５ 実施期間 

令和２年５月１日～令和３年３月 31 日 

令和３年４月 16 日～令和４年３月 31 日 
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究協力者（五十音順） 

（職名は令和３年４月現在） 

 

 石島恵美子 茨城大学准教授 

 市毛 祐子 実践女子大学教授 （令和３年４月１日から） 

 岡本 真澄 大阪府教育センターカリキュラム開発部高等学校教育推進室長 

 久保田正芳 神奈川県立光陵高等学校総括教諭 

 白濱真紀子 徳島県教委員会学校教育課指導主事 

 山村 季代 宮崎県教育研修センター学習研修課指導主事 （令和３年３月 31 日まで） 

 

 

国立教育政策研究所においては，次の関係官が担当した。 

 

 山村 季代 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 

  （令和３年４月１日から） 

 市毛 祐子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 

 

この他，本書編集の全般にわたり，国立教育政策研究所において以下の者が担当した。 

 

 鈴木 敏之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年７月１日から） 

 笹井 弘之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年６月 30 日まで） 

 杉江 達也 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年４月１日から） 

 清水 正樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 新井 敬二 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長 

 （令和３年４月１日から令和３年７月 31 日まで） 

 岩城由紀子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 間宮 弘介 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長 

   

 奥田 正幸 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係専門職 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 髙辻 正明 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程特別調査員 

   

 前山 大樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程特別調査員 

  （令和３年４月１日から） 

 

 

 

 

学学習習指指導導要要領領等等関関係係資資料料ににつついいてて  
 

 学習指導要領等の関係資料は以下のとおりです。いずれも，文部科学省や国立教育政策研究所のウェブサイ

トから閲覧が可能です。スマートフォンなどで閲覧する際は，以下の二次元コードを読み取って，資料に直接ア

クセスすることが可能です。本書と併せて是非御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ①①                              ②②                              ③③  

 

 

 

 

 

 

 

   ④④                              ⑤⑤                              ⑥⑥  

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦⑦                              ⑧⑧                              ⑨⑨  

 

 

 

①① 学習指導要領，学習指導要領解説 等 

②② 中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

等の改善及び必要な方策等について」（平成28 年12 月21 日） 

③③ 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会報告「児童生徒の学習評価の在り方につ

いて」（平成31 年1 月21 日） 

④④ 小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録

の改善等について（平成31 年3 月29 日30 文科初第1845 号初等中等教育局長通知） 

※各教科等の評価の観点等及びその趣旨や指導要録（参考様式）は，同通知に掲載。 

⑤⑤ 学習評価の在り方ハンドブック(小・中学校編) (令和元年6 月) 

⑥⑥ 学習評価の在り方ハンドブック(高等学校編) (令和元年6 月) 

⑦⑦ 平成29 年改訂の小・中学校学習指導要領に関する Q&A 

⑧⑧ 平成30 年改訂の高等学校学習指導要領に関する Q&A 

⑨⑨ 平成29・30 年改訂の学習指導要領下における学習評価に関する Q&A 
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究協力者（五十音順） 
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